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補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）の調 整
ちょうせい

・・・・・・・・142 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

・就 労
しゅうろう

にかかる労 働
ろうどう

施策
しさく

と福祉
ふくし

施策
しさく

を一 体 的
いったいてき

に展 開
てんかい

するため

の体 制
たいせい

の整備
せいび

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・144 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

の検 討
けんとう

課題
かだい

についてフォロ
ふ ぉ ろ
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じゅうたく
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ちんたい
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【一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

に住
す
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やちん
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ほじょ
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じゅうたく

手当
てあて
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より 
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1 

 

全 体
ぜんたい

について  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

今後
こんご

の検 討
けんとう

へ向
む

けて  

≪内 容
ないよう

≫ 

【意見
いけん

】  

  当事者
とうじしゃ

の方 々
かたがた

の議論
ぎろん

をできる限
かぎ

り反 映
はんえい

させるという本部会
ほんぶかい

の趣旨
しゅし

に鑑
かんが

み、こ

れまで意見
いけん

を述
の

べてきたが、骨 格
こっかく

提 言
ていげん

の内 容
ないよう

を見
み

ても、財 源
ざいげん

や実施
じっし

体 制
たいせい

への

裏付
うらづ

けが不 十 分
ふじゅうぶん

であり、本 提 言
ほんていげん

を全
すべ

て実 現
じつげん

することは困 難
こんなん

であると考
かんが

える。

今後
こんご

法制化
ほうせいか

に向
む

けての具体的
ぐたいてき

な議論
ぎろん

の 中
なか

で、 市 町 村
しちょうそん

とともに制度
せいど

実施
じっし

主 体
しゅたい

で

ある都道府県
とどうふけん

の意見
いけん

を十 分
じゅうぶん

に聞
き

いていただきたい。  

≪理由
りゆう

≫ 

 市 町 村
しちょうそん

とともに新 法
しんぽう

の実施
じっし

主 体
しゅたい

である都道府県
とどうふけん

の意見
いけん

を踏
ふ

まえて具体的
ぐたいてき

な

制度
せいど

設 計
せっけい

がなされる事
こと

が必 要
ひつよう

 

 

【斎 藤
さいとう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

１.全 体
ぜんたい

に対
たい

して 

ただちに障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

施行
しこう

と共
とも

に実 行
じっこう

されていくことと今後
こんご

の課題
かだい

とし

ていくことを区分
くぶん

し、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

骨 格
こっかく

提 言
ていげん

を実行可能性
じっこうかのうせい

のあるものに

する。また法
ほう

条 文
じょうぶん

に沿
そ

った順 列
じゅんれつ

に整理
せいり

するだけではなく 重 要 度
じゅうようど

、優先度
ゆうせんど

の高
たか

いものは何
なに

かということを明示
めいじ

する必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

どんなによい 提 言
ていげん

であっても、 金
かね

がかかりすぎて 実 現 性
じつげんせい

のないものは意味
い み

が

ない。法
ほう

施行
しこう

時
じ

にただちに実 現
じつげん

できるもの ― 特
とく

に財 政
ざいせい

支 出
ししゅつ

を伴
ともな

わないもの、

現 行
げんこう

の支 出
ししゅつ

を転 用
てんよう

すればできるもの、 新
あら

たな財 政
ざいせい

支 出
ししゅつ

が発 生
はっせい

しても多額
たがく

で

はないもの、多額
たがく

であっても重 要
じゅうよう

でありどうしても実 現
じつげん

させたいもの ― とそ

うでないものとの区分
くぶん

が 必 要
ひつよう

である。ただちに実施
じっし

は 困 難
こんなん

なものであっても

課題
かだい

として示
しめ

すだけのものと、できるだけ 早
はや

い時期
じ き

に何
なに

とか実 現
じつげん

させねばなら

ないものとの区別
くべつ

もあった方
かた

がよい。 

また法
ほう

制 定
せいてい

から施行
しこう

への期間
きかん

についても、期間
きかん

を要
よう

しないものと、担 当
たんとう

の準 備
じゅんび
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期間
きかん

を要
よう

するものとについても 明 確
めいかく

にしておく必 要
ひつよう

がある。 

 

【坂 本
さかもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

＜総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

全 体
ぜんたい

について＞ 

今後
こんご

厚 生
こうせい

労 働 省
ろうどうしょう

で新
あら

たな制度
せいど

の検 討
けんとう

をされる段 階
だんかい

において、あらかじめ制度
せいど

の実施
じっし

を 担
にな

う地方
ちほう

の 代 表
だいひょう

である 全 国
ぜんこく

町
ちょう

村 会
そんかい

等
とう

と 十 分
じゅうぶん

調 整
ちょうせい

をした 上
うえ

で、

骨 格
こっかく

提 言
ていげん

に対
たい

する対 応
たいおう

や制度
せいど

設 計
せっけい

を行
おこな

っていただきたい。  

また、提 出
ていしゅつ

した意見
いけん

については、両 論
りょうろん

併記
へいき

とするのか、尐 数
しょうすう

意見
いけん

として取
と

り扱
あつか

うのか、素案
そあん

の修
しゅう

正
せい

に当
あ

たっては明 確
めいかく

に整理
せいり

し、しっかりとした 説 明
せつめい

をいただ

きたい。たたき台
だい

として示
しめ

された素案
そあん

が、あたかも大多数
だいたすう

の意見
いけん

として整理
せいり

さ

れているような感
かん

があるが、尐
すく

なからずの部分
ぶぶん

で意見
いけん

が異
こと

なるところがあり、

その整理
せいり

がされていない。素案
そあん

に対
たい

して委員
いいん

から出
だ

された意見
いけん

が尐
すく

ないからと

いって、これを 尐 数
しょうすう

意見
いけん

として取
と

り扱
あつか

われることのないように 十 分
じゅうぶん

な検 討
けんとう

を

お願
ねが

いしたい。 

次
つぎ

に「介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

との決 別
けつべつ

を基本的
きほんてき

な視点
してん

とすべきである」という 文 言
もんごん

が出
で

てくるが、これを 全
すべ

て削
さく

除
じょ

すべき。 

≪理由
りゆう

≫ 

サービス
さ ー び す

の 実施
じっし

主 体
しゅたい

で あ る 市 町 村
しちょうそん

の 意見
いけん

を 取
と

り 入
い

れ た 法 律
ほうりつ

で な け れ ば

実 効 性
じっこうせい

が上
あ

がらないと思
おも

うから。 

 

理由
りゆう

 

１１ 年
ねん

も経過
けいか

し国 民
こくみん

の 間
あいだ

にすっかり 定 着
ていちゃく

し、 支 給
しきゅう

額
がく

も８ 兆 円
ちょうえん

に達
たっ

するよう

な 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

制度
せいど

として 定 着
ていちゃく

してきた介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

と 決
けつ

別
べつ

する 訳
やく

にはいかな

い。このような決
き

めつけは感 情 的
かんじょうてき

で、多
おお

くの国 民
こくみん

の理解
りかい

を得
え

られないだろう。

表 現
ひょうげん

を工夫
くふう

すべき。 

 

【奈良崎
な ら ざ き

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

について 

≪内 容
ないよう

≫ 

わかりやすい形
かたち

のバージョン
ば ー じ ょ ん

を作 成
さくせい

してほしい 
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別 添
べってん

資 料
しりょう

有
あ

り（※１６０ページ
ぺ ー じ

参 照
さんしょう

） 

≪理由
りゆう

≫ 

知的
ちてき

障 害
しょうがい

のある人
ひと

にとって、自分
じぶん

たちに関 係
かんけい

のある法 律
ほうりつ

について、理解
りかい

しや

すい型 式
かたしき

でも作 成
さくせい

してもらえることが 必 要
ひつよう

だから。 

 

【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「Ⅰ．総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の骨 格
こっかく

提 言
ていげん

」 

 の項 目
こうもく

の順 序
じゅんじょ

について 

１．法
ほう

の理念
りねん

、目 的
もくてき

、範囲
はんい

  

２．障 害
しょうがい

（者
しゃ

）の範囲
はんい

 

３．選 択
せんたく

と決 定
けってい

（支 給
しきゅう

決 定
けってい

） 

４．相 談
そうだん

支援
しえん

 

５．権利
けんり

擁護
ようご

 

６．支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

 

７．利用者
りようしゃ

負担
ふたん

 

８．報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

９．地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

 

１０．地域
ちいき

移行
いこう

 

 

  東 室 長
ひがししつちょう

の第
だい

１７回
かい

での発 言
はつげん

は次
つぎ

のものだったように記憶
きおく

。 

 １、２、６、１０、９、３、４、５、７、８  

≪内 容
ないよう

≫ 

東 室 長
ひがししつちょう

から、項 目
こうもく

の順 序
じゅんじょ

案
あん

について、突 然
とつぜん

発 言
はつげん

がありました。  

 私
わたし

は挙 手
きょしゅ

を続
つづ

けていましたが指
さ

されませんでしたので意見
いけん

を文 書
ぶんしょ

にします。 

  

１、２、３、６、１０、９、７、４、５、８  

≪理由
りゆう

≫ 

 「１、２」は異議
い ぎ

なし。 

 「３、６」  支援
しえん

体 系
たいけい

とは、権利
けんり

（ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

）を具体化
ぐ た い か

するために実施
じっし

す

る施策
しさく

の種 別
しゅべつ

であって、権利
けんり

が先
さき

に来
く

るのが論理的
ろんりてき

帰結
きけつ

。 

 「１０、９」 地域
ちいき

移行
いこう

の実 現
じつげん

を総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のテーマ
て ー ま

として打
う

ち出
だ

すならば。 



 

4 

 

 「７」 違憲
いけん

訴 訟
そしょう

は利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を巡
めぐ

って行
おこな

われてきたもので、応 益
おうえき

負担
ふたん

から

の決 別
けつべつ

も改 革
かいかく

のテーマ
て ー ま

である以 上
いじょう

、お尻
しり

ではないはず。  

 「４、５、８」４の相 談
そうだん

支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

も新 法
しんぽう

で重 要
じゅうよう

と思
おも

うが、上 記
じょうき

より先
さき

に

ならない。 

 ５の権利
けんり

擁護
ようご

は、位置
い ち

は後
うし

ろでも本 当
ほんとう

は、総 則
そうそく

、各 論
かくろん

、権利
けんり

擁護
ようご

と不服
ふふく

審査
しんさ

の３章
しょう

に分
わ

かれるくらい大
おお

きな位置付
い ち づ

けが必 要
ひつよう

と個人的
こじんてき

には思
おも

うが今 回
こんかい

の

提 言
ていげん

の中身
なかみ

は薄
うす

い。 

   

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

7月
がつ

26日
にち

案
あん

に関
かん

して 

佐藤部
さ と う ぶ

会 長
かいちょう

がお約 束
やくそく

なさった。委員
いいん

からの追加
ついか

訂 正
ていせい

意見
いけん

について三 役
さんやく

で 検 討
けんとう

したものがあるので、 採 用
さいよう

されなかった場合
ばあい

はその理由
りゆう

判 断
はんだん

の根 拠
こんきょ

を見
み

て、

理由
りゆう

に納
なっ

得
とく

できない場合
ばあい

は、再度
さいど

意見
いけん

を出
だ

してほしい。それを 9日
か

か遅
おそ

くとも

10日
か

の送
おく

るというというお 約 束
やくそく

をいただきましたが、10日夜
にちや

対 応
たいおう

結果
けっか

リスト
り す と

は

送
おく

られていますが、三 役
さんやく

の検 討
けんとう

内 容
ないよう

、採 用
さいよう

しなかった理由
りゆう

のリスト
り す と

というの

は送
おく

られてきてません。 

これは重 大
じゅうだい

な約 束
やくそく

違反
いはん

です。 

部会
ぶかい

を公 開
こうかい

するとしながら、実 質 的
じっしつてき

決 定
けってい

は密 室
みっしつ

でなされ、委員
いいん

にはその決 定
けってい

の理由
りゆう

あるいは 質 問
しつもん

への 回 答
かいとう

も得
え

られないということでは、そもそも 部会
ぶかい

公 開
こうかい

の意味
い み

がありません 

厳 重
げんじゅう

に抗
こう

議
ぎ

します 

その上
うえ

でさらに意見
いけん

を述
の

べます 
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はじめに  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

【１】障 害
しょうがい

のない市民
しみん

との平 等
びょうどう

と公 平
こうへい

 

３ページ
ぺ ー じ

 

１行
ぎょう

～２行 目
ぎょうめ

「障 害
しょうがい

のある人
ひと

・・・、そこには大
おお

きなへだたりがあります。」 

≪内 容
ないよう

≫ 

「  」内 全
うちすべ

てを削 除
さくじょ

 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害
しょうがい

のない人
ひと

の間
あいだ

でも生 活
せいかつ

水 準
すいじゅん

に隔
へだ

たりがあることから。  

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【2】谷間
たにま

や空 白
くうはく

の解 消
かいしょう

 

３ページ
ぺ ー じ

 １０行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 種 別
しゅべつ

⇒種 類
しゅるい

 

≪理由
りゆう

≫ 

種 別
しゅべつ

とは、種 類
しゅるい

によって区別
くべつ

することですから、 種
しゅ

別 間
べつかん

とは 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【3】格差
かくさ

の是正
ぜせい

 

３ページ
ぺ ー じ

１３行 目
ぎょうめ

～１４行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 障 害 者
しょうがいしゃ

のための住
す

まいや働
はたら

く場
ば

、人
ひと

による支
ささ

えの条 件
じょうけん

は、地方自冶体
ちほうじちたい

の財 政
ざいせい

事 情
じじょう

などによって、質 量
しつりょう

ともに大
おお

きく異
こと

なっています。 

≪理由
りゆう

≫ 

文 章
ぶんしょう

は、主語
しゅご

からはじまる。 並
なら

び替
か

え 

 

【駒 村
こまむら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 
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指摘
してき

１ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 3ページ
ぺ ー じ

 

はじめに 

【６】安 定
あんてい

した予算
よさん

の確保
かくほ

 

「制度
せいど

を実質化
じっしつか

させていくためには財 政 面
ざいせいめん

の裏打
うらう

ちが絶 対 的
ぜったいてき

な条 件
じょうけん

となり

ます。」 

 

ここに右
みぎ

の文 言
もんごん

を加
くわ

える 

≪内 容
ないよう

≫ 

現 在
げんざい

、国
くに

・地方
ちほう

の財 政
ざいせい

状 況
じょうきょう

はきわめて深 刻
しんこく

であり、予算
よさん

に余裕
よゆう

がないなか

で、またこれ以 上
いじょう

の国 債
こくさい

発 行
はっこう

を回避
かいひ

しつつ、安 定
あんてい

した財 源
ざいげん

を確保
かくほ

するため

には、増 税
ぞうぜい

は不可避
ふ か ひ

であり、広
ひろ

く国 民
こくみん

にその必 要 性
ひつようせい

を訴
うった

えかけ、共 感
きょうかん

を得
え

ることは不可欠
ふ か け つ

である。またその際
さい

には、給 付
きゅうふ

・負担
ふたん

の透 明 性
とうめいせい

、納 得 性
なっとくせい

、優 先
ゆうせん

順
じゅん

位
い

などについても国 民
こくみん

に理解
りかい

と協 力
きょうりょく

を得
え

る必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

国 民
こくみん

の負担増
ふたんぞう

への理解
りかい

を求
もと

める必 要
ひつよう

がある。 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の 水 準
すいじゅん

を 考
かんが

えていくうえでの 重 要
じゅうよう

な 指 標
しひょう

となるのが、

国 際 的
こくさいてき

な比較
ひかく

です。 

 

右
みぎ

を挿 入
そうにゅう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「この際
さい

にも、ＯＥＣＤ 各 国
かっこく

の社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

給 付
きゅうふ

体 系
たいけい

のなかにおける障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

の位置
い ち

づけの相違
そうい

を丁 寧
ていねい

に検
けん

証
あか

し、また高齢化
こうれいか

などの要 因
よういん

を考 慮
こうりょ

した

上
うえ

での国 民
こくみん

負担率
ふたんりつ

など、財 政
ざいせい

状 況
じょうきょう

の比較
ひかく

も行
おこな

わなければならない。」  

≪理由
りゆう

≫ 

給 付 面
きゅうふめん

だけではなく、負担面
ふたんめん

の国 際
こくさい

比較
ひかく

も必 要
ひつよう

である。 

 

【坂 本
さかもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

骨 格
こっかく

提 言
ていげん

素案
そあん

（８月
がつ

９日
か

提 案
ていあん

） 

３ページ
ぺ ー じ
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＜はじめに【５】＞  

≪内 容
ないよう

≫ 

「はじめに【５】」が障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

と介護
かいご

保険
ほけん

サービス
さ ー び す

の選 択
せんたく

・併 用
へいよう

を意図
い と

しているならば、 全
すべ

て削 除
さくじょ

 

≪理由
りゆう

≫ 

各 種
かくしゅ

報 告 書
ほうこくしょ

で唱
とな

えられ多
おお

くの人
ひと

の合意
ごうい

が得
え

られているとおり、我
わ

が国
くに

の福祉
ふくし

社 会
しゃかい

は、自助
じじょ

、共 助
きょうじょ

、公
こう

助
すけ

の適 切
てきせつ

な組 合
くみあわ

せによって形 作
かたちづく

られるべきである。

介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

は、高齢期
こうれいき

に 必 要
ひつよう

となる介護
かいご

を 社 会
しゃかい

保険
ほけん

という仕組
し く

みにより

社 会
しゃかい

全 体
ぜんたい

で支
ささ

えようとする共 助
きょうじょ

の仕組
し く

みである。従
したが

って、就 労
しゅうろう

支援
しえん

等
とう

障 害 者
しょうがいしゃ

特 有
とくゆう

の支援
しえん

ニーズ
に ー ず

については別
べつ

であるが、介護
かいご

の支援
しえん

については、介護
かいご

保険
ほけん

を

優
ゆう

先 適 用
さきてきよう

するという原 則
げんそく

を維
い

持
じ

すべきである。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

骨 格
こっかく

提 言
ていげん

素案
そあん

（８月
がつ

９日
か

提 案
ていあん

） 

３ページ
ぺ ー じ

 

＜はじめに【６】 安 定
あんてい

した予算
よさん

の確保
かくほ

＞ 

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【以下
い か

の文 章
ぶんしょう

を追加
ついか

】 

しかしながら、 現 段 階
げんだんかい

では、まだ議論
ぎろん

が十 分
じゅうぶん

に熟
じゅく

していないため、引
ひ

き 続
つづ

き

議論
ぎろん

を深
ふか

めていく必 要
ひつよう

があります。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 在
げんざい

の財 政
ざいせい

状 況
じょうきょう

や経 済
けいざい

状 況
じょうきょう

が厳
きび

しい中
なか

、ただちに障 害
しょうがい

福祉
ふくし

の予算
よさん

だけ 2倍
ばい

にするとは尐
すこ

し乱 暴
らんぼう

な提 言
ていげん

ではないか。現 実 的
げんじつてき

な提 言
ていげん

とは考
かんが

えられない。そ

の他
た

、常 時
じょうじ

の支援
しえん

を要
よう

するすべての者
もの

への支援
しえん

など、具体的
ぐたいてき

な制度
せいど

内 容
ないよう

や財 源
ざいげん

が不明
ふめい

な提 言
ていげん

が見
み

られる。いつまでにどのような施策
しさく

を講
こう

じ、どのように 財 源
ざいげん

を確保
かくほ

するのか、時間軸
じかんじく

と財 源
ざいげん

確保
かくほ

策
さく

を明記
めいき

すべきである。  
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】前 文
ぜんぶん

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の名 称
めいしょう

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 



 

9 

 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の目 的
もくてき

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の目 的
もくてき

 

【結 論
けつろん

】 

７ページ
ぺ ー じ

１行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 国
くに

及
およ

び地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

は、 

解 消
かいしょう

すべく努
つと

めるまたは努 力
どりょく

することを明
あき

らかにする 

≪理由
りゆう

≫ 

不利益
ふ り え き

の解 消
かいしょう

を国
くに

や市 町 村
しちょうそん

の義務
ぎ む

とすることから 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】 

１１ページ
ぺ ー じ

 ２行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 障 害
しょうがい

の種 類
しゅるい

 

≪理由
りゆう

≫ 

３ページ
ぺ ー じ

で「障 害
しょうがい

の種 類
しゅるい

」としている 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の理念
りねん

 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

I-1 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の理念
りねん

 

【結 論
けつろん

】  

9ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

・医学
いがく

モデル
も で る

から社 会
しゃかい

モデル
も で る

への転 換
てんかん

を確 認
かくにん

する旨
むね

の規定
きてい

 

↓ 

・「社 会
しゃかい

モデル
も で る

」を重 視
じゅうし

することを確 認
かくにん

する旨
むね

の規定
きてい

 

≪理由
りゆう

≫ 

社 会
しゃかい

モデル
も で る

の考
かんが

え方
かた

を重 視
じゅうし

することについて異議
い ぎ

を唱
とな

えるところではないが、

医学
いがく

モデル
も で る

からの「転 換
てんかん

」という表 現
ひょうげん

は、適 切
てきせつ

とは考
かんが

えられない。 

そもそも【説 明
せつめい

】にある「医学
いがく

モデル
も で る

」の解 釈
かいしゃく

は妥当
だとう

なのか。「医学
いがく

モデル
も で る

」

と「社 会
しゃかい

モデル
も で る

」の解 釈
かいしゃく

や考
かんが

え方
かた

が必
かなら

ずしも確 認
かくにん

されていないのではないか。

また、権利
けんり

条 約
じょうやく

にある「リハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

（ハビリテーション
は び り て ー し ょ ん

）」について

しっかりと議論
ぎろん

した記憶
きおく

もない。  

いずれにしても、 治 療
ちりょう

やリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

（ハビリテーション
は び り て ー し ょ ん

）が「障 害
しょうがい

」

の軽 減
けいげん

に寄与
き よ

していることにも 留 意
りゅうい

する必 要
ひつよう

がある。また、現 実
げんじつ

に提
てい

供
きょう

すべ

きサービス
さ ー び す

の 中
なか

にはリハビリテーション
り は び り て ー し ょ ん

（ハビリテーション
は び り て ー し ょ ん

）に依拠
いきょ

するもの

も含
ふく

まれる。社 会
しゃかい

モデル
も で る

の考
かんが

え方
かた

を重 視
じゅうし

するという規定
きてい

のほうが適 当
てきとう

と考
かんが

え

る。 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む基本的
きほんてき

権利
けんり

 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

２）10ページ
ぺ ー じ

（８．９追加
ついか

提 案
ていあん

） 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

で自立
じりつ

した生 活
せいかつ

を営
いとな

む基本的
きほんてき

権利
けんり

 

≪内 容
ないよう

≫ 

基本的
きほんてき

権利
けんり

に、 

意思
い し

決 定
けってい

に 困 難
こんなん

を 有
ゆう

する 障 害 者
しょうがいしゃ

が 必 要
ひつよう

に 応
おう

じて意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

を受
う

ける

権利
けんり

が保 障
ほしょう

される を追加
ついか

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

改 正
かいせい

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の「意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

」を踏
ふ

まえての追加
ついか

。 

 

 

 

 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】国
くに

の義務
ぎ む

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】都道府県
とどうふけん

の義務
ぎ む

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】市 町 村
しちょうそん

の義務
ぎ む

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】 市 町 村
しちょうそん

の義務
ぎ む

 

【結 論
けつろん

】 

１２㌻
ぺーじ

行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 生 活
せいかつ

の現 状
げんじょう

及
およ

び障 害 児
しょうがいじ

・者
しゃ

がどこで誰
だれ

と生 活
せいかつ

 

≪理由
りゆう

≫ 

児
じ

を抜
ぬ

けている。 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】基盤
きばん

整備
せいび

義務
ぎ む

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】所 管
しょかん

省 庁
しょうちょう

を横 断
おうだん

した総 合 的
そうごうてき

支援
しえん

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 



 

14 

 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】国 民
こくみん

の責務
せきむ

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び６５歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

について  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

表 題
ひょうだい

】介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び６５歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

について 

【結 論
けつろん

】 

１３ページ
ぺ ー じ

１行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

削 除
さくじょ

 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は介護
かいご

保険
ほけん

からの決 別
けつべつ

を基本的
きほんてき

な視点
してん

とする。また

は、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

しないことを基本的
きほんてき

な視点
してん

とする

に修 正
しゅうせい

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

も４０歳
さい

から介護
かいご

保 険 料
ほけんりょう

を払
はら

っている。障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

にない支援
しえん

策
さく

が介護
かいご

保険
ほけん

にある。 

この項
こう

を担 当 室
たんとうしつ

の意見
いけん

のとおり他法
たほう

との関 係
かんけい

に移
うつ

して討議
とうぎ

するに賛 成
さんせい

 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】 

１４ページ
ぺ ー じ

 ３行 目
ぎょうめ

 

修 正
しゅうせい

 新
あら

たな 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

は介護
かいご

保険
ほけん

との 統 合
とうごう

をしないことを基本的
きほんてき

な視点
してん

 

≪理由
りゆう

≫ 

同 上
どうじょう

 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

１４ページ
ぺ ー じ

 １２行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 一 方
いっぽう

、６５歳
さい

以 上
いじょう

で要介護
ようかいご

状 態
じょうたい

となった障 害
しょうがい

高 齢 者
こうれいしゃ

 

≪理由
りゆう

≫ 

原 文
げんぶん

は、６５歳
さい

以 上
いじょう

で障 害
しょうがい

を負
お

うと受
う

け止
と

められる。 
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≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

１４ページ
ぺ ー じ

 １６行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

検 討
けんとう

 、「財 政 的
ざいせいてき

に追
お

い詰
つ

められる」の表 記
ひょうき

の検 討
けんとう

と事実
じじつ

確 認
かくにん

してください。  

≪理由
りゆう

≫ 

介護
かいご

保険
ほけん

は 保 険 料
ほけんりょう

（ 市 町 村
しちょうそん

負担分
ふたんぶん

も 保 険 料
ほけんりょう

）、障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

は 税 金
ぜいきん

と

認 識
にんしき

しています。 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

I-1 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び６５歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

について 

13ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

○介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

（６５歳
さい

、一部
いちぶ

４０歳
さい

）になった後
あと

は、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のサービス
さ ー び す

と介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

を選 択
せんたく

・併 用
へいよう

できるようにする。  

↓ 

○介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

（６５ 歳
さい

、一部
いちぶ

４０ 歳
さい

）の 者
もの

については、介護
かいご

保険
ほけん

の

サービス
さ ー び す

を優
ゆう

先 適 用
さきてきよう

し、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応
おう

じた支援
しえん

（サービス
さ ー び す

の種 類
しゅるい

と支 給 量
しきゅうりょう

）

については障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のサービス
さ ー び す

を利用
りよう

可能
かのう

とする。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）が介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

を前 提
ぜんてい

としない制度
せいど

を目指
め ざ

す 方 向
ほうこう

で議論
ぎろん

が 進
すす

んできたことは理解
りかい

するが、現
げん

に介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

が 存 在
そんざい

する 以 上
いじょう

、

同制度
どうせいど

との連 携
れんけい

や整 合 性
せいごうせい

に留 意
りゅうい

し、法 律
ほうりつ

体 系
たいけい

の中
なか

で位置
い ち

づける必 要
ひつよう

がある。 

また、介護
かいご

保険
ほけん

で 65歳
さい

以降
いこう

に要介護
ようかいご

状 態
じょうたい

になった人
ひと

は、同 法
どうほう

でいう「障 害 者
しょうがいしゃ

」

でもあることに留 意
りゅうい

する必 要
ひつよう

がある。「他
た

の者
もの

との平 等
びょうどう

を基礎
き そ

として」はどう

なるのか。 

また、仮
かり

に今 回
こんかい

提 案
ていあん

されたとおりの制度
せいど

となるならば、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

などの比較
ひかく

からほとんどが総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の利用
りよう

を希望
きぼう

することは明 白
めいはく

である。 
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【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

 １－１法
ほう

の理念
りねん

 

13ページ
ぺ ー じ

 

介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び６５歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

について 

【結 論
けつろん

】第二項目
だいにこうもく

 

≪内 容
ないよう

≫ 

以下
い か

の下線
かせん

部分
ぶぶん

のように追加
ついか

修 正
しゅうせい

 

○介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

（６５歳
さい

、一部
いちぶ

４０歳
さい

）となった後
あと

も、重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

や

行 動
こうどう

援護
えんご

等
とう

尐
すく

なくとも相 当
そうとう

するサービス
さ ー び す

が介護
かいご

保険
ほけん

に存 在
そんざい

しないものについ

ては、選 択
せんたく

・併 用
へいよう

できるようにする。  

 

≪理由
りゆう

≫ 

「介護
かいご

保険
ほけん

との決 別
けつべつ

」（統 合
とうごう

しない）および「相 当
そうとう

するサービス
さ ー び す

がないもの」

についての利用
りよう

を可能
かのう

とすること（国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

等
とう

による実 質 的
じっしつてき

な利用
りよう

制 約
せいやく

の撤 廃
てっぱい

を 含
ふく

む）の 実 現
じつげん

を大 前 提
だいぜんてい

とし（ 以 上
いじょう

は強 調
きょうちょう

してもしすぎることはな

い）、「相 当
そうとう

するサービス
さ ー び す

がないもの」の範囲
はんい

及
およ

びその利用
りよう

を可能
かのう

とする制度的
せいどてき

・

技 術 的
ぎじゅつてき

解 決
かいけつ

方 法
ほうほう

については、今後
こんご

の検 討
けんとう

とするべき。 

私案
しあん

としては、介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

（６５歳
さい

、一部
いちぶ

４０歳
さい

）であっても、個別
こべつ

も

しくは財 源 間
ざいげんかん

の支 給
しきゅう

費用
ひよう

の調 整
ちょうせい

を前 提
ぜんてい

とし、「相 当
そうとう

するサービス
さ ー び す

がないもの」

については利用権
りようけん

を 保 障
ほしょう

とすべきと 考
かんが

える。そもそも、６５ 歳
さい

以 上
いじょう

の 高 齢
こうれい

障 害 者
しょうがいしゃ

は介護
かいご

保 険 法 上
ほけんほうじょう

の第一号被
だいいちごうひ

保険者
ほけんしゃ

としての権利性
けんりせい

を有
ゆう

することから、

総 合
そうごう

福 祉 法 上
ふくしほうじょう

の支援
しえん

であってもその要介護
ようかいご

認 定
にんてい

に 相 当
そうとう

する 額
がく

までは介護
かいご

保険
ほけん

財 源
ざいげん

から支弁
しべん

することが妥当
だとう

である。なお、介護
かいご

保険
ほけん

財 源
ざいげん

からの 拠 出
きょしゅつ

は

あくまで制度間
せいどかん

の 財 政
ざいせい

調 整
ちょうせい

であることから、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

については 当 該
とうがい

の

支援
しえん

の給 付
きゅうふ

を規定
きてい

する総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

における「応
おう

能
のう

負担
ふたん

」となる。（以 上
いじょう

の参 考
さんこう

として別紙
べっし

「「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

原 則
げんそく

」と重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の関 係
かんけい

整理
せいり

」）（※１５７

ページ
ぺ ー じ

参 照
さんしょう

） 
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【駒 村
こまむら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

指摘
してき

２ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 13～14ページ
ぺ ー じ

 

I-1 法
ほう

の理念
りねん

・目 的
もくてき

・範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び６５歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

について 

【説 明
せつめい

】14ページ
ぺ ー じ

 6行
ぎょう

～9行
ぎょう

 

具体的
ぐたいてき

な 運 用 面
うんようめん

では、 第
だい

１に、障 害 者
しょうがいしゃ

が介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

年 齢
ねんれい

となった 後
あと

は、

障 害 者
しょうがいしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

の 継 続
けいぞく

が 保 障
ほしょう

されるよう、 現 行
げんこう

の介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

原 則
げんそく

を

見直
みなお

し、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のサービス
さ ー び す

と介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

を選 択
せんたく

・併 用
へいよう

で

きるようにする 

 

右
みぎ

に意見
いけん

２． 

≪内 容
ないよう

≫ 

社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

給 付
きゅうふ

においては、保険
ほけん

給 付
きゅうふ

と公費
こうひ

を財 源
ざいげん

にした給 付
きゅうふ

が重
かさ

なる場合
ばあい

は、保険
ほけん

給 付
きゅうふ

優 先
ゆうせん

の原 則
げんそく

がある。公費
こうひ

を財 源
ざいげん

にした給 付
きゅうふ

を優 先
ゆうせん

させる場合
ばあい

は、

緊 急 性
きんきゅうせい

、公 共 性
こうきょうせい

（本 人
ほんにん

以外
いがい

にも問 題
もんだい

が広
ひろ

がる）等
とう

といった特 別
とくべつ

の理由
りゆう

が必 要
ひつよう

である。このような 原 則
げんそく

について、十 分
じゅうぶん

に検
けん

証
しょう

しないで、介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

原 則
げんそく

を見直
みなお

しという議論
ぎろん

の 展 開
てんかい

には疑問
ぎもん

があり、 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

体 系
たいけい

全 体
ぜんたい

にかかる

問 題
もんだい

として理論的
りろんてき

に整理
せいり

する必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

部会
ぶかい

での議論
ぎろん

が深
ふか

まっていない。 

 

【坂 本
さかもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

１３ページ
ぺ ー じ

 

＜介護
かいご

保険
ほけん

との関 係
かんけい

及
およ

び６５歳
さい

時点
じてん

での具体的
ぐたいてき

措置
そ ち

について＞ 

≪内 容
ないよう

≫ 

結 論
けつろん

部分
ぶぶん

と説 明
せつめい

部分
ぶぶん

の全
すべ

てを削 除
さくじょ

 

≪理由
りゆう

≫ 

「その人
ひと

が望
のぞ

む暮
く

らし方
かた

を最 大 限
さいだいげん

尊 重
そんちょう

」することに異論
いろん

はないが、「望
のぞ

む暮
く

ら

し方
かた

」は多様
たよう

であるから、 協 議
きょうぎ

する 市 町 村
しちょうそん

担 当
たんとう

職 員
しょくいん

の熱意
ねつい

や知識
ちしき

、経 験
けいけん

な
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どによってサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

に差
さ

が 生
しょう

じかねない。すべての 支 給
しきゅう

決 定
けってい

を個別
こべつ

の

ケース
け ー す

ごとに 町
ちょう

職 員
しょくいん

が本 人
ほんにん

と協 議
きょうぎ

しながらで判 断
はんだん

することになれば、 現 在
げんざい

の町
まち

の人 員
じんいん

体 制
たいせい

や専 門 性
せんもんせい

では極
きわ

めて難
むずか

しい。他
た

の住 民
じゅうみん

等
とう

にもご理解
りかい

を得
え

な

がら施策
しさく

を進
すす

めていくためにも 一 定
いってい

の客 観 的
きゃくかんてき

な基 準
きじゅん

が必 要
ひつよう

である。 

各 種
かくしゅ

報 告 書
ほうこくしょ

で唱
とな

えられ多
おお

くの人
ひと

の合意
ごうい

が得
え

られているとおり、我
わ

が国
くに

の福祉
ふくし

社 会
しゃかい

は、自助
じじょ

、共 助
きょうじょ

、公
こう

助
すけ

の適 切
てきせつ

な組 合
くみあわ

せによって形 作
かたちづく

られるべきである。

介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

は、高齢期
こうれいき

に 必 要
ひつよう

となる介護
かいご

を 社 会
しゃかい

保険
ほけん

という仕組
し く

みにより

社 会
しゃかい

全 体
ぜんたい

で支
ささ

えようとする共 助
きょうじょ

の仕組
し く

みである。従
したが

って、就 労
しゅうろう

支援
しえん

等
とう

障 害 者
しょうがいしゃ

特 有
とくゆう

の支援
しえん

ニーズ
に ー ず

については別
べつ

であるが、介護
かいご

の支援
しえん

については、介護
かいご

保険
ほけん

を

優
ゆう

先 適 用
さきてきよう

するという原 則
げんそく

を維
い

持
じ

すべきである。 
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Ⅰ－２ 障 害
しょうがい

（者
しゃ

）の範囲
はんい

  

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の対 象
たいしょう

規定
きてい

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

Ⅰ-2 障 害
しょうがい

(者
しゃ

)の範囲
はんい

 素案
そあん

 

1ページ
ぺ ー じ

 

【要 検 討
ようけんとう

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

「本 法
ほんほう

の支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする者
もの

」を定義
ていぎ

に含
ふく

めるべきという提 案
ていあん

があるが、追加
ついか

すべきではないと 考
かんが

える。 

≪理由
りゆう

≫ 

相 談
そうだん

支援
しえん

等
とう

は障 害
しょうがい

が確 定
かくてい

されない段 階
だんかい

から支援
しえん

の対 象
たいしょう

とされるべきであり、

「本 法
ほんほう

の支
し

 

援
えん

を必 要
ひつよう

とする者
もの

」は、前 提
ぜんてい

条 件
じょうけん

ではなく相 談
そうだん

支援
しえん

の結果
けっか

に明
あき

らかになるも

のである。 

当 初
とうしょ

は本 法
ほんほう

に規定
きてい

されていないが、後
あと

に追加
ついか

が必 要
ひつよう

となる支援
しえん

が生
しょう

じる度
たび

に、

「本 法
ほんほう

の支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする 者
もの

」の対 象
たいしょう

範囲
はんい

が変化
へんか

することになるとすれば、

非 常
ひじょう

に不安定
ふあんてい

な範囲
はんい

規定
きてい

となってしまうのではないか。  

支援
しえん

が規定
きてい

されない場合
ばあい

または不足
ふそく

している場合
ばあい

に改 善
かいぜん

するという視点
してん

（必 要
ひつよう

に 応
おう

じてサービス
さ ー び す

体 系
たいけい

の 変 更
へんこう

をすべきという規定
きてい

）を素案
そあん

に盛
も

り込
こ

むことは

出来
で き

ないだろうか。 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

Ｉ－２ 障 害
しょうがい

（者
しゃ

）の範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の対 象
たいしょう

規定
きてい

 

【結 論
けつろん

】 

1ページ
ぺ ー じ
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≪内 容
ないよう

≫ 

下記
か き

のとおりの記 述
きじゅつ

とすべき。 

（修 正
しゅうせい

） 

この法 律
ほうりつ

において、障 害 者
しょうがいしゃ

とは、身 体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ちてき

障 害
しょうがい

、精 神
せいしん

障 害
しょうがい

その他
た

の

心 身
しんしん

の機能
きのう

の障 害
しょうがい

がある者
もの

であって、障 害
しょうがい

及
およ

び社 会 的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

により継 続 的
けいぞくてき

に

日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に相 当
そうとう

な制 限
せいげん

を受
う

ける状 態
じょうたい

にあるものをいう。  

≪理由
りゆう

≫ 

「知的
ちてき

障 害
しょうがい

」は明記
めいき

されたが、 障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

について、あえて 改 正
かいせい

障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

と異
こと

なる表 現
ひょうげん

を用
もち

いる合理的
ごうりてき

な理由
りゆう

が見
み

いだせない。いたずらに解 釈
かいしゃく

の

混 乱
こんらん

を招
まね

くことになるのではと危惧
き ぐ

する。 

谷間
たにま

の解 消
かいしょう

を意図
い と

するのであれば、 入 口
いりぐち

（相 談
そうだん

支援
しえん

等
とう

）を広
ひろ

くすることと、

支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

でのアセスメント
あ せ す め ん と

等
とう

の問 題
もんだい

に帰
き

すると考
かんが

える。 

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

１ページ
ぺ ー じ

 

１－２ 障 害
しょうがい

（者
しゃ

）の範囲
はんい

 

【要 検 討
ようけんとう

】において懸念
けねん

される内 容
ないよう

についての補足
ほそく

説 明
せつめい

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（あくまで補足
ほそく

説 明
せつめい

であり、必
かなら

ずしも本 文
ほんぶん

の追加
ついか

修 正
しゅうせい

を求
もと

めるものではない） 

≪理由
りゆう

≫ 

相 談
そうだん

支援
しえん

も「本 法
ほんほう

の支援
しえん

」のひとつとして明記
めいき

されるわけだから「第 一
だいいち

」の懸念
けねん

の必 要
ひつよう

はないのではないだろうか。また、 法
ほう

の対 象
たいしょう

規定
きてい

は基本的
きほんてき

には現 在
げんざい

あ

る支援
しえん

を実施
じっし

（支 給
しきゅう

）する 対 象
たいしょう

かどうかの 判 断
はんだん

にかかわるものであり、これ

に対
たい

して新
あら

たな支援
しえん

の類 型
るいけい

を追加
ついか

することは立 法
りっぽう

（改 正
かいせい

）にかかわることで

あることから、「第二
だいに

」の懸念
けねん

は的
まと

はずれのように思
おも

える。（が、最 終 的
さいしゅうてき

な判 断
はんだん

は法
ほう

の専門家
せんもんか

に委
ゆだ

ねたい） 

なお、そもそもの 提 案
ていあん

の趣旨
しゅし

は、対 象
たいしょう

規定
きてい

に「本 法
ほんほう

の支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする者
もの

」

という 要 件
ようけん

を 加
くわ

えることで（機能
きのう

障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

ではなく）支援
しえん

ニーズ
に ー ず

に 基
もと

づく

支 給
しきゅう

決 定
けってい

を 行
おこな

うことが明確化
めいかくか

され、支援
しえん

類 型
るいけい

が機能
きのう

障 害
しょうがい

別
べつ

になることが

極 力
きょくりょく

回避
かいひ

され、障 害
しょうがい

種 別
しゅべつ

によらないフレキシブル
ふ れ き し ぶ る

な支 給
しきゅう

決 定
けってい

が担
たん

保
ほ

されるの
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ではないか、というものであった。従
したが

って、そうなることが他
た

の方 策
ほうさく

で担
たん

保
ほ

さ

れるのであればこの 元
もと

提 案
ていあん

にはこだわらない。  

 

【君
きみ

塚
づか

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

  【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の対 象
たいしょう

規定
きてい

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「障 害 児
しょうがいじ

の定義
ていぎ

を次
つぎ

のように定
さだ

める」以下
い か

を復 活
ふっかつ

させる。 

≪理由
りゆう

≫ 

18歳
さい

未満
みまん

とするのが当 然
とうぜん

であるが、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

に於
お

いて重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児
しょうがいじ

施設
しせつ

が現 在
げんざい

では加齢
かれい

の方
かた

が 9割
わり

近
ちか

くを占
し

めている状 況
じょうきょう

となったことを考 慮
こうりょ

して、

年 齢
ねんれい

を明 確
めいかく

にしておく必 要
ひつよう

がある。そのことによりより発 達
はったつ

支援
しえん

の 必 要
ひつよう

な成
しげる

長 期
ちょうき

の療 育
りょういく

の充
じゅう

実
じつ

に繋
つな

げるべきである。  

 

【中原
なかはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

１ページ
ぺ ー じ

 

障 害
しょうがい

（者
しゃ

）の範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の対 象
たいしょう

規定
きてい

  

≪内 容
ないよう

≫ 

○・・・この法 律
ほうりつ

において障 害 者
しょうがいしゃ

（障 害 児
しょうがいじ

を含
ふく

む）とは、身 体 的
しんたいてき

又
また

は精 神 的
せいしんてき

な機能
きのう

障 害
しょうがい

を有
ゆう

する者
もの

であって、その機能
きのう

障 害
しょうがい

と環 境
かんきょう

に起因
きいん

する障 壁
しょうへき

との間
あいだ

の相互
そうご

作用
さよう

により、日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

又
また

は社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に制 限
せいげん

を受
う

ける者
もの

をいう。 

○・・・この法 律
ほうりつ

において障 害 者
しょうがいしゃ

（障 害 児
しょうがいじ

を含
ふく

む）とは、身 体
しんたい

障 害
しょうがい

、知的
ちてき

障 害
しょうがい

、

精 神
せいしん

障 害
しょうがい

その他
た

の 心 身
しんしん

の機能
きのう

の 障 害
しょうがい

がある 者
もの

であって、 障 害
しょうがい

及
およ

び 社 会 的
しゃかいてき

障 壁
しょうへき

（事物
じぶつ

、制度
せいど

、慣 行
かんこう

、観 念
かんねん

等
とう

）により継 続 的
けいぞくてき

に日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

、社 会
しゃかい

生 活
せいかつ

に

相 当
そうとう

な制 限
せいげん

を受
う

ける状 態
じょうたい

にあるものをいう。  

（上 記
じょうき

のとおり差
さ

し替
か

え） 

 

Ｈ２３.８.９ 資 料
しりょう

３ 

2.障 害 者
しょうがいしゃ

の範囲
はんい
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≪理由
りゆう

≫ 

8月
がつ

9日
か

の案
あん

においては説
せつ

明 文
めいぶん

の中
なか

で「知的
ちてき

」の表 現
ひょうげん

が用
もち

いられているが、結 論
けつろん

に明記
めいき

していただきたい。  

知的
ちてき

障 害
しょうがい

については、 精 神 的
せいしんてき

な機能
きのう

障 害
しょうがい

に含
ふく

まれるとの 結 論
けつろん

に至
いた

ったと思
おも

われるが、わが国
くに

においてこのような 解 釈
かいしゃく

は確 立
かくりつ

されていない。  

障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

の 約
やく

半 数
はんすう

を占
し

める知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

が 法
ほう

の 対 象
たいしょう

であるこ

とをイメージ
い め ー じ

できる定義
ていぎ

とすべき。 

また、障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条
じょう

約
やく

1条
じょう

においては、「知的
ちてき

」という表 現
ひょうげん

が使用
しよう

されている。 

さらに、このたびの障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改 正
かいせい

案
あん

において、障 害 者
しょうがいしゃ

の定義
ていぎ

が見直
みなお

され

ていることから、この定義
ていぎ

を用
もち

いるべき。 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-２ 障 害
しょうがい

（者
しゃ

）の範囲
はんい

 

【表 題
ひょうだい

】法
ほう

の対 象
たいしょう

規定
きてい

 

1ページ
ぺ ー じ

 

【説 明
せつめい

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

「障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改 正
かいせい

案
あん

（2011年
ねん

４月
がつ

22日
にち

閣議
かくぎ

決 定
けってい

）」を「障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

改 正
かいせい

（2011年
ねん

８月
がつ

５日
か

公布
こうふ

）」に修 正
しゅうせい

。 

≪理由
りゆう

≫ 

改 正 法
かいせいほう

が成 立
せいりつ

したため。 
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Ⅰ－３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】支 給
しきゅう

決 定
けってい

のあり方
かた

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】支 給
しきゅう

決 定
けってい

のしくみ  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

３）３ページ
ぺ ー じ

（７．２６提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

） 

【表 題
ひょうだい

】支 給
しきゅう

決 定
けってい

の仕組
し く

み 

【結 論
けつろん

】部分
ぶぶん

 

≪内 容
ないよう

≫ 

結 論
けつろん

に、 

意思
い し

決 定
けってい

に支援
しえん

を要
よう

する障 害 者
しょうがいしゃ

が自
みずか

ら申 請
しんせい

できない場合
ばあい

に、行 政
ぎょうせい

責 任
せきにん

にお

いて何
なん

らかの措置
そ ち

を行
おこな

う仕組
し く

みを検 討
けんとう

する を追加
ついか

する。 

 

【坂 本
さかもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

骨 格
こっかく

提 言
ていげん

素案
そあん

（７月
がつ

２６日
にち

提 案
ていあん

）修 正 版
しゅうせいばん

 ３ページ
ぺ ー じ

 

＜支 給
しきゅう

決 定
けってい

のしくみ＞ 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

部分
ぶぶん

に以下
い か

の文 章
ぶんしょう

を追加
ついか

】 

しかしながら 財 政
ざいせい

負担
ふたん

によりまかなわれる 行 政
ぎょうせい

サービス
さ ー び す

の妥当性
だとうせい

について

国 民
こくみん

の理解
りかい

を得
え

る 必 要
ひつよう

があり、そのためにも 客 観 性
きゃくかんせい

、 公 平 性
こうへいせい

が 担
たん

保
ほ

される

全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の基 準
きじゅん

づくりが必 要
ひつよう

である。現 段 階
げんだんかい

では、まだ議論
ぎろん

が十 分
じゅうぶん

に熟
じゅく

し

ていないため、引
ひ

き続
つづ

き議論
ぎろん

を深
ふか

めていく必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

「その人
ひと

が望
のぞ

む暮
く

らし方
かた

を最 大 限
さいだいげん

尊 重
そんちょう

」することに異論
いろん

はないが、「望
のぞ

む暮
く

ら

し方
かた

」は多様
たよう

であるから、 協 議
きょうぎ

する 市 町 村
しちょうそん

担 当
たんとう

職 員
しょくいん

の熱意
ねつい

や知識
ちしき

、経 験
けいけん

な

どによってサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

に差
さ

が 生
しょう

じかねない。すべての 支 給
しきゅう

決 定
けってい

を個別
こべつ

の

ケース
け ー す

ごとに 町
ちょう

職 員
しょくいん

が本 人
ほんにん

と協 議
きょうぎ

しながらで判 断
はんだん

することになれば、 現 在
げんざい

の町
まち

の人 員
じんいん

体 制
たいせい

や専 門 性
せんもんせい

では極
きわ

めて難
むずか

しい。他
た

の住 民
じゅうみん

等
とう

にもご理解
りかい

を得
え

な

がら施策
しさく

を進
すす

めていくためにも 一 定
いってい

の客 観 的
きゃくかんてき

な基 準
きじゅん

が必 要
ひつよう

である。 
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【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】支 給
しきゅう

決 定
けってい

のしくみ 

≪理由
りゆう

≫ 

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づいた協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

による支 給
しきゅう

決 定
けってい

が、利用者
りようしゃ

の状 態
じょうたい

やニーズ
に ー ず

を 反 映
はんえい

し、小規模
しょうきぼ

の 市 町 村
しちょうそん

を 含
ふく

め 全 国
ぜんこく

すべての 市 町 村
しちょうそん

において、 円 滑
えんかつ

に

運 用
うんよう

できるかどうか不安
ふあん

がある。（協
きょう

議会
ぎかい

会 員
かいいん

多数
たすう

の意見
いけん

として） 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】支 給
しきゅう

決 定
けってい

のしくみ 

【説 明
せつめい

】 

4ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「 市 町 村
しちょうそん

においては、 支 給
しきゅう

決 定
けってい

にかかわる 職 員
しょくいん

等
とう

のニーズアセスメント
に ー ず あ せ す め ん と

能 力
のうりょく

の 向 上
こうじょう

が 諮
はか

らなければならない。仕事
しごと

をしながら 教 育
きょういく

を受
う

ける 職 場 内
しょくばない

訓 練
くんれん

（ＯＪＴ）の充 実
じゅうじつ

も必 要
ひつよう

である」を「市 町 村
しちょうそん

においては、 支 給
しきゅう

決 定
けってい

に

かかわる 職 員
しょくいん

等
とう

のニーズアセスメント
に ー ず あ せ す め ん と

能 力
のうりょく

の向 上
こうじょう

に向
む

けて、 一 定
いってい

の 研 修
けんしゅう

及
およ

び職 場 内
しょくばない

訓 練
くんれん

の充 実
じゅうじつ

も必 要
ひつよう

である」に修 正
しゅうせい

。 

また、同ページ
ど う ぺ ー じ

10行 目
ぎょうめ

に「市 町 村
しちょうそん

におけるニーズアセスメント
に ー ず あ せ す め ん と

能 力
のうりょく

の向 上
こうじょう

が図
はか

られなければならない」と 同
おな

じ内 容
ないよう

が記 述
きじゅつ

されているので、こちらを 削 除
さくじょ

。 

≪理由
りゆう

≫ 

素案
そあん

の書
か

きぶりであると、 職 員
しょくいん

の能 力
のうりょく

向 上
こうじょう

を 職 場 内
しょくばない

訓 練
くんれん

だけで 行
おこな

うように

誤読
ごどく

してしまう可能性
かのうせい

があるため。 
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Ⅰ－３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

について  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

Ⅰ-3 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 素案
そあん

 

【表 題
ひょうだい

】サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

について 

4ページ
ぺ ー じ

 

下
した

から 4行 目
ぎょうめ

   

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

本 人
ほんにん

が希望
きぼう

する場合
ばあい

には、家族
かぞく

や相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

とともに策 定
さくてい

することもで

きる 

≪理由
りゆう

≫ 

在 宅
ざいたく

で家族
かぞく

とともに生 活
せいかつ

している障 害 者
しょうがいしゃ

（肢体
したい

不自由者
ふじゆうしゃ

）と家族
かぞく

との意思
い し

疎通
そつう

の 方 法
ほうほう

を 相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

が 習
しゅう

熟
じゅく

することは 難
むずか

しい。サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の

策 定
さくてい

に親
おや

が関
かか

わるのは 当 然
とうぜん

なこと。 本 人
ほんにん

の 行 動
こうどう

を阻
はば

害
がい

するものでもなく、

家族
かぞく

の負担
ふたん

が増
ま

すものではない。ことから【家族
かぞく

】を加
くわ

える。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

４）４ページ
ぺ ー じ

（７．２６提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

） 

【表 題
ひょうだい

】サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

について 

【説 明
せつめい

】部分
ぶぶん

 

≪内 容
ないよう

≫ 

説 明
せつめい

部分
ぶぶん

に、 

サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

は、本 人
ほんにん

を中 心
ちゅうしん

に、本 人
ほんにん

が信 頼
しんらい

する日 常 的
にちじょうてき

な支援者
しえんしゃ

、契 約
けいやく

行為
こうい

に 関
かか

わる支援者
しえんしゃ

を 加
くわ

えて 相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

とともに 策 定
さくてい

することもでき

る を追加
ついか

する。 
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【藤 岡
ふじおか

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表題
ひょうだい

】サービス
さ ー び す

利用
り よ う

計画
けいかく

について  

【結論
けつろん

】  

サービス
さ ー び す

利用
り よ う

計画
けいかく

とは、総合
そうごう

福祉法上
ふくしほうじょう

の支援
し え ん

を希望
き ぼ う

する者
もの

が、その求
もと

める支援
し え ん

の

内容
ないよう

と量
りょう

を計画
けいかく

として作成
さくせい

し、市町村
しちょうそん

に提
てい

出
だ

されるものをいう。  

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

 この文
ぶん

のあとに次
つぎ

を追加
ついか

。 

 支 給
しきゅう

申 請
しんせい

に関
かん

して、サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の 提 出
ていしゅつ

は義務
ぎ む

ではなく任意
にんい

とする。 

≪理由
りゆう

≫ 

予定
よてい

、プラン
ぷ ら ん

は、あくまで支 給 量
しきゅうりょう

等
とう

を測
はか

るための計 画
けいかく

・目安
めやす

に過
す

ぎない扱
あつか

い

を明 確
めいかく

にしておくべき。 

法 的
ほうてき

義務
ぎ む

事項
じこう

にすると、「プラン
ぷ ら ん

と違
ちが

う利用
りよう

をしたから減
へ

らす」などと 本 人
ほんにん

に

不利益
ふ り え き

が課
か

せられる危険
きけん

がある。 

 法
ほう

やその自治体
じ ち た い

の施策
しさく

内 容
ないよう

もよく分
わ

からないままとにかく支援
しえん

を 求
もと

めて

申 請
しんせい

をして、それから様 々
さまざま

な面
めん

から活 用
かつよう

方 法
ほうほう

やライフプラン
ら い ふ ぷ ら ん

を考
かんが

えていくこ

とを認
みと

めるべき。 

 サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

の 提 出
ていしゅつ

がないと 申 請
しんせい

要 件
ようけん

を満
み

たさず 支 給
しきゅう

申 請
しんせい

が 却
きゃく

下
おろ

されるなどという 本 末
ほんまつ

転 倒
てんとう

なことは 絶 対
ぜったい

にあってはならない。そのことがわ

かる書
か

き方
かた

を必
かなら

ずして欲
ほ

しい。 
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Ⅰ－３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】「障 害
しょうがい

」の確 認
かくにん

について  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】「障 害
しょうがい

」の確 認
かくにん

について 

5ページ
ぺ ー じ

 

【説 明
せつめい

】 

12行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

意見
いけん

 

診 断 書
しんだんしょ

に 関
かか

わるトラブル
と ら ぶ る

は、「心 臓 病
しんぞうびょう

」を 障 害
しょうがい

とする 方 々
かたがた

にも 生
しょう

じている。

難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

に心 臓 病
しんぞうびょう

は入
はい

るのでしょうか。 

 

【河 﨑
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

）素案
そあん

 

【表 題
ひょうだい

】「障 害
しょうがい

」の確 認
かくにん

について 

５ページ
ぺ ー じ

 

【説 明
せつめい

】10行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

≪理由
りゆう

≫ 

前 回
ぜんかい

の指摘
してき

により 専 門
せんもん

職
しょく

の例示
れいじ

が 削
さく

除
じょ

されたが、 逆
ぎゃく

に専 門
せんもん

職
しょく

の範囲
はんい

を示
しめ

さ

ないことによる混 乱
こんらん

が生
しょう

じるのではないか。  

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】11～12行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

訂 正
ていせい

・確 認
かくにん
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≪理由
りゆう

≫ 

「精 神
せいしん

疾 患
しっかん

を含
ふく

む難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

」とはどの様
さま

な疾 患
しっかん

を指
さ

しているのか。また、

「生 活 上
せいかつじょう

の制 限
せいげん

」とはどのようなものを言
い

うのか。「診 断 書
しんだんしょ

等
とう

の文 書
ぶんしょ

をもっ

て上 記
じょうき

診 断 書
しんだんしょ

に代
か

えることができる」とあるが、「診 断 書
しんだんしょ

等
とう

」とは何
なに

を指
さ

し

ているのか。この 文 章
ぶんしょう

からは判 然
はんぜん

としない。 

 

【坂 本
さかもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

骨 格
こっかく

提 言
ていげん

素案
そあん

（７月
がつ

２６日
にち

提 案
ていあん

）修 正 版
しゅうせいばん

 ４ページ
ぺ ー じ

 

＜「障 害
しょうがい

」の確 認
かくにん

について＞ 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

部分
ぶぶん

に以下
い か

の文 章
ぶんしょう

を追加
ついか

】 

しかしながら、客 観 性
きゃくかんせい

、公 平 性
こうへいせい

が担
たん

保
ほ

される全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の基 準
きじゅん

づくりや 体 制
たいせい

整備
せいび

が必 要
ひつよう

であり、現 段 階
げんだんかい

では、まだ議論
ぎろん

が十 分
じゅうぶん

に熟
じゅく

していないため、引
ひ

き続
つづ

き議論
ぎろん

を深
ふか

めていく必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

市 町 村
しちょうそん

は、医師
い し

の診 断 書
しんだんしょ

もしくは専 門
せんもん

職
しょく

の意見書
いけんしょ

によって法 律
ほうりつ

の対 象
たいしょう

とな

る 障 害 者
しょうがいしゃ

であるか 否
いな

かの 確 認
かくにん

を 行
おこな

うとあるが、 現 在
げんざい

の 町
まち

の 人 員
じんいん

体 制
たいせい

や

専 門 性
せんもんせい

の実 態
じったい

を踏
ふ

まえていないと考
かんが

えられる。 

新
あら

たな仕組
し く

みとして盛
も

り込
こ

むならば、どのような客 観 的
きゃくかんてき

基 準
きじゅん

で判 断
はんだん

し、それ

を行
おこな

うためにはどのような 体 制
たいせい

を整
ととの

え、準 備
じゅんび

期間
きかん

はどうするのかなどといった

ことについて、さらに 十 分
じゅうぶん

な検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。 
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Ⅰ－３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】合議
ごうぎ

機関
きかん

の設置
せっち

と機能
きのう

について  

 

【岡部
おかべ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

７ページ
ぺ ー じ

 

１－３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】合議
ごうぎ

機関
きかん

の設置
せっち

と機能
きのう

について 

 【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

１番目
ばんめ

の結 論
けつろん

の下線
かせん

部分
ぶぶん

を加筆
かひつ

修 正
しゅうせい

 

○ 市 町 村
ちょうそん

は … 第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

と し て 、 本 人
ほんにん

（ 含
ふく

む 支援者
しえんしゃ

） 及
およ

び 市 町 村
しちょうそん

ケースワーカ
け ー す わ ー か

ーが、当事者
とうじしゃ

相 談 員
そうだんいん

、相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

、地域
ちいき

の社 会
しゃかい

資源
しげん

や障 害
しょうがい

のある人
ひと

の状 況
じょうきょう

をよく知
し

る者
もの

等
とう

を交
まじ

えて協 議
きょうぎ

するための合議
ごうぎ

機関
きかん

を設置
せっち

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

方 式
ほうしき

にのっとった「第 三 者
だいさんしゃ

機関
きかん

」とは、支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

の当事者
とうじしゃ

である申 請 者
しんせいしゃ

本 人
ほんにん

（含
ふく

む支援者
しえんしゃ

）とケースワーカ
け ー す わ ー か

ーが専門家
せんもんか

を交
まじ

えて膝
ひざ

を突
つ

き

合
あ

わせて話
はな

し合
あ

う場
ば

の提 供
ていきょう

である。（尐
すく

なくとも本 人
ほんにん

の参 画
さんかく

が排
はい

除
じょ

されない

ことは明 確
めいかく

にされなくてはならない）  

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】合議
ごうぎ

機関
きかん

の設置
せっち

と機能
きのう

について 

【結 論
けつろん

】 

 

【説 明
せつめい

】 

7ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

①合議
ごうぎ

機関
きかん

を何故
な ぜ

設置
せっち

するのかを明
あき

らかにすべき。 
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②「必 要 性
ひつようせい

を調 査
ちょうさ

する」を「必 要 性
ひつようせい

を検 討
けんとう

する」に修 正
しゅうせい

。 

 

③「合議
ごうぎ

機関
きかん

では、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

や障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

等
とう

の～」を、「合議
ごうぎ

機関
きかん

では、

本 人
ほんにん

の不利益
ふ り え き

を生
う

まぬよう、 障 害
しょうがい

特 性
とくせい

や 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

等
とう

の～」に追加
ついか

修 正
しゅうせい

。 

 ≪理由
りゆう

≫ 

②合議
ごうぎ

のための会議
かいぎ

が、必 要 性
ひつようせい

を調 査
ちょうさ

するまでの機能
きのう

を持
も

てるかに疑問
ぎもん

がある

ので、「検 討
けんとう

する」とした方
かた

が適 切
てきせつ

と考
かんが

えるため。 
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Ⅰ－３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】不服
ふふく

申 立
もうしたて

について  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

Ⅰ－３ 支 給
しきゅう

決 定
けってい

（選 択
せんたく

と決 定
けってい

） 

【表 題
ひょうだい

】不服
ふふく

申 立
もうしたて

について 

【結 論
けつろん

】二
ふた

つ目
め

の○ 

7ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】の二
ふた

つ目
め

の○の末尾
まつび

に、下記
か き

の一 文
いちぶん

を追加
ついか

する。 

（追加
ついか

） 

なお、意見
いけん

陳 述
ちんじゅつ

等
とう

にあたっては、必 要
ひつよう

に応
おう

じて当事者
とうじしゃ

相 談 員
そうだんいん

または相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の支援
しえん

を受
う

けることができる。  

≪理由
りゆう

≫ 

支 給
しきゅう

決 定
けってい

内 容
ないよう

への不服
ふふく

申 立
もうしたて

についても、自
みずか

ら意見
いけん

陳
ちん

実
じつ

等
とう

に困 難
こんなん

があり、支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

等
とう

に対
たい

しては、相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

が同 席
どうせき

できるよう

にする必 要
ひつよう

がある。同時
どうじ

に、相 談
そうだん

支援
しえん

の位置
い ち

づけを明 確
めいかく

にすべきと考
かんが

える。 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「７月
がつ

２６日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

７ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】不服
ふふく

申 立
もうしたて

について 

→【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

≪内 容
ないよう

≫ 

○市町 村
ちょうそん

は、支 給
しきゅう

決 定
けってい

に関
かん

する異議
い ぎ

申
もう

し立
た

ての仕組
し く

みを整備
せいび

し、都道府県
とどうふけん

は、

市 町 村
しちょうそん

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

に関
かん

する不服
ふふく

審査
しんさ

機関
きかん

を設置
せっち

し是正
ぜせい

を勧 告
かんこく

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

以下
い か

のように、現 行
げんこう

制度
せいど

では都道府県
とどうふけん

の裁 決
さいけつ

が軽視
けいし

される事例
じれい

が生
しょう

じているた

め。よって、都道府県
とどうふけん

の権 能
けんのう

を強 化
きょうか

する必 要
ひつよう

がある。 
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九 州
きゅうしゅう

のＡ市
し

 

２４時間
じかん

介護
かいご

を 求
もと

める 障 害 者
しょうがいしゃ

にその 半 分
はんぶん

以下
い か

の 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

しか 支 給
しきゅう

決 定
けってい

されていなかった。県
けん

は市
し

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

を取
と

り消
け

した。しかし、市
し

は１ 日
にち

３０分
ぷん

だけ支 給 量
しきゅうりょう

を増
ふ

やしただけで済
す

ませてしまった。 

 

近畿
きんき

のＢ市
し

 

２４時間
じかん

介護
かいご

を求
もと

める障 害 者
しょうがいしゃ

にその半 分
はんぶん

程度
ていど

の重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

しか 支 給
しきゅう

決 定
けってい

されていなかった。県
けん

は市
し

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

を取
と

り消
け

した。しかし、市
し

は県
けん

の裁 決
さいけつ

を

無視
む し

し、全
まった

く支 給 量
しきゅうりょう

を増
ふ

やさなかった。 
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Ⅰ－４ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

【表 題
ひょうだい

】相 談
そうだん

支援
しえん

について  

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

１0ページ
ぺ ー じ

 

26行
ぎょう

～27行 目
ぎょうめ

   

（２）新
あら

たな相 談
そうだん

支援
しえん

の枠組
わくぐ

み 

≪内 容
ないよう

≫ 

なお、現 行 法
げんこうほう

の「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」「サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

」を、本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

支援
しえん

計 画
けいかく

に用
もち

いてはならない。の代
か

わりとしてはならない。  

≪理由
りゆう

≫ 

唐 突
とうとつ

に、「用
もち

いてはならない」は、分
わ

からない。 

現 在
げんざい

作
つく

られている「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」「サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

」でも、本 人
ほんにん

、家族
かぞく

を

交
まじ

え、相 談
そうだん

しながら作
つく

り上
あ

げることとなっており、本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

に作
つく

られている

ものであれば、利用
りよう

しても良
よ

いと 思
おも

うし、日頃
ひごろ

接
せっ

することのない 相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

では、自己
じ こ

表 現
ひょうげん

をすることの困 難
こんなん

を抱
かか

えている発 達
はったつ

障 害
しょうがい

の人
ひと

などの

ニーズ
に ー ず

を十 分
じゅうぶん

に把握
はあく

できない可能性
かのうせい

がある。 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

7月
がつ

26日
にち

修 正 版
しゅうせいばん

 Ⅰ―4 相 談
そうだん

支援
しえん

 

9P 【基本的
きほんてき

な相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

の不備
ふ び

】の 5行 目
ぎょうめ

末尾
まつび

に加
くわ

える。 

≪内 容
ないよう

≫ 

このような現 状
げんじょう

にあるため、本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

の相 談
そうだん

支援
しえん

が定 着
ていちゃく

しておらず、本 人
ほんにん

及
およ

び家族
かぞく

から 相 談
そうだん

支援
しえん

は 頼
たよ

りにならず不要
ふよう

であるとさえ指摘
してき

されることもあ

り、新
あら

たな地域
ちいき

相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

の構 築
こうちく

が必 要
ひつよう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

部会
ぶかい

の中
なか

で幅 広
はばひろ

く相 談
そうだん

支援
しえん

について意見
いけん

が寄
よ

せられたが、『不要
ふよう

』という発 言
はつげん

があったことからこのことを 払 拭
ふっしょく

させたいため追加
ついか

してほしい 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 
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10P 

≪内 容
ないよう

≫ 

加
くわ

えて、 今
いま

までは地域
ちいき

で支援
しえん

することが 中 心
ちゅうしん

でなかったことから 市 町 村
しちょうそん

が

直 営
ちょくえい

で相 談
そうだん

支援
しえん

を行
おこな

う体 制
たいせい

が見
み

られた。市 町 村
しちょうそん

は相 談
そうだん

窓 口
まどぐち

ではあるが、今後
こんご

は地域
ちいき

で 継 続 的
けいぞくてき

に訪 問
ほうもん

や 同 行
どうこう

支援
しえん

などを 含
ふく

む体 制
たいせい

が必 要
ひつよう

であることから、

相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

として地域
ちいき

に配置
はいち

する 財 政
ざいせい

基盤
きばん

を確 立
かくりつ

した整備
せいび

が必 要
ひつよう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

全 国 的
ぜんこくてき

に 市 町 村
しちょうそん

が 経 済
けいざい

基盤
きばん

が 確 立
かくりつ

されていないために 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 体
じぎょうたい

も

ないことから、直 営
ちょくえい

で相 談
そうだん

体 制
たいせい

をつくり始
はじ

めている。今
いま

までは相 談
そうだん

を受
う

けた

市 町 村
しちょうそん

は施設
しせつ

等
とう

サービス
さ ー び す

事 業
じぎょう

を 紹
しょう

介
かい

し 相 談
そうだん

支援
しえん

の一部
いちぶ

を施設
しせつ

等
とう

が 行
おこな

って

きたが、今後
こんご

の 相 談
そうだん

支援
しえん

は 本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

となることから、 市 町 村
しちょうそん

行 政
ぎょうせい

と 協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

を 行
おこな

うことやサービス
さ ー び す

事 業
じぎょう

に 誘 導
ゆうどう

されない 公 平
こうへい

な立場
たちば

の確保
かくほ

からも

独 立
どくりつ

したあり方
かた

が望
のぞ

ましい。 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

9ページ
ぺ ー じ

～16ページ
ぺ ー じ

 

Ⅰ-4 相 談
そうだん

支援
しえん

 

≪内 容
ないよう

≫ 

9ページ
ぺ ー じ

から 16ページ
ぺ ー じ

まで全 文
ぜんぶん

削 除
さくじょ

の上
うえ

、以下
い か

の文 章
ぶんしょう

を記載
きさい

する。 

 

障 害 者
しょうがいしゃ

が地域
ちいき

生 活
せいかつ

する 中
なか

で 必 要
ひつよう

なのは、基本的
きほんてき

に 生 活
せいかつ

支援
しえん

でその 中
なか

に

相 談
そうだん

支援
しえん

が含
ふく

まれると認 識
にんしき

します。 

例 外
れいがい

として、行 政
ぎょうせい

相 談
そうだん

等
とう

があると思
おも

います。 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-４ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

【表 題
ひょうだい

】相 談
そうだん

支援
しえん

について 

【説 明
せつめい

】 

10ページ
ぺ ー じ
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≪内 容
ないよう

≫ 

「現 行 法
げんこうほう

の「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」「サービス
さ ー び す

利用
りよう

計 画
けいかく

」を本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

支援
しえん

計 画
けいかく

に用
もち

いてはならない」に 関
かん

して、それは何
なに

故
ゆえ

か記
しる

す、または削 除
さくじょ

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 行
げんこう

の「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」においても、本 人
ほんにん

を中 心
ちゅうしん

にした、本 人
ほんにん

のニーズ
に ー ず

に 基
もと

づく個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

を作 成
さくせい

している所
ところ

（事 業 所
じぎょうしょ

）は混 乱
こんらん

するため。 
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Ⅰ－４ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

【表 題
ひょうだい

】相 談
そうだん

支援
しえん

機関
きかん

の設置
せっち

と果
は

たすべき機能
きのう

について  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」  

11ページ
ぺ ー じ

 

６行 目
ぎょうめ

～、  

地域
ちいき

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー、総 合
そうごう

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー（総 称
そうしょう

して、以下
い か

「 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

」とする）  

【説 明
せつめい

】  

・地域
ちいき

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー  

 都道府県
とどうふけん

が市 町 村
しちょうそん

と協 議
きょうぎ

して一 定
いってい

の条 件
じょうけん

を満
み

たした事 業 所
じぎょうしょ

に事 業
じぎょう

を委託
いたく

して設置
せっち

する。  

12ページ
ぺ ー じ

 １行 目
ぎょうめ

～  

・総 合
そうごう

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー  

 都道府県
とどうふけん

が市 町 村
しちょうそん

と協 議
きょうぎ

して一 定
いってい

の条 件
じょうけん

を満
み

たした事 業 所
じぎょうしょ

に事 業
じぎょう

を委託
いたく

して設置
せっち

する。  

・相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

 

 都道府県
とどうふけん

が指定
してい

することを基本
きほん

とし・・・ 

≪内 容
ないよう

≫ 

都道府県
とどうふけん

が指定
してい

する部分
ぶぶん

の記 述
きじゅつ

の削 除
さくじょ

 

又
また

は 

指定
してい

の対 象
たいしょう

となる相 談
そうだん

支援
しえん

に係
かかわ

る事 業
じぎょう

を行
おこな

う事 業 所
じぎょうしょ

を定義
ていぎ

する必 要
ひつよう

がある。 

 

また、実施
じっし

に必 要
ひつよう

な財 源
ざいげん

について記載
きさい

する必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

は全
すべ

て都道府県
とどうふけん

が委託
いたく

した事 業 所
じぎょうしょ

であり、あえて都道府県
とどうふけん

が

指定
してい

する理由
りゆう

がない。  

また、地域
ちいき

において都道府県
とどうふけん

が委託
いたく

をした事 業 所
じぎょうしょ

以外
いがい

に相 談
そうだん

支援
しえん

を担
にな

う

事 業 所
じぎょうしょ

が定義
ていぎ

されていないにもかかわらず、一 定
いってい

の条 件
じょうけん

を満
み

たした事 業 所
じぎょうしょ

と

の記載
きさい

がなされており、矛 盾
むじゅん

する。  
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非 常
ひじょう

に多
おお

くの相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

を都道府県
とどうふけん

が委託
いたく

し、特 定
とくてい

専 門
せんもん

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーを設置
せっち

することとされており、実施
じっし

に必 要
ひつよう

な財 源
ざいげん

の記載
きさい

がない。  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-４ 相 談
そうだん

支援
しえん

 素案
そあん

 

【表 題
ひょうだい

】相 談
そうだん

支援
しえん

機関
きかん

の設置
せっち

と果
は

たすべき機能
きのう

について 

【結 論
けつろん

】 

11ページ
ぺ ー じ

 

７行 目
ぎょうめ

   

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

障 害
しょうがい

当事者
とうじしゃ

等
とう

の側
がわ

に立
た

って 

≪理由
りゆう

≫ 

親
おや

や兄 弟
きょうだい

を含
ふく

めるために「等
とう

」を加
くわ

える 

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「７月
がつ

２６日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

１２ページ
ぺ ー じ

 

特 定
とくてい

専 門
せんもん

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーの規模
き ぼ

と役 割
やくわり

 

最 終
さいしゅう

段 落
だんらく

 

→修 正
しゅうせい

 

≪内 容
ないよう

≫ 

とくに、障 害
しょうがい

特 性
とくせい

に応
おう

じた専 門
せんもん

相 談
そうだん

（重 度
じゅうど

の障 害
しょうがい

の場合
ばあい

やでなおかつ 医 療
いりょう

と連 携
れんけい

が必 要
ひつよう

な場合
ばあい

や難 病
なんびょう

などの難治性
なんちせい

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

に伴
ともな

う機能
きのう

障 害
しょうがい

など）に

ついては、 全 国
ぜんこく

規模
き ぼ

の当事者
とうじしゃ

組織
そしき

等
とう

の 特 定
とくてい

専 門
せんもん

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーも 全 国
ぜんこく

の

相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

が活 用
かつよう

し、「Ⅰ－６ 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

」の「９．医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の拡 充
かくじゅう

」の内 容
ないよう

に基
もと

づいて、地域
ちいき

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー、総 合
そうごう

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー、特 定
とくてい

専 門
せんもん

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー相互
そうご

の緊 密
きんみつ

な連 携
れんけい

協 力
きょうりょく

を行
おこな

い、地域
ちいき

で暮
く

ら

せる相 談
そうだん

支援
しえん

が必 要
ひつよう

となる。 
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≪理由
りゆう

≫ 

まだまだ農村部
のうそんぶ

などでは２４時間
じかん

介護
かいご

などのノウハウ
の う は う

がないので、「 重 度
じゅうど

の

障 害
しょうがい

」と「医 療
いりょう

との連 携
れんけい

」はＡＮＤではなくＯＲで。  

 

全 国
ぜんこく

レベル
れ べ る

の団 体
だんたい

の多
おお

くが、地域
ちいき

生 活
せいかつ

に密 着
みっちゃく

した、必 要
ひつよう

な情 報
じょうほう

やノウハウ
の う は う

を

蓄 積
ちくせき

している。したがって、都道府県域
とどうふけんいき

を超
こ

えた全 国
ぜんこく

レベル
れ べ る

の相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

の

構 築
こうちく

が不可欠
ふ か け つ

である。 

 

たとえば、人 工
じんこう

呼吸器
こきゅうき

を使用
しよう

する障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

してＮＰＰＶ（ 非 侵 襲
ひしゅんしゅう

的
てき

陽 圧
ようあつ

換気
かんき

療 法
りょうほう

）を実施
じっし

できる 病 院
びょういん

は 全 国
ぜんこく

でも 2ヵ所
かしょ

しかないのが 現 状
げんじょう

であり、

都道府県
とどうふけん

レベル
れ べ る

での相 談
そうだん

支援
しえん

では対 応
たいおう

できない。 

 

【斎 藤
さいとう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

９、「７月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

１５ページ
ぺ ー じ

～ 

Ⅰ-４相 談
そうだん

支援
しえん

 

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

様 々
さまざま

な 相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーを設置
せっち

することがうたわれているが、このような

膨 大
ぼうだい

な数
かず

の支援
しえん

センタ
せ ん た

ーが必 要
ひつよう

かどうか見直
みなお

す。 

≪理由
りゆう

≫ 

新
あら

たな協 議
きょうぎ

、調 整
ちょうせい

の仕組
し く

みをつくることは必 要
ひつよう

であり、そのために障 害 者
しょうがいしゃ

の

側
がわ

にたってセルフケアマネジメント
せ る ふ け あ ま ね じ め ん と

の難
むずか

しい障 害 者
しょうがいしゃ

を支援
しえん

する人
ひと

が必 要
ひつよう

なこ

とはいうまでもない。問 題
もんだい

はこうした人
ひと

の支援
しえん

をセンタ
せ ん た

ー職 員
しょくいん

としなければい

けないのかということであり、何故
な ぜ

センタ
せ ん た

ーなるものが必 要
ひつよう

なのかということ

であり、身近
みぢか

な相 談 役
そうだんやく

となる人
ひと

、またそうした活 動
かつどう

を行
おこな

っている団 体
だんたい

も多々
た た

あり、そうした個人
こじん

団 体
だんたい

を有 効
ゆうこう

に活 用
かつよう

する方 法
ほうほう

は最 大 限
さいだいげん

考 慮
こうりょ

する必 要
ひつよう

があ

る。 
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【東 川
ひがしがわ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

８月
がつ

９日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

 

項 目
こうもく

ＮＯ７６ 

≪内 容
ないよう

≫ 

高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障 害
しょうがい

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー 

≪理由
りゆう

≫ 

すでに全 国
ぜんこく

各地
かくち

に設置
せっち

されているから。  

 

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

8月
がつ

9日
か

資 料
しりょう

4 

7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

 

 

12ページ
ぺ ー じ

 

・総 合
そうごう

相 談
そうだん

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーの規模
き ぼ

と役 割
やくわり

 

7行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「 刑務所
けいむしょ

等
とう

か ら 出 所
しゅっしょ

し て く る 人
ひと

」、 に つ い て は 刑務所
けいむしょ

に い る と き か ら

アウトリーチ
あ う と り ー ち

の対 象
たいしょう

とするという主旨
しゅし

を明 確
めいかく

にするため、「受 刑 者
じゅけいしゃ

等
とう

」に改
あらた

め

るべき 

≪理由
りゆう

≫ 

閉鎖的拘禁施設
しせつ

である刑事
けいじ

施設
しせつ

等
とう

については自給自足的
じきゅうじそくてき

に 法 務 省
ほうむしょう

がワーカ
わ ー か

ー

を雇
やと

うのではなく外
そと

からの積 極 的
せっきょくてき

なアウトリーチ
あ う と り ー ち

が必 要
ひつよう

であるため、出 所
しゅっしょ

が

決
き

まってからではなく受 刑 中
じゅけいちゅう

からの相 談
そうだん

支援
しえん

が必 要
ひつよう

 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

14ページ
ぺ ー じ

 

説 明
せつめい

３つめの・ 

≪内 容
ないよう

≫ 

相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

を選 択
せんたく

できる体 制
たいせい

整備
せいび

も必 要
ひつよう

である 

↓ 
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相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 所
じぎょうしょ

を市 町 村
しちょうそん

都道府県
とどうふけん

を超
こ

えて選 択
せんたく

できる仕組
し く

みが必 要
ひつよう

である 

このためには他
た

地域
ちいき

からの相 談
そうだん

に応
おう

じる加算
かさん

も必 要
ひつよう

である 

≪理由
りゆう

≫ 

同 一
どういつ

法 人
ほうじん

系 列
けいれつ

があらゆる事 業
じぎょう

を行
おこな

って多角
たかく

経 営
けいえい

している実 態
じったい

の中
なか

ではどこ

にいっても同
おな

じ顔
かお

にぶつかるという地域
ちいき

は多
おお

く、相 性
あいしょう

の悪
わる

い法 人
ほうじん

とはかかわ

りたくないという 方
かた

も多
おお

い 

独 立 性
どくりつせい

担保
たんぽ

のためにも他
た

地域
ちいき

の利用者
りようしゃ

を受
う

け入
い

れることも必 要
ひつよう

である 

遠 方
えんぽう

へのアウトリーチ
あ う と り ー ち

や同 行
どうこう

、継 続
けいぞく

相 談
そうだん

に応
おう

じるための加算
かさん

が必 要
ひつよう

 

 

 



 

44 

 

Ⅰ－４ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

【表 題
ひょうだい

】本 人
ほんにん

（及
およ

び家族
かぞく

）をエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

するシステム
し す て む

について  

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-４ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

【表 題
ひょうだい

】本 人
ほんにん

（及
およ

び家族
かぞく

）をエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

するシステム
し す て む

について 

【結 論
けつろん

】 

13ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

ディアクティビティセンタ
で ぃ あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ーで、サービス
さ ー び す

として行
おこな

うエンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

は、

「エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

事 業
じぎょう

」として行
おこな

うのか。 

（確 認
かくにん

） 

≪理由
りゆう

≫ 

「ディアクティビティセンタ
で ぃ あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ーの 主
しゅ

なサービス
さ ー び す

のなかに、 交 流
こうりゅう

の場
ば

の 提 供
ていきょう

や

グループ
ぐ る ー ぷ

活 動
かつどう

を位置
い ち

づけて、エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

を行
おこな

うことも必 要
ひつよう

である」と

あるが、これは、ディアクティビティセンタ
で ぃ あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ーにおいても「エンパワメント
え ん ぱ わ め ん と

支援
しえん

事 業
じぎょう

」を併 設
へいせつ

することができるようにも読
よ

み取
と

れるため。 
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Ⅰ－４ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

【表 題
ひょうだい

】相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の理念
りねん

と役 割
やくわり

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

14ページ
ぺ ー じ

 

16行 目
ぎょうめ

   

【表 題
ひょうだい

】相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の理念
りねん

と役 割
やくわり

 

【説 明
せつめい

】 

（１）相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の役 割
やくわり

 

相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

は、相 談
そうだん

する当事者
とうじしゃ

（本 人
ほんにん

・家族
かぞく

） 

≪内 容
ないよう

≫ 

相 談
そうだん

する当事者
とうじしゃ

（本 人
ほんにん

・本 人
ほんにん

を代 弁
だいべん

する家族
かぞく

） 

≪理由
りゆう

≫ 

特
とく

に相 談
そうだん

支援
しえん

の場
ば

では、本 人
ほんにん

と家族
かぞく

が利
り

益 相
えきそう

反 関 係
はんかんけい

になることも尐
すく

なくない。 

当事者
とうじしゃ

を（本 人
ほんにん

・家族
かぞく

）と同 列
どうれつ

に扱
あつか

ってしまうと、本 人
ほんにん

の最 善
さいぜん

の利益
りえき

が図
はか

ら

れなくなる心 配
しんぱい

がある。 

家族
かぞく

を当事者
とうじしゃ

に入
い

れるのであれば、本 人
ほんにん

の立場
たちば

に立
た

ち代 弁
だいべん

する家族
かぞく

であるべき。 

 

【中原
なかはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

  15ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】相 談
そうだん

支援
しえん

の理念
りねん

と役 割
やくわり

 

【結 論
けつろん

】 

（２）本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

支援
しえん

計 画
けいかく

について 

≪内 容
ないよう

≫ 

・・・本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

支援
しえん

計 画
けいかく

立 案
りつあん

の対 象
たいしょう

となるのは、セルフマネジメント
せ る ふ ま ね じ め ん と

が難
むずか

し

い支援付
し え ん づ

き自己
じ こ

決 定
けってい

意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

が必 要
ひつよう

な人
ひと

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

改 正
かいせい

障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

において「意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

」が 定
さだ

められたことを踏
ふ

まえ
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表 現
ひょうげん

を統
とう

一
いつ

する。自己
じ こ

決 定
けってい

支援
しえん

等
とう

の場合
ばあい

も同 様
どうよう

である。 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-４ 相 談
そうだん

支援
しえん

  

【表 題
ひょうだい

】相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の理念
りねん

と役 割
やくわり

 

【説 明
せつめい

】 

15ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の 業 務
ぎょうむ

の 中
なか

に「⑦サービス
さ ー び す

の 質
しつ

の 評 価
ひょうか

を 行
おこな

う」を 削 除
さくじょ

し、

「⑥ 相 談
そうだん

プロセス
ぷ ろ せ す

を 通
つう

じて、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

のモニタリング
も に た り ん ぐ

及
およ

び利用者
りようしゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

を行
おこな

う」と修 正
しゅうせい

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の業 務
ぎょうむ

の中
なか

に「⑦サービス
さ ー び す

の質
しつ

の評 価
ひょうか

を行
おこな

う」とあるが、

これは相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

が、何
なに

をどのような形
かたち

でサービス
さ ー び す

の質
しつ

を評
ひょう

価
か

するのか。

その場合
ばあい

、主 観 的
しゅかんてき

な評 価
ひょうか

か、あるいは、客 観 的
きゃくかんてき

な指 標
しひょう

を用
もち

いた評 価
ひょうか

なのか。

こうしたことが曖 昧
あいまい

であり、また、実 際
じっさい

の業 務 量
ぎょうむりょう

を考
かんが

えたときに、相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の 責 任
せきにん

で 客 観 的
きゃくかんてき

にサービス
さ ー び す

の 質
しつ

の 評 価
ひょうか

を 行
おこな

うことは 困 難
こんなん

と 考
かんが

える

ため。 

また、相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の業 務
ぎょうむ

の中
なか

で、「モニタリング
も に た り ん ぐ

」が位置
い ち

づけられていな

いので、 相 談
そうだん

支援
しえん

プロセス
ぷ ろ せ す

における「モニタリング
も に た り ん ぐ

と 評 価
ひょうか

」を、業 務
ぎょうむ

の 中
なか

に

位置付
い ち づ

けるべきである。 
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Ⅰ－４ 相 談
そうだん

支援
しえん

 

【表 題
ひょうだい

】相 談
そうだん

支援
しえん

専 門 員
せんもんいん

の研 修
けんしゅう

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

 

【表 題
ひょうだい

】サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

制度
せいど

 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-５ 権利
けんり

擁護
ようご

 

【表 題
ひょうだい

】サービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

の権利
けんり

擁護
ようご

制度
せいど

 

【結 論
けつろん

】 

17ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「障 害 者
しょうがいしゃ

のそれぞれの活 動
かつどう

領 域
りょういき

（居 宅
きょたく

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

などにお

ける生 活
せいかつ

、日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

や就 労
しゅうろう

の場
ば

など）」に修 正
しゅうせい

。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

の活 動
かつどう

領 域
りょういき

は、施設
しせつ

と就 労
しゅうろう

現場
げんば

だけでなく、「日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

」もある

ため、追加
ついか

修 正
しゅうせい

。 

 

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

17ページ
ぺ ー じ

 

権利
けんり

擁護
ようご

 素案
そあん

 

≪内 容
ないよう

≫ 

サービス
さ ー び す

支 給
しきゅう

決 定
けってい

過程
かてい

における権利
けんり

擁護
ようご

の項 目
こうもく

を立
た

てるべき 

≪理由
りゆう

≫ 

法
ほう

と理念
りねん

チーム
ち ー む

の 提 案
ていあん

である 申 請
しんせい

妨 害
ぼうがい

への 罰 則
ばっそく

規定
きてい

が素案
そあん

に入
い

れられない

以 上
いじょう

。そもそも申 請
しんせい

妨 害
ぼうがい

を防
ふせ

ぐためにも権利
けんり

擁護
ようご

が必 要
ひつよう

 

また行 政
ぎょうせい

が厄 介
やっかい

払
はら

いのため半
なか

ば強 制 的
きょうせいてき

に相 談
そうだん

支援
しえん

に 誘 導
ゆうどう

するおそれがあり、

ここでも権利
けんり

擁護
ようご

が必 要
ひつよう

 

6ページ
ぺ ー じ

の支 給
しきゅう

決 定
けってい

プロセス
ぷ ろ せ す

では協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

が挙
あ

げられ、本 人
ほんにん

、および支援者
しえんしゃ

と

の協 議
きょうぎ

となっているが、孤立
こりつ

している障 害 者
しょうがいしゃ

にとっては支援者
しえんしゃ

がない場合
ばあい

もあ

るのでここでも権利
けんり

擁護者
ようごしゃ

が必 要
ひつよう

 

7ページ
ぺ ー じ

 

不服
ふふく

申
もう

し立
た

て 



 

49 

 

においても権利
けんり

擁護
ようご

が必 要
ひつよう

 

15ページ
ぺ ー じ

 

本 人
ほんにん

中 心
ちゅうしん

支援
しえん

計 画
けいかく

についても 同 様
どうよう

であり、 本 人
ほんにん

ならびに 本 人
ほんにん

とかかわりの

ある人
ひと

（支援者
しえんしゃ

を含
ふく

む）となっているが、ここで孤立
こりつ

した障 害 者
しょうがいしゃ

は支援者
しえんしゃ

もそ

の生 活
せいかつ

をよく知
し

るものもいない。 相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 員
じぎょういん

が権利
けんり

擁護
ようご

するということ

なのであろうが、相 談
そうだん

支援
しえん

事 業 員
じぎょういん

とはいえ専 門
せんもん

職
しょく

に取
と

り囲
かこ

まれて本 人
ほんにん

の権利
けんり

主 張
しゅちょう

は困 難
こんなん

である。ここでも権利
けんり

擁護者
ようごしゃ

が必 要
ひつよう

 

またケア
け あ

会議
かいぎ

にも権利
けんり

擁護者
ようごしゃ

がいなければ本 人
ほんにん

が専 門
せんもん

職
しょく

に取
と

り囲
かこ

まれ萎 縮
いしゅく

し

てしまうのでここでも権利
けんり

擁護者
ようごしゃ

が必 要
ひつよう

 

ソーシャルワーク
そ ー し ゃ る わ ー く

の視点
してん

と 人 権
じんけん

の視点
してん

は 時
とき

に 両 立
りょうりつ

しがたいことがあるので、

相 談
そうだん

支援
しえん

が人 権
じんけん

保 障
ほしょう

を行
おこな

うことについては限 界
げんかい

がある 

相 談
そうだん

支援
しえん

はいわば両刃
もろは

の 刃
やいば

であり、 本 人
ほんにん

支援
しえん

という 名
めい

で、 専 門
せんもん

職
しょく

による

障 害 者
しょうがいしゃ

の全 生 活
ぜんせいかつ

管理
かんり

になりかねない 側 面
そくめん

がある 
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Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

 

【表 題
ひょうだい

】第 三 者
だいさんしゃ

の訪 問
ほうもん

による権利
けんり

擁護
ようご

制度
せいど

 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】第 三 者
だいさんしゃ

の訪 問
ほうもん

による権利
けんり

擁護
ようご

制度
せいど

 

【結 論
けつろん

】 

17ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の「居 宅 者
きょたくしゃ

」を「入 居 者
にゅうきょしゃ

」に修 正
しゅうせい

。 

≪理由
りゆう

≫ 

「入 居 者
にゅうきょしゃ

」の方
かた

が一 般 的
いっぱんてき

であり、他
た

との整 合 性
せいごうせい

を図
はか

るため。 

 

 

 

 

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

 

【表 題
ひょうだい

】権利
けんり

擁護
ようご

と虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

 

【表 題
ひょうだい

】サービス
さ ー び す

に関
かん

する苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

のためのサポート
さ ぽ ー と

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

 

【表 題
ひょうだい

】モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

【表 題
ひょうだい

】支援
しえん

体 系
たいけい

について  

 

【荒井
あらい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」  

22ページ
ぺ ー じ

 

６行 目
ぎょうめ

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【表 題
ひょうだい

】支援
しえん

体 系
たいけい

について  

サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

に要
よう

した実 際
じっさい

の費用
ひよう

に対
たい

して国
くに

・都道府県
とどうふけん

・市 町 村
しちょうそん

が負担
ふたん

する

こととする。  

（アンダーライン
あ ん だ ー ら い ん

部分
ぶぶん

を追加
ついか

） 

≪理由
りゆう

≫ 

現 行
げんこう

の 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

における自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

サービス
さ ー び す

の費用
ひよう

負担
ふたん

割 合
わりあい

は、

国
くに

が 

５０％、都道府県
とどうふけん

が２５％、市 町 村
しちょうそん

が２５％となっているが、 文 章
ぶんしょう

によれば、

新 法
しんぽう

においては国
くに

と都道府県
とどうふけん

だけで費用
ひよう

負担
ふたん

を行
おこな

うことになると読
よ

めてしま

うため。  

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「７月
がつ

２６日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

２２ページ
ぺ ー じ

 

７～９行 目
ぎょうめ

 

→削 除
さくじょ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

長 時 間
ちょうじかん

（一 日
ついたち

８時間
じかん

を超
こ

える）介護
かいご

サービス
さ ー び す

に関
かん

しては、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を超
こ

え

て負担
ふたん

している市 町 村
しちょうそん

の負担
ふたん

を軽 減
けいげん

する仕組
し く

み等
とう

を設
もう

け、全 国
ぜんこく

どこでも必 要
ひつよう

な支援
しえん

が得
え

られるようにする  

≪理由
りゆう

≫ 
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国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

を超
こ

える 負担
ふたん

をしてい る 市 町 村
しちょうそん

の負担
ふたん

を 軽 減
けいげん

する 制度
せいど

は、

都道府県
とどうふけん

地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

（「重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

に係
かかわ

る市 町 村
しちょうそん

特 別
とくべつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

」）と

基金
ききん

事 業
じぎょう

（「重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

等
とう

の利用
りよう

促 進
そくしん

に係
かかわ

る市 町 村
しちょうそん

支援
しえん

事 業
じぎょう

」）ですでに

実施
じっし

されており、原 文
げんぶん

のままでは一歩
いっぽ

も前 進
ぜんしん

しないことになってしまう。  

 

また、 別
べつ

の 項 目
こうもく

で国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

は廃止
はいし

すると記載
きさい

されているので、国庫
こっこ

負担
ふたん

基 準
きじゅん

の継 続
けいぞく

を前 提
ぜんてい

とした原 文
げんぶん

のままでは矛 盾
むじゅん

している。 

 

なお、「８月
がつ

９日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」のｐ２３は、国
くに

・地方
ちほう

とも厳
きび

しい財 政 難
ざいせいなん

のなかで、

広
ひろ

く浅
あさ

く負担増
ふたんぞう

を分 散
ぶんさん

させることを 考 慮
こうりょ

した 提 案
ていあん

であり、これに 賛 同
さんどう

する。 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

５）２１ページ
ぺ ー じ

（７．２６提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

） 

【表 題
ひょうだい

】支援
しえん

体 系
たいけい

について 

≪内 容
ないよう

≫ 

ここで 提 案
ていあん

されている支援
しえん

体 系
たいけい

のサービス
さ ー び す

において、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

への意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

を含
ふく

むことを明記
めいき

する。 

 

「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」の策 定 者
さくていしゃ

を明記
めいき

する。 

その場合
ばあい

、現 行
げんこう

の障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の「サービス
さ ー び す

管理
かんり

責 任 者
せきにんしゃ

」の見直
みなお

しにつ

いても明記
めいき

する。 

 

【君
きみ

塚
づか

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ｈ２３.８.９資 料
しりょう

３【支援
しえん

体 系
たいけい

】 

  ２７ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

に 

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

を入
い

れる 

≪理由
りゆう

≫ 

入 所
にゅうしょ

の様 々
さまざま

な機能
きのう

を無視
む し

できるとするのは、その機能
きのう

を知
し

らない机 上
きじょう

の 空 論
くうろん
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であり、無責任
むせきにん

と言
い

わざるをえない。 重 度
じゅうど

重 複 例
じゅうふくれい

の短期
たんき

入 所
にゅうしょ

が種 々
しゅしゅ

の課題
かだい

を

抱
かか

えていること、ＮＩＣＵの受
う

け皿
ざら

としての在 宅
ざいたく

へ繋
つな

げる母子
ぼ し

入 園
にゅうえん

が後 退
こうたい

し

てきていること、 両 親
りょうしん

のいないレスピレータ
れ す ぴ れ ー た

ーなどを要
よう

する濃 厚
のうこう

な医 療
いりょう

を要
よう

する重 症 例
じゅうしょうれい

への療 育
りょういく

を要
よう

すること、一 般
いっぱん

病 院
びょういん

ではノウハウ
の う は う

がなく、かつ平均

在園 日 数
にっすう

に 縛
しば

られているなどのために 対 応
たいおう

できない 障 害 児 者
しょうがいじしゃ

への機能
きのう

改 善
かいぜん

や二次
に じ

障 害
しょうがい

の予防
よぼう

を含
ふく

めた指導
しどう

支援
しえん

の有
ゆう

期間
きかん

のリハビリ
り は び り

入 所
にゅうしょ

、在 宅
ざいたく

では命
いのち

の

危険
きけん

にさらされている被
ひ

虐 待
ぎゃくたい

の重 症 児
じゅうしょうじ

への 療 育
りょういく

などを半世紀
はんせいき

以 上
いじょう

にわたる

埼 玉
さいたま

県 立
けんりつ

療 育
りょういく

の 専 門 的
せんもんてき

なノウハウ
の う は う

の 重 要 性
じゅうようせい

を 障 害 児
しょうがいじ

療 育
りょういく

の基盤
きばん

として

認知
にんち

すべきである。 

入 所
にゅうしょ

機能
きのう

を失
うしな

ってからでは、なんとか 継 続
けいぞく

してきている施設群
しせつぐん

を再 建
さいけん

できな

いし、万
まん

が一
いち

失
うしな

うことがあれば、 責 任
せきにん

をもって対 応
たいおう

している部署
ぶしょ

、さらには

社 会
しゃかい

から総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

自体
じたい

が受
う

け入
い

れられないと考
かんが

えている。 

 

 

【水津
すいづ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

 

21 ページ
ぺ ー じ

 

Ⅰ－６  支援
しえん

体 系
たいけい

 

【表 題
ひょうだい

】支援
しえん

体 系
たいけい

について 【結 論
けつろん

】  

A の 3 居 住
きょじゅう

支援
しえん

 

 

22ページ
ぺ ー じ

 

説 明
せつめい

  図 中
ずちゅう

 居 住
きょじゅう

支援
しえん

   

≪内 容
ないよう

≫ 

 

A  全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

」の項 目
こうもく

として「施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

」を

追加
ついか

する。 

 

説 明
せつめい

の図
ず

 

 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）における支援
しえん

体 系
たいけい

に「施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

」を追加
ついか

す

る。 
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≪理由
りゆう

≫ 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

は、地域
ち い き

移行
い こ う

が目標
もくひょう

であっても、当面
とうめん

のサービス
さ ー び す

提供
ていきょう

は行
おこな

われる必要
ひつよう

が

あり、新法律
しんほうりつ

の支援
し え ん

体系
たいけい

の中
なか

にないということになれば、現実
げんじつ

の入所
にゅうしょ

支援
し え ん

サービス
さ ー び す

は

提供
ていきょう

できないことになるのではないか。これは、利用者
り よ う し ゃ

に大
おお

きな不安感
ふ あ ん か ん

を与
あた

えること

になる。  

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

は、重度
じゅうど

障害者
しょうがいしゃ

や、医療
いりょう

が必要
ひつよう

な重症
じゅうしょう

心身
しんしん

障害児者
しょうがいじしゃ

には、生
い

きていく

う え で 必要
ひつよう

が あ っ て 利用
り よ う

す る も の で あ り 、 ま た 、 地域
ち い き

生活
せいかつ

を 支
ささ

え 、 か つ

セーフティネット
せ ー ふ て ぃ ね っ と

の機能
き の う

としても将来
しょうらい

に亘
わた

り最低限
さいていげん

必要
ひつよう

なものであることの認識
にんしき

に立
た

って位置付
い ち づ

けるべきである。  

なお、施設
し せ つ

入所者
にゅうしょしゃ

については、社会
しゃかい

資源
し げ ん

の充実
じゅうじつ

を図
はか

りつつ、地域
ち い き

移行
い こ う

を推進
すいしん

するの

であることから、権利
け ん り

条約
じょうやく

の批准
ひじゅん

には、何
なん

ら支障
ししょう

を及
およ

ぼすものとは思
おも

えない。  

この事項
じ こ う

は、極
きわ

めて重要
じゅうよう

なものであることから、大久保
お お く ぼ

委員
い い ん

、中原
な か は ら

委員
い い ん

、末光
すえみつ

委員
い い ん

な

ど複数
ふくすう

の委員
い い ん

からも同
おな

じく意見
い け ん

が出
だ

されていることを踏
ふ

まえて善処
ぜんしょ

されたい。  

 

【末 光
すえみつ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ－６  支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

 

【表 題
ひょうだい

】支援
しえん

体 系
たいけい

について  21ページ
ぺ ー じ

 【結 論
けつろん

】  

≪内 容
ないよう

≫ 

A  全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

」の項 目
こうもく

として「施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

」を

追加
ついか

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

は、地域
ち い き

移行
い こ う

を目標
もくひょう

としていくとしても、当面
とうめん

は、とくに、障害
しょうがい

が非常
ひじょう

に

重度
じゅうど

な場合
ば あ い

や医療
いりょう

ニーズ
に ー ず

の高
たか

い場合
ば あ い

の選択肢
せ ん た く し

として、その存続
そんぞく

が必要
ひつよう

である。権利
け ん り

条約
じょうやく

は第
だい

19条
じょう

が根幹
こんかん

であるが、第
だい

10条
じょう

（「生命
せいめい

に対
たい

する権利
け ん り

」）、第
だい

25条
じょう

（「健康
けんこう

」）なども考慮
こうりょ

すれば、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

そのものが権利
け ん り

条約
じょうやく

に違
ちがい

反
はん

するものではない。問題
もんだい

は、施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

が、どのような方向
ほうこう

と内容
ないよう

と質
しつ

を持
も

って行
おこな

われるかである。地域
ち い き

生活
せいかつ

を支
ささ

えるた

めのショートステイ
し ょ ー と す て い

も、医療
いりょう

体制
たいせい

等
とう

を備
そな

えた継続的
けいぞくてき

な施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

機能
き の う

がなければ対応
たいおう

が

困難
こんなん

な場合
ば あ い

がかなりある。また、多数
た す う

の人々
ひとびと

が現実
げんじつ

に入所
にゅうしょ

しており、その生活
せいかつ

を法
ほう

が支
ささ

えなければならない状況
じょうきょう

であるにもかかわらず、「あるべきではないもの」として、新
あら

たな福祉法
ふ く し ほ う

の対象
たいしょう

からその存在
そんざい

を除
じょ

外
がい

してしまうことは、この総合
そうごう

福祉
ふ く し

部会
ぶ か い

の在
あ

り方
かた

として、無責任
む せ き に ん

である。以上
いじょう

の理由
り ゆ う

から、大久保
お お く ぼ

委員
い い ん

、近藤
こんどう

委員
い い ん

、中原
な か は ら

委員
い い ん

、三
み

浦
うら

委員
い い ん
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の意見
い け ん

と同
おな

じく、「施設
し せ つ

入所
にゅうしょ

支援
し え ん

」を、支援
し え ん

体系
たいけい

の中
なか

に明記
め い き

すべきである。  

 

【中原
なかはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

21ページ
ぺ ー じ

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

素案
そあん

 

【表 題
ひょうだい

】支援
しえん

体 系
たいけい

について 

【結 論
けつろん

】 

22ページ
ぺ ー じ

 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）における支援
しえん

体 系
たいけい

（図
ず

） 

≪内 容
ないよう

≫ 

今後
こんご

の支援
しえん

体 系
たいけい

の中
なか

に、施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

についての表 題
ひょうだい

を設
もう

ける 

 

・障 害 者
しょうがいしゃ

の支援
しえん

体 系
たいけい

を以下
い か

の通
とお

り提 案
ていあん

する。 

<Ａ．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

> 

に施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

を追加
ついか

 

さらに、今後
こんご

の支援
しえん

体 系
たいけい

の図
ず

の中
なか

に、施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

を設
もう

ける 

≪理由
りゆう

≫ 

50～ 51ページ
ぺ ー じ

に 現 行
げんこう

の施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

から地域
ちいき

移行
いこう

の記載
きさい

があるにもかかわらず、

支援
しえん

体 系
たいけい

の 全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで 提 供
ていきょう

される支援
しえん

の 中
なか

に、施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

の

項 目
こうもく

が抜
ぬ

け落
お

ちている。福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を規定
きてい

する法 律
ほうりつ

の骨 格
こっかく

提 言
ていげん

であるなら

ば、既存
きそん

及
およ

び今後
こんご

の施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

の機能
きのう

と役 割
やくわり

についての記載
きさい

が必 要
ひつよう

である。 

 

 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

【表 題
ひょうだい

】支援
しえん

体 系
たいけい

について 

【結 論
けつろん

】 

21ページ
ぺ ー じ
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≪内 容
ないよう

≫ 

「施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

」を、「地域
ちいき

移行
いこう

」の項
こう

を参 照
さんしょう

」とするのではなく、「支援
しえん

体 系
たいけい

」

の中
なか

に位置付
い ち づ

けるべきである。  

≪理由
りゆう

≫ 

「総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

」が目指
め ざ

すべき理念
りねん

や方 向 性
ほうこうせい

に異論
いろん

はないが、「施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

」

を法 律 上
ほうりつじょう

のサービスメニュ
さ ー び す め に ゅ

ーとして位置付
い ち づ

ける以 上
いじょう

、「支援
しえん

体 系
たいけい

」の中
なか

に盛
も

り

込
こ

むべきである。 

「施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

」の今後
こんご

の在
あ

り方
かた

や見直
みなお

し時期
じ き

、移行
いこう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

等
とう

については、

法 律
ほうりつ

の 中
なか

に明記
めいき

することは馴染
な じ

まないと 思
おも

うが、 例
たと

えば、附帯
ふたい

決議
けつぎ

等
とう

別
べつ

の

方 法
ほうほう

で担
たん

保
ほ

することはできるのではないか。  
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

A．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

 

１．就 労
しゅうろう

支援
しえん

について 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

支援
しえん

の仕組
し く

みの総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

における位置
い ち

づけ  

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

１．就 労
しゅうろう

支援
しえん

について 

23ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

支援
しえん

の仕組
し く

みの総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

における位置
い ち

づけ 

【説 明
せつめい

】（全 体
ぜんたい

） 

≪内 容
ないよう

≫ 

「サービス
さ ー び す

」という語
ご

を他
た

の言葉
ことば

に置
お

き換
か

えられないか。  

≪理由
りゆう

≫ 

働
はたら

く場
ば

を見
み

つけることや職 業
しょくぎょう

訓 練
くんれん

などをサービス
さ ー び す

や支援
しえん

と表 現
ひょうげん

しても違和感
い わ か ん

がないが、働
はたら

く場
ば

の提 供
ていきょう

を福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の範 疇
はんちゅう

にするためには、理論的
りろんてき

な整理
せいり

が必 要
ひつよう

ではないか。 

本 来
ほんらい

は、サービス
さ ー び す

ではなく、働
はたら

く場
ば

の保 障
ほしょう

なのではないか。  

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

が依然
いぜん

としてサービス法
さ ー び す ほ う

であり、保 障 法
ほしょうほう

ではないので、矛 盾
むじゅん

が出
で

て

こないか。 

サービス
さ ー び す

を受
う

ける者
もの

に労 働 法
ろうどうほう

を適 用
てきよう

することは理論的
りろんてき

に正
ただ

しいか。 

日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

の場
ば

の提 供
ていきょう

も同 様
どうよう

と考
かんが

える。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

１．就 労
しゅうろう

支援
しえん

について 

23ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

支援
しえん

の仕組
し く

みの総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

における位置
い ち

づけ 

【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

○社会的
しゃかいてき

雇用
こよう

等
とう

多様
たよう

な 働
はたら

き 方
かた

についての試行
しこう

事 業
じぎょう

（パイロットスタディ
ぱ い ろ っ と す た で ぃ

）を
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実施
じっし

し、その 検 証
けんしょう

結果
けっか

を踏
ふ

まえて、施行
しこう

後
ご

3年
ねん

をめどに障 害 者
しょうがいしゃ

の 就 労
しゅうろう

支援
しえん

の

仕組
し く

みを見直
みなお

すための社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

制度
せいど

の仕組
し く

みの法制化
ほうせいか

を検 討
けんとう

する。 

 

社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

等
とう

とは・・の追加
ついか

。 

≪理由
りゆう

≫ 

社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

の定義
ていぎ

が不明確
ふめいかく

である。通 常
つうじょう

の雇用
こよう

義務
ぎ む

制度
せいど

による障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

も

社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

なのかという疑問
ぎもん

が出
で

る。雇用
こよう

義務
ぎ む

制度
せいど

と社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

をからませ

るべきではない。賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を前 提
ぜんてい

としているので注 意
ちゅうい

が必 要
ひつよう

。 

報 告 書
ほうこくしょ

のパイロットスタディ
ぱ い ろ っ と す た で ぃ

は 一 般
いっぱん

営利
えいり

企 業
きぎょう

の雇用
こよう

分野
ぶんや

ではなく、 社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

という第 三
だいさん

の雇用
こよう

の場
ば

の創 出
そうしゅつ

実 験
じっけん

として位置
い ち

づけるべきである。  

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

１．就 労
しゅうろう

支援
しえん

について 

【説 明
せつめい

】 

24ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

その検 証
けんしょう

結果
けっか

を踏
ふ

まえ、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

における障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

支援
しえん

の仕組
し く

みを、

施行
しこう

後
ご

3年
ねん

をめどに見直
みなお

しつつ、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の制度化
せ い ど か

についても検 討
けんとう

する。見直
みなお

し

にあたっては、障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

あるいはそれにかわる 新 法
しんぽう

（労 働 法
ろうどうほう

）で規定
きてい

することも含
ふく

め、検 討
けんとう

する。賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を含
ふく

む社 会 的
しゃかいてき

雇用
こよう

の制度化
せ い ど か

についても

検 討
けんとう

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

前 項
ぜんこう

と同
おな

じ。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

23ページ
ぺ ー じ

～24ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

支援
しえん

の仕組
し く

みの総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

における位置
い ち

づけ 

24ページ
ぺ ー じ

～25ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】①デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ーについて 

≪内 容
ないよう

≫ 
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「障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

センタ
せ ん た

ー」と「デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ー（ 作 業
さぎょう

活 動
かつどう

支援
しえん

部門
ぶもん

）」に加
くわ

え、条 件
じょうけん

整備
せいび

が整
ととの

うまでの間
あいだ

は、労 働 者 性
ろうどうしゃせい

の確保
かくほ

が難
むずか

しい障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

の場
ば

（「障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

の場
ば

」、名 称
めいしょう

は別途
べっと

検 討
けんとう

）の創 設
そうせつ

が必 要
ひつよう

である。  

「障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

の場
ば

」には、労 働 法
ろうどうほう

の一部
いちぶ

（労 災
ろうさい

保険
ほけん

、雇用
こよう

保険
ほけん

等
とう

）を適 用
てきよう

する。 

また、「障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

センタ
せ ん た

ー」および「障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

の場
ば

」は、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

で規定
きてい

し、福祉
ふくし

予算
よさん

で 税
ぜい

により担保
たんぽ

することが不可欠
ふ か け つ

である。 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

あるいはそれにかわる 新 法
しんぽう

（労 働 法
ろうどうほう

）で規定
きてい

することには断
だん

じて 反 対
はんたい

である。 

（図
ず

「障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

支援
しえん

の仕組
し く

みの推移
すいい

等
とう

」「障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）にお

ける就 労
しゅうろう

支援
しえん

・日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

等
とう

支援
しえん

などの関 係
かんけい

」も適宜
てきぎ

修 正
しゅうせい

） 

≪理由
りゆう

≫ 

一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

が難
むずか

しい障 害 者
しょうがいしゃ

の就 労
しゅうろう

の支援
しえん

にあたっては、 生 活 面
せいかつめん

を含
ふく

めてき

め細
こま

やかな福祉的
ふくしてき

支援
しえん

が不可欠
ふ か け つ

であり、安 定 的
あんていてき

かつ永 続 性
えいぞくせい

ある運 営
うんえい

のために

も、「障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

センタ
せ ん た

ー」「障 害 者
しょうがいしゃ

の 就 労
しゅうろう

の場
ば

」のいずれも 労 働 法
ろうどうほう

ではな

く福祉法
ふくしほう

での規定
きてい

が必 要
ひつよう

であると考
かんが

える。 

現 在
げんざい

20万 人
まんにん

に及
およ

ぶ、いわゆる福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

の場
ば

で働
はたら

く障 害 者
しょうがいしゃ

の 平 均
へいきん

工 賃
こうちん

は

約
やく

12,000円
えん

～13,000円
えん

（就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ａ型
がた

事 業
じぎょう

を除
のぞ

く）であり、原 則
げんそく

労 働 法
ろうどうほう

を適 用
てきよう

することが可能
かのう

な人 々
ひとびと

はごく僅
わず

かである。 

官 公 需
かんこうじゅ

の確保
かくほ

や 賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

などの支援
しえん

策
さく

が 不 十 分
ふじゅうぶん

な 中
なか

で、「 障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

センタ
せ ん た

ー」と「デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ー（作 業
さぎょう

活 動
かつどう

支援
しえん

部門
ぶもん

）」に二元化
に げ ん か

し

た場合
ばあい

、福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

に 従 事
じゅうじ

している 障 害 者
しょうがいしゃ

の 多
おお

くが 社 会
しゃかい

参加
さんか

の場
ば

である

「作 業
さぎょう

活 動
かつどう

支援
しえん

部門
ぶもん

」に移
うつ

らざるを得
え

なくなり、働
はたら

く場
ば

を失
うしな

うことになる。  

 

【斎 藤
さいとう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

３、「７月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

２９ページ
ぺ ー じ

〔説 明
せつめい

〕の９行 目
ぎょうめ

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

 

≪内 容
ないよう

≫ 

〔内 容
ないよう

〕（変 更
へんこう

） 

「一人
ひとり

ひとりの 労 働
ろうどう

実 態
じったい

等
とう

に 応
おう

じた 労 働 法
ろうどうほう

を 全 面
ぜんめん

適 用
てきよう

または部分
ぶぶん

適 用
てきよう

す



 

61 

 

る」を「原 則
げんそく

として労 働 法
ろうどうほう

を適 用
てきよう

する」に変 更
へんこう

。ただし部分
ぶぶん

適 用
てきよう

する 形 態
けいたい

を

考
かんが

えるならば障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

センタ
せ ん た

ーとは 別
べつ

のタイプ
た い ぷ

を新
あら

たに 設 定
せってい

する 必 要
ひつよう

が

ある。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

就 労
しゅうろう

センタ
せ ん た

ーは現 在
げんざい

の福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

のあり方
かた

を変
か

え、労 働 権
ろうどうけん

保 障
ほしょう

を行
おこな

うものとして 設 定
せってい

されたはずであり、そこに部分
ぶぶん

適 用
てきよう

も含
ふく

むとしてしまえば

就 労
しゅうろう

センタ
せ ん た

ーなるものの 労 働
ろうどう

のあり 様
さま

がまたぼやけてしまう。 現 行
げんこう

の 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

事 業
じぎょう

と変
か

わらぬものとなってしまう。またその後
ご

に 続
つづ

く 文 章
ぶんしょう

「そこで

就 労
しゅうろう

する障 害 者
しょうがいしゃ

に最
さい

低 賃 金
ていちんぎん

以 上
いじょう

を確保
かくほ

する」とも矛 盾
むじゅん

する。最
さい

低 賃 金
ていちんぎん

以 上
いじょう

が確保
かくほ

されるならば全 面
ぜんめん

適 用
てきよう

だけでいいはずである。  

確
たし

かに全 面
ぜんめん

適 用
てきよう

を実 現
じつげん

するには現 実
げんじつ

に大
おお

きな困 難
こんなん

があり、部分
ぶぶん

適 用
てきよう

を含
ふく

め

て考
かんが

えるならば、最
さい

低 賃 金
ていちんぎん

以 上
いじょう

をめざすとしなければいけない。それとも部分
ぶぶん

適 用
てきよう

を切
き

り 離
はな

し 別
べつ

の 形 態
けいたい

として 考
かんが

えるかである。そうすれば 現 状
げんじょう

の 就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

ＡとＢと大差
たいさ

はなくなるが． 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

４，「７月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

同
おな

じ 29ページ
ぺ ー じ

〔結 論
けつろん

〕 

≪内 容
ないよう

≫ 

（変 更
へんこう

） 

デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ーを障 害 者
しょうがいしゃ

活 動
かつどう

センタ
せ ん た

ーとする。 

≪理由
りゆう

≫ 

前 回
ぜんかい

同 様
どうよう

の意見
いけん

を出
だ

した際
さい

には「今後
こんご

の検 討
けんとう

課題
かだい

とされているが、何
なに

を検 討
けんとう

するのかもう時間
じかん

はなくて、わたし以外
いがい

からも 同 様
どうよう

の意見
いけん

が上
あ

がっている。

障 害 者
しょうがいしゃ

活 動
かつどう

センタ
せ ん た

ーでわかりやすく 明 快
めいかい

ではないが。 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

５、「７月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

30ページ
ぺ ー じ

３行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「施行
しこう

後
ご

３年
ねん

をめどに見直
みなお

しつつ賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の制度化
せ い ど か

についても検 討
けんとう

する」とさ

れながら P30及
およ

びＰ31 のどちらの図
ず

においても初
はじ

めから賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

ありとなって

いるのは矛 盾
むじゅん

しているのでは。  
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【増田
ますだ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

23ページ
ぺ ー じ

 

5行 目
ぎょうめ

   

「デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ー」（作 業
さぎょう

活 動
かつどう

部門
ぶもん

） 

 

 24ページ
ぺ ー じ

 最後
さいご

の行
ぎょう

 多様
たよう

な社 会
しゃかい

活 動
かつどう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

カッコ
か っ こ

部分
ぶぶん

削 除
さくじょ

か（作 業
さぎょう

活 動
かつどう

部門
ぶもん

を含
ふく

む）とする 

≪理由
りゆう

≫ 

デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ーは作 業
さぎょう

活 動
かつどう

部門
ぶもん

だけではないため 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

23ページ
ぺ ー じ

 

5行 目
ぎょうめ

   

「デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ー」（作 業
さぎょう

活 動
かつどう

部門
ぶもん

） 

 

 24ページ
ぺ ー じ

 最後
さいご

の行
ぎょう

 多様
たよう

な社 会
しゃかい

活 動
かつどう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

多様
たよう

な社 会
しゃかい

参加
さんか

活 動
かつどう

とする 

≪理由
りゆう

≫ 

より具体的
ぐたいてき

な記 述
きじゅつ

とする 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

A．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

 

２． 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

等
とう

支援
しえん

について（①デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ーの 創 設
そうせつ

、②

ショートステイ
し ょ ー と す て い

・日 中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
しえん

等
とう

） 

【表 題
ひょうだい

】①デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ーについて  

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

１．就 労
しゅうろう

支援
しえん

について 

25ページ
ぺ ー じ

 

図
ず

等
とう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

」の語
ご

の定義
ていぎ

が必 要
ひつよう

である。 

賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の範囲
はんい

が一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

や自営
じえい

まで含
ふく

めた部分
ぶぶん

（左
ひだり

）にまで図示
ず し

されてい

るが、誤解
ごかい

を招
まね

く。黄色
きいろ

の部分
ぶぶん

にはかからないように図示
ず し

する。 

また、自営
じえい

の労 働
ろうどう

法規
ほうき

適 用
てきよう

は一般化
いっぱんか

できないのではないか。  

≪理由
りゆう

≫ 

福祉
ふくし

分野
ぶんや

で日 常 的
にちじょうてき

に使
つか

われている一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

という意味
い み

であるが、多
おお

くの企 業
きぎょう

社 会
しゃかい

の人
ひと

には理解
りかい

されない。総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

での「一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

」の定義
ていぎ

が必 要
ひつよう

であ

る。 

雇用率
こようりつ

制度
せいど

による障 害 者 枠
しょうがいしゃわく

雇用
こよう

で、雇用
こよう

契 約
けいやく

に基
もと

づく就 労
しゅうろう

とするのか。しか

し、そこまで広
ひろ

く定義
ていぎ

してしまうと、一 般
いっぱん

企 業
きぎょう

は賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

に期待
きたい

するであろ

う。 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

A．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

 

２． 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

等
とう

支援
しえん

について（①デイアクティビティセンタ
で い あ く て ぃ び て ぃ せ ん た

ーの 創 設
そうせつ

、②

ショートステイ
し ょ ー と す て い

・日 中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
しえん

等
とう

） 

【表 題
ひょうだい

】②日 中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
しえん

、ショートステイ
し ょ ー と す て い

について  

 

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

26ページ
ぺ ー じ

 

日 中
にっちゅう

一時
いちじ

支援
しえん

、ショートステイ
し ょ ー と す て い

について 

≪内 容
ないよう

≫ 

ビジネスホテルクークーポン券
び じ ね す ほ て る く ー く ー ぽ ん け ん

をショートステイ
し ょ ー と す て い

・レスパイト
れ す ぱ い と

として 支 給
しきゅう

すべ

き 

≪理由
りゆう

≫ 

精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

、家族
かぞく

のレスパイト
れ す ぱ い と

や家族
かぞく

との緊 張
きんちょう

関 係
かんけい

からの一時
いちじ

避難
ひなん

、

あるいは 環 境
かんきょう

悪化
あっか

や 日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

からの一時
いちじ

避難
ひなん

としては、ビジネスホテル
び じ ね す ほ て る

の

クーポン券
く ー ぽ ん け ん

支 給
しきゅう

で足
た

りる場合
ばあい

が多
おお

い 

ショートステイ
し ょ ー と す て い

施設
しせつ

の設置
せっち

が遅
おく

れている中
なか

で、は安上
やすあ

がり即
そく

迅 速
じんそく

にできる施策
しさく

である 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

A．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

 

３．居 住
きょじゅう

支援
しえん

サービス
さ ー び す

について 

【表 題
ひょうだい

】グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

の制度
せいど

について  

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

26ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

の制度
せいど

について 

≪内 容
ないよう

≫ 

福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

は、全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される居 住
きょじゅう

支援
しえん

サービス
さ ー び す

として、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

とあわせて一本化
いっぽんか

した制度
せいど

とすべきである。  

≪理由
りゆう

≫ 

素案
そあん

修 正 版
しゅうせいばん

では、福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

は希望
きぼう

に応
おう

じてグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に移行
いこう

できると

された。 

しかしながら、福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

とグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

の機能
きのう

および役 割
やくわり

は

ほぼ同 様
どうよう

であり、福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

を市 町 村
しちょうそん

独自
どくじ

支援
しえん

に残
のこ

すことには、市 町 村
しちょうそん

格差
かくさ

が生
しょう

じるデメリット
で め り っ と

はあれど、メリット
め り っ と

が思
おも

いつかない。 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

制度
せいど

に一本化
いっぽんか

し、個人
こじん

生 活
せいかつ

タイプ
た い ぷ

と共 同
きょうどう

生 活
せいかつ

タイプ
た い ぷ

の２ 種
しゅ

から整備
せいび

し、ホームヘルプサービス
ほ ー む へ る ぷ さ ー び す

も利用
りよう

できる住
す

まいの場
ば

としていく 必 要
ひつよう

が

ある。 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

３．居 住
きょじゅう

支援
しえん

サービス
さ ー び す

について 

【表 題
ひょうだい

】グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

の制度
せいど

について 

【結 論
けつろん

】 

26ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「仲間
なかま

と関 係 性
かんけいせい

のなかで視野
し や

に入
はい

る」を削 除
さくじょ

。 
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≪理由
りゆう

≫ 

身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

のケアホーム
け あ ほ ー む

入 居 者
にゅうきょしゃ

の多
おお

くは、一人
ひとり

ひとりのプライバシ
ぷ ら い ば し

ーが保
たも

た

れながら、ケア
け あ

を受
う

けられるアパート
あ ぱ ー と

のようなイメージ
い め ー じ

として、ケアホーム
け あ ほ ー む

をと

らえており、「仲間
なかま

と関 係 性
かんけいせい

のなかで視野
し や

に入
はい

る」という表 現
ひょうげん

は適 切
てきせつ

でないた

め。 

 皆
みな

に重 要
じゅうよう

な居 住
きょじゅう

支援
しえん

であるグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

なので、その在
あ

り様
さま

は、利用
りよう

す

る人 々
ひとびと

の状 態
じょうたい

とニーズ
に ー ず

に応
おう

じて、自由
じゆう

なイメージ
い め ー じ

を持
も

てるよう表 現
ひょうげん

して頂
いただ

き

たい。 

 

 

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

26ページ
ぺ ー じ

 

３ 居 住
きょじゅう

支援
しえん

サービス
さ ー び す

について 

≪内 容
ないよう

≫ 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

は家庭的
かていてき

な環 境
かんきょう

として 

↓ 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

（サテライト型
さ て ら い と が た

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

も含
ふく

む） 

≪理由
りゆう

≫ 

サテライト型
さ て ら い と が た

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

はより一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

の形 式
けいしき

に近
ちか

く、住
す

まいの名
めい

にふ

さわしい。グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

のサービス
さ ー び す

が不要
ふよう

になっても転 居
てんきょ

の必 要
ひつよう

がない 

転 居
てんきょ

は障 害 者
しょうがいしゃ

にとって大
おお

きな負担
ふたん

であり、障 害
しょうがい

の重度化
じゅうどか

にもつながりかねな

い 

現 状
げんじょう

での各地
かくち

の実 践
じっせん

があるが、自治体
じ ち た い

によっては、新規
しんき

は認
みと

めない、さらに禁止
きんし

するなどという実 態
じったい

がある。 

住
じゅう

まい方支援
かたしえん

のチ
ち

ーム
む

報 告
ほうこく

でもサテライト型
さ て ら い と が た

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

が明記
めいき

されていた

のでここにかっこがきでサテライト型
さ て ら い と が た

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を明記
めいき

すべきである 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

A．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

 

４．個別
こべつ

生 活
せいかつ

支援
しえん

について（①パーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

の 創 設
そうせつ

、② 居 宅
きょたく

介護
かいご

【身 体
しんたい

介護
かいご

・家事
か じ

援 助
えんじょ

】、③移動
いどう

介護
かいご

【移動
いどう

支援
しえん

・行 動
こうどう

援護
えんご

・同 行
どうこう

援護
えんご

】） 

【表 題
ひょうだい

】①重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の発 展 的
はってんてき

継 承
けいしょう

によるパーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

制度
せいど

の

創 設
そうせつ

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 素案
そあん

 

【表 題
ひょうだい

】①重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の発 展 的
はってんてき

継 承
けいしょう

によるパーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

制度
せいど

の

創 設
そうせつ

 

27ページ
ぺ ー じ

 

【結 論
けつろん

】 

７行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の利用
りよう

は、支援
しえん

計 画
けいかく

策 定
さくてい

の支 給 量
しきゅうりょう

の範囲内
はんいない

で通 勤
つうきん

・通 学
つうがく

・ 

≪理由
りゆう

≫ 

支援計
しえんけい

画 策
かくさく

定時
ていじ

に決
き

めることから「利用
りよう

範囲
はんい

の制 限
せいげん

」の記 述
きじゅつ

はおかしい。利用
りよう

計 画
けいかく

策 定
さくてい

の項
こう

で「利用
りよう

範囲
はんい

の制 限
せいげん

をすることなく」策 定
さくてい

することを記載
きさい

すべ

き。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

9行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

削 除
さくじょ

 

「金 銭
きんせん

管理
かんり

」は、パーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

の職 務
しょくむ

から外
はず

す 

≪理由
りゆう

≫ 

複 数
ふくすう

後 見 人
こうけんにん

の家族
かぞく

後 見 人
こうけんにん

でもトラブル
と ら ぶ る

を起
おこ

していることから。  

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

の議論
ぎろん

に添
そ

った提 案
ていあん

とのことだが他
た

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

の検 討
けんとう

に都度
つ ど

参加
さんか

できるシステム
し す て む

で進
すす

められたものではない。「 作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

」で金 銭
きんせん

管理
かんり

に関
かか

わ
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るトラブル
と ら ぶ る

についてどのように議論
ぎろん

されたのか。 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

27ページ
ぺ ー じ

 

10行
ぎょう

～13行 目
ぎょうめ

   

４．個別
こべつ

生 活
せいかつ

支援
しえん

について 

【表 題
ひょうだい

】①重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の発 展 的
はってんてき

継 承
けいしょう

によるパーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

制度
せいど

の

創 設
そうせつ

 

【結 論
けつろん

】4 つ目
め

の○ 

重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の・・。また、金 銭
きんせん

管理
かんり

やサービス
さ ー び す

利用
りよう

支援
しえん

、見守
みまも

りも含
ふく

めた・・ 

≪内 容
ないよう

≫ 

削 除
さくじょ

 

金 銭
きんせん

管理
かんり

 

≪理由
りゆう

≫ 

「パーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

」は、個別
こべつ

の関 係 性
かんけいせい

が強
つよ

い中
なか

で、様 々
さまざま

な役 割
やくわり

を持
も

たせてしまうと、一人
ひとり

の人
ひと

（一
ひと

つの機関
きかん

）に頼
たよ

らざるを得
え

なくなり、「利用者
りようしゃ

の

主 導
しゅどう

の下
した

」を維持
い じ

していくには、権利
けんり

擁護
ようご

機関
きかん

の介 在
かいざい

を必 要
ひつよう

とする。 

特
とく

に「金 銭
きんせん

管理
かんり

」については、パーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

とは切
き

り離
はな

して、他者
たしゃ

（日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

自立
じりつ

支援
しえん

事 業
じぎょう

の利用
りよう

など）が行
おこな

う必 要
ひつよう

があるのではないか。  

 

【大 濱
おおはま

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

２７ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】①重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の発 展 的
はってんてき

継 承
けいしょう

によるパーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

制度
せいど

の

創 設
そうせつ

 

→【結 論
けつろん

】に追加
ついか

 

≪内 容
ないよう

≫ 

○現 行
げんこう

の重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

事 業 所
じぎょうしょ

は経 営
けいえい

の安 定
あんてい

が難
むずか

しいことから、農村部
のうそんぶ

はも

とより都市部
と し ぶ

でもほとんどない。この 経 営
けいえい

の安 定
あんてい

の問 題
もんだい

を緩
かん

和
わ

するために、

入 院
にゅういん

や死亡
しぼう

による利用者
りようしゃ

の 変 動
へんどう

があっても、 常 勤
じょうきん

ヘルパ
へ る ぱ

ーの人件費
じんけんひ

を 最 低
さいてい
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保 障
ほしょう

する仕組
し く

みを設
もう

ける。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 行
げんこう

の重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の事 業 所
じぎょうしょ

は、農村部
のうそんぶ

はもとより都市部
と し ぶ

でもほとんどない

ことから、その基盤
きばん

整備
せいび

が課題
かだい

である。重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の参 入
さんにゅう

障 壁
しょうへき

としては、

重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

を対 象
たいしょう

としているために介護
かいご

内 容
ないよう

が高度
こうど

専 門 的
せんもんてき

で常 勤
じょうきん

ベテラン
べ て ら ん

での介護
かいご

体 制
たいせい

が 必 要
ひつよう

なことや、 長 時 間
ちょうじかん

利用者
りようしゃ

が 入 院
にゅういん

・死亡
しぼう

した場合
ばあい

などに

常 勤
じょうきん

ヘルパ
へ る ぱ

ーの仕事
しごと

が突 然
とつぜん

なくなっても 給 与
きゅうよ

を払
はら

わねばならないことなど、

経 営 上
けいえいじょう

の問 題
もんだい

が挙
あ

げられる。このため、 日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

系
けい

で 提 案
ていあん

されているよう

な 、 利用者
りようしゃ

の 変 動
へんどう

が あ っ て も 一 定
いってい

の 人件費
じんけんひ

を 最 低
さいてい

保 障
ほしょう

す る 仕組
し く

み は 、

パーソナルアシスタント
ぱ ー そ な る あ し す た ん と

にも必 要
ひつよう

である。たとえば、設 立
せつりつ

１年
ねん

以 上
いじょう

の場合
ばあい

は、

利用者
りようしゃ

の死亡
しぼう

などで収 入
しゅうにゅう

が 常 勤
じょうきん

ヘルパ
へ る ぱ

ーの人件費
じんけんひ

を下 回
したまわ

るような事態
じたい

が起
お

き

たときに、一 定
いってい

期間
きかん

補助
ほじょ

を行
おこな

うなどの仕組
し く

みが必 要
ひつよう

である。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「７月
がつ

２６日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

２８ページ
ぺ ー じ

 

上
うえ

から３行 目
ぎょうめ

 

→【説 明
せつめい

】に追加
ついか

 

≪内 容
ないよう

≫ 

障 害
しょうがい

特 性
とくせい

やニーズ
に ー ず

に起因
きいん

するキャンセル
き ゃ ん せ る

や待機
たいき

などへの 対 応
たいおう

や、利用者
りようしゃ

の

死亡
しぼう

時
じ

や入 院
にゅういん

時
じ

に常 勤
じょうきん

職 員
しょくいん

の雇用
こよう

維持
い じ

等
とう

が、評 価
ひょうか

される仕組
し く

みにすべきであ

る。 

≪理由
りゆう

≫ 

居 宅
きょたく

介護
かいご

でも 同 様
どうよう

の 文 章
ぶんしょう

があるので、パーソナルアシスタント
ぱ ー そ な る あ し す た ん と

でも盛
も

り込
こ

む

べき。 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

３３ページ
ぺ ー じ

 

11行 目
ぎょうめ

   

４．個別
こべつ

生 活
せいかつ

支援
しえん

について 
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パーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

制度
せいど

創 設
そうせつ

 

対 象 者
たいしょうしゃ

について 

≪内 容
ないよう

≫ 

日常
にちじょう

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

に常時
じょうじ

の支援
し え ん

を要
よう

するすべての障害者
しょうがいしゃ

 

⇒日常
にちじょう

生活
せいかつ

全般
ぜんぱん

に常時
じょうじ

の支援
し え ん

を要
よう

する障害者
しょうがいしゃ

の必要度
ひ つ よ う ど

を特定
とくてい

し、必要
ひつよう

に応
おう

じて利用
り よ う

できるようにする。  

≪理由
りゆう

≫ 

財 源
ざいげん

確保
かくほ

がないままサービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

を実施
じっし

すると、サービス
さ ー び す

提 供
ていきょう

時間
じかん

が薄
うす

くな

り、厚
あつ

みが必 要
ひつよう

な部分
ぶぶん

（従 来
じゅうらい

提 供
ていきょう

できていた部分
ぶぶん

）にまでサービス
さ ー び す

が届
とど

かな

く恐
おそ

れがあるため。 

 

【山
やま

本
もと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

27ページ
ぺ ー じ

 

個別
こべつ

支援
しえん

について 

≪内 容
ないよう

≫ 

すべてをパーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

に統
とう

一
いつ

すべき 

≪理由
りゆう

≫ 

何故
な ぜ

パーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

とその他
た

を分
わ

けたのか、その質 問
しつもん

に回 答
かいとう

をいただ

いていない。シームレス
し ー む れ す

な支援
しえん

というのであれば、当 然
とうぜん

すべての個別
こべつ

生 活
せいかつ

支援
しえん

はパーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

となるべき 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

A．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

 

４．個別
こべつ

生 活
せいかつ

支援
しえん

について（①パーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

の 創 設
そうせつ

、② 居 宅
きょたく

介護
かいご

【身 体
しんたい

介護
かいご

・家事
か じ

援 助
えんじょ

】、③移動
いどう

介護
かいご

【移動
いどう

支援
しえん

・行 動
こうどう

援護
えんご

・同 行
どうこう

援護
えんご

】） 

【表 題
ひょうだい

】②居 宅
きょたく

介護
かいご

（身 体
しんたい

介護
かいご

・家事
か じ

援 助
えんじょ

）の改 善
かいぜん

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

A．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

 

４．個別
こべつ

生 活
せいかつ

支援
しえん

について（①パーソナルアシスタンス
ぱ ー そ な る あ し す た ん す

の 創 設
そうせつ

、② 居 宅
きょたく

介護
かいご

【身 体
しんたい

介護
かいご

・家事
か じ

援 助
えんじょ

】、③移動
いどう

介護
かいご

【移動
いどう

支援
しえん

・行 動
こうどう

援護
えんご

・同 行
どうこう

援護
えんご

】） 

【表 題
ひょうだい

】③移動
いどう

介護
かいご

（移動
いどう

支援
しえん

、行 動
こうどう

援護
えんご

、同 行
どうこう

援護
えんご

）の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】③移動
いどう

支援
しえん

（移動
いどう

支援
しえん

、行 動
こうどう

支援
しえん

、動 向
どうこう

援護
えんご

）の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

 

【説 明
せつめい

】 

２８ページ
ぺ ー じ

 

 ４行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

また、車
くるま

（障 害 者
しょうがいしゃ

の自家用車
じかようしゃ

や障 害 者
しょうがいしゃ

が借 用
しゃくよう

した車
くるま

を指
さ

す）を移動
いどう

の手 段
しゅだん

と

して認
みと

めるよう環 境
かんきょう

を整備
せいび

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

自賠法
じばいほう

では、不特定
ふとくてい

な方
かた

が同 乗
どうじょう

または運 転
うんてん

することで保険
ほけん

が掛
か

けられない。掛
か

けられたとしても 高 額
こうがく

の保 険 料
ほけんりょう

となるので法
ほう

整備
せいび

が必 要
ひつよう

となることから 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

６行 目
ぎょうめ

   

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

移動
いどう

介護
かいご

の対 象
たいしょう

は、視覚
しかく

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

、身 体
しんたい

障 害
しょうがい

に限 定
げんてい

するのではなく、歩行
ほこう

を

含
ふく

む移動
いどう

支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする 

≪理由
りゆう

≫ 

下肢
か し

障 害
しょうがい

の身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

も移動
いどう

支援
しえん

を受
う

けていることから加筆
かひつ

、修 正
しゅうせい

する。 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

A．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

 

５．コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

及
およ

びガイド
が い ど

コミュニケート
こ み ゅ に け ー と

支援
しえん

について 

【表 題
ひょうだい

】コミュニケーション
こ み ゅ に け ー し ょ ん

支援
しえん

及
およ

びガイド
が い ど

コミュニケート
こ み ゅ に け ー と

支援
しえん

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

A．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

 

６．補
ほ

装具
そうぐ

・日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

用具
ようぐ

サービス
さ ー び す

について 

【表 題
ひょうだい

】補
ほ

装具
そうぐ

・日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

用具
ようぐ

サービス
さ ー び す

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

A．全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

 

７．相 談
そうだん

支援
しえん

について 

「相 談
そうだん

支援
しえん

」の項
こう

参 照
さんしょう

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

75 

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

B．地域
ちいき

の実 情
じつじょう

に応
おう

じて提
てい

供
きょう

される支援
しえん

 

８．市 町 村
しちょうそん

独自
どくじ

支援
しえん

について 

【表 題
ひょうだい

】市 町 村
しちょうそん

独自
どくじ

支援
しえん

について  

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

29ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】市 町 村
しちょうそん

独自
どくじ

支援
しえん

について 

≪内 容
ないよう

≫ 

福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

は、全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される居 住
きょじゅう

支援
しえん

サービス
さ ー び す

として、

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

とあわせて一本化
いっぽんか

した制度
せいど

とすべきである。  

≪理由
りゆう

≫ 

素案
そあん

修 正 版
しゅうせいばん

では、福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

は希望
きぼう

に応
おう

じてグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に移行
いこう

できると

された。 

しかしながら、福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

とグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

・ケアホーム
け あ ほ ー む

の機能
きのう

および役 割
やくわり

は

ほぼ同 様
どうよう

であり、福祉
ふくし

ホーム
ほ ー む

を市 町 村
しちょうそん

独自
どくじ

支援
しえん

に残
のこ

すことには、市 町 村
しちょうそん

格差
かくさ

が生
しょう

じるデメリット
で め り っ と

はあれど、メリット
め り っ と

が思
おも

いつかない。 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

制度
せいど

に一本化
いっぽんか

し、個人
こじん

生 活
せいかつ

タイプ
た い ぷ

と共 同
きょうどう

生 活
せいかつ

タイプ
た い ぷ

の２ 種
しゅ

から整備
せいび

し、ホームヘルプサービス
ほ ー む へ る ぷ さ ー び す

も利用
りよう

できる住
す

まいの場
ば

としていく 必 要
ひつよう

が

ある。 

 

【斎 藤
さいとう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

６、「７月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

36ページ
ぺ ー じ

〔説 明
せつめい

〕４行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーは市 町 村
しちょうそん

独自
どくじ

事 業
じぎょう

として実施
じっし

できるようにする。」と

なっていながら、Ｐ28 の図
ず

の中
なか

の市 町 村
しちょうそん

独自
どくじ

支援
しえん

の中
なか

の地域
ちいき

活 動
かつどう

支援
しえん

センタ
せ ん た

ーは消
け

されている。なぜか  
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

C．支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

を機能
きのう

させるために必 要
ひつよう

な事項
じこう

 

９．医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の拡 充
かくじゅう

について 

【表 題
ひょうだい

】医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の拡 充
かくじゅう

について  

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

９．医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の拡 充
かくじゅう

について 

30ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

」→「医 療 的
いりょうてき

・療 育 的
りょういくてき

ケア
け あ

」への変 更
へんこう

 

それにともなう【 結 論
けつろん

】【説 明
せつめい

】の一部
いちぶ

見直
みなお

し。 

≪理由
りゆう

≫ 

重
おも

い行 動
こうどう

障 害
しょうがい

を有
ゆう

する児
じ

・者
しゃ

の場合
ばあい

に、医 療
いりょう

と療 育
りょういく

は一 体
いったい

となっている。  

医 療
いりょう

だけが児者
こしゃ

一 貫 性
いっかんせい

が必 要
ひつよう

なのではなく、行 動
こうどう

障 害
しょうがい

などの場合
ばあい

の療 育
りょういく

で

も児者
こしゃ

一 貫 性
いっかんせい

が重 要
じゅうよう

である。特
とく

に思春期
ししゅんき

通過
つうか

支援
しえん

の重 要 性
じゅうようせい

を考 慮
こうりょ

する。 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

C．支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

を機能
きのう

させるために必 要
ひつよう

な事項
じこう

 

１０．日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

等
とう

支援
しえん

における定 員
ていいん

の緩和
かんわ

等
とう

について 

【表 題
ひょうだい

】日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

支援
しえん

の定 員
ていいん

の緩和
かんわ

等
とう

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

C．支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

を機能
きのう

させるために必 要
ひつよう

な事項
じこう

 

１１．日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

等
とう

支援
しえん

への通 所
つうしょ

保 障
ほしょう

について 

【表 題
ひょうだい

】日 中
にっちゅう

活 動
かつどう

等
とう

支援
しえん

への通 所
つうしょ

保 障
ほしょう

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

C．支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

を機能
きのう

させるために必 要
ひつよう

な事項
じこう

 

１２．グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

での生 活
せいかつ

を支
ささ

える仕組
し く

みについて 

【表 題
ひょうだい

】グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

での生 活
せいかつ

を支
ささ

える仕組
し く

みについて  

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

C．支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

を機能
きのう

させるために必 要
ひつよう

な事項
じこう

 

１３．グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

、暮
く

らしの場
ば

の設置
せっち

促 進
そくしん

について 

【表 題
ひょうだい

】グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

、暮
く

らしの場
ば

の設置
せっち

促 進
そくしん

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

C．支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

を機能
きのう

させるために必 要
ひつよう

な事項
じこう

 

１４．一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

やグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

への家賃
やちん

補助
ほじょ

について 

【表 題
ひょうだい

】グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

への家賃
やちん

補助
ほじょ

等
とう

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

C．支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

を機能
きのう

させるために必 要
ひつよう

な事項
じこう

 

１５．他
た

分野
ぶんや

との役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

・財 源
ざいげん

調 整
ちょうせい

 

【表 題
ひょうだい

】シームレス
し ー む れ す

な支援
しえん

と他
た

分野
ぶんや

との役 割
やくわり

分 担
ぶんたん

・財 源
ざいげん

調 整
ちょうせい

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

 

その他
た

 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

Ⅰ－６ 支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

 

【表 題
ひょうだい

】全 般
ぜんぱん

 

【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

（追加
ついか

） 

支援
しえん

体 系
たいけい

の中
なか

で「 障 害 児
しょうがいじ

が利用
りよう

することができる（もしくは利用
りよう

が見込
み こ

まれ

る）」支援
しえん

を明 確
めいかく

にする。 

そのうえで、「Ⅲ関 連
かんれん

するその他
た

の法 律
ほうりつ

との関 係
かんけい

」の項
こう

において、「児童
じどう

福祉法
ふくしほう

など関 連
かんれん

する法 律
ほうりつ

との連 携
れんけい

や整 合 性
せいごうせい

を考 慮
こうりょ

する。」との結 論
けつろん

を設
もう

ける。 

≪理由
りゆう

≫ 

法
ほう

の対 象
たいしょう

規定
きてい

に「障 害 児
しょうがいじ

を含
ふく

む」とあるが、児童
じどう

福祉法
ふくしほう

との整 合 性
せいごうせい

を含
ふく

め、

尐
すく

なくとも 現 行
げんこう

の 障 害 児
しょうがいじ

に 対
たい

するサービス
さ ー び す

が 混 乱
こんらん

なく確保
かくほ

できるよう、

障 害 児
しょうがいじ

も対 象
たいしょう

とするサービス
さ ー び す

を明記
めいき

しておく必 要
ひつよう

がある。 

 

【近 藤
こんどう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

支援
しえん

（サービス
さ ー び す

）体 系
たいけい

など全 般
ぜんぱん

 

≪内 容
ないよう

≫ 

官 公 需
かんこうじゅ

や 民 需
みんじゅ

の 安 定
あんてい

確保
かくほ

の仕組
し く

みの 構 築
こうちく

や 賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の制度化
せ い ど か

など、「 全 国
ぜんこく

共 通
きょうつう

の仕組
し く

みで提 供
ていきょう

される支援
しえん

」について、その予算
よさん

、財 源
ざいげん

、また今後
こんご

の制度化
せ い ど か

に向
む

けた工 程
こうてい

等
とう

を明 確
めいかく

に示
しめ

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

「ハート
は ー と

購 入
こうにゅう

法 案
ほうあん

」は成 立
せいりつ

に至
いた

っておらず、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

も実 現
じつげん

の展 望
てんぼう

が見
み

え

ない。 

現 在
げんざい

確 立
かくりつ

されていない制度
せいど

を前 提
ぜんてい

とした仕組
し く

みの提 案
ていあん

は 現 実 的
げんじつてき

ではない。 
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Ⅰ－７ 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

 

【表 題
ひょうだい

】利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

Ⅰ－７ 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

 

【表 題
ひょうだい

】利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について 

【結 論
けつろん

】 

35ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

】の２行 目
ぎょうめ

を下記
か き

のとおり修 正
しゅうせい

する。 

（修 正
しゅうせい

） 

障 害
しょうがい

に伴
ともな

う必 要
ひつよう

な支援
しえん

は原 則
げんそく

無 償
むしょう

とすべきである。 

↓ 

障 害
しょうがい

に伴
ともな

う必 要
ひつよう

な支援
しえん

は応
おう

能
のう

負担
ふたん

とすべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

今 般
こんぱん

の「つなぎ」 法
ほう

においては「 所 得
しょとく

判 定
はんてい

は 本 人
ほんにん

または 配 偶 者
はいぐうしゃ

（児童
じどう

は

保護者
ほ ご し ゃ

）」「上 限
じょうげん

が１割
わり

の応
おう

能
のう

負担
ふたん

」へ変 更
へんこう

されることから、いわゆる 高 額
こうがく

所 得
しょとく

を有
ゆう

する者
もの

についても利用者
りようしゃ

負担
ふたん

が過 重
かじゅう

になる可能性
かのうせい

は低
ひく

く、理念的
りねんてき

理由
りゆう

だけ

をもって、「つなぎ」法
ほう

の負担
ふたん

構 造
こうぞう

を否定
ひてい

する積 極 的
せっきょくてき

な理由
りゆう

は乏
とぼ

しい。同時
どうじ

に、

検 討
けんとう

すべき 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の 性 格
せいかく

やあり 方
かた

に 関
かん

する議論
ぎろん

も 不 十 分
ふじゅうぶん

である 感
かん

は 否
いな

めない。 

さらに、総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）において、福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の対 象
たいしょう

拡 大
かくだい

と 質 的
しつてき

拡 充
かくじゅう

を優 先
ゆうせん

したいのであれば、「 無 償
むしょう

」は現 実 的
げんじつてき

とは考
かんが

えられない。また、介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

と 全
まった

くかい離
り

した負担
ふたん

構 造
こうぞう

が 国 民 的
こくみんてき

理解
りかい

を得
え

られるかということにも

配 慮
はいりょ

すべきである。 

なお、これについては自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

についても同 様
どうよう

である。 

 

【水津
すいづ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん
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35 ページ
ぺ ー じ

 

Ⅰ－7  利用者
りようしゃ

負担
ふたん

 

【表 題
ひょうだい

】利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について  

【結 論
けつろん

】  

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

は、収 入
しゅうにゅう

に応
おう

じて支払
しはら

うことが妥当
だとう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

利用者
り よ う し ゃ

の負担
ふ た ん

は、応
おう

能
のう

負担
ふ た ん

とすべきである。  

医療
いりょう

、介護
か い ご

など他
た

の制度
せ い ど

との整合性
せいごうせい

が求
もと

められる中
なか

にあって、定額
ていがく

ではなく、負担
ふ た ん

能力
のうりょく

に応
おう

じたものとするものである。  

障害者
しょうがいしゃ

であっても、社会的
しゃかいてき

責任
せきにん

として、収入
しゅうにゅう

に応
おう

じた負担
ふ た ん

をすることでなければ、

国民
こくみん

の理解
り か い

が得
え

られないのではないか。  

財源
ざいげん

確保
か く ほ

が厳
きび

しい我
わ

が国
くに

の財政
ざいせい

状況
じょうきょう

において、制度
せ い ど

の拡充
かくじゅう

を求
もと

め、一方
いっぽう

で、利用料
りようりょう

を

無償
むしょう

とするまとめは、あまりにも現実
げんじつ

離
ばな

れしている。  

社会
しゃかい

・国民
こくみん

からの共感
きょうかん

や、支持
し じ

されない制度
せ い ど

・施策
し さ く

はもろく持続性
じ ぞ く せ い

に欠
か

けることに

なる。  

 

 

【田中
たなか

（伸
のぶ

）委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

 【表 題
ひょうだい

】利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について中
なか

の第
だい

１番目
ばんめ

の【結 論
けつろん

】 

「○ただし、高 額
こうがく

な収 入
しゅうにゅう

のある者
もの

等
とう

には、」 

 「未成年
みせいねん

の障 害 者
しょうがいしゃ

の場合
ばあい

は世帯
せたい

主
しゅ

の収 入
しゅうにゅう

とする」 

≪内 容
ないよう

≫ 

（追加
ついか

） 

１ 「高 額
こうがく

な」の前
まえ

に「一部
いちぶ

の限
かぎ

られた」という用語
ようご

を付
ふ

す。 

（削 除
さくじょ

） 

２ 「所 得
しょとく

のある者
もの

等
とう

」の「等
とう

」の一文字
ひ と も じ

を削
さく

除
じょ

する。 

（検 討
けんとう

要 望
ようぼう

） 

３ 「世帯
せたい

主
しゅ

」を収 入
しゅうにゅう

認 定
にんてい

の基 準
きじゅん

とする場合
ばあい

、基本
きほん

合意
ごうい

では「障 害 児 者
しょうがいじしゃ

本 人
ほんにん

」
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とされているとしても、部会
ぶかい

の意見
いけん

としては「世帯
せたい

主
しゅ

」を収 入
しゅうにゅう

認 定
にんてい

の基 準
きじゅん

と

するという確 認
かくにん

をとる必 要
ひつよう

があると思
おも

われます。 

≪理由
りゆう

≫ 

１ 「高 額
こうがく

な収 入
しゅうにゅう

のある者
もの

等
とう

」 

（１） 「高 額
こうがく

な」 

この 表 現
ひょうげん

については、 説 明
せつめい

部分
ぶぶん

で 最 高
さいこう

税 率
ぜいりつ

が課
か

される 年 収
ねんしゅう

１８００ 万 円
まんえん

以 上
いじょう

等
とう

の具体的
ぐたいてき

な例示
れいじ

がなされていませんので、どの程度
ていど

の収 入
しゅうにゅう

が「高 額
こうがく

」

にあたるのかということについて、 捉
とら

え方
かた

が区々
く く

になる可能性
かのうせい

があります。 

 「一部
いちぶ

の極
きわ

めて」という 表 現
ひょうげん

を付
ふ

すことが不適当
ふてきとう

であれば、「一部
いちぶ

の限
かぎ

られ

た」という表 現
ひょうげん

を付
ふ

すなどして、ある程度
ていど

絞
しぼ

りをかけているニュアンス
に ゅ あ ん す

を示
しめ

す

必 要
ひつよう

があると考
かんが

えられます。この点
てん

は、是非
ぜ ひ

とも検 討
けんとう

をお願
ねが

いしたい点
てん

です。 

（２） 「所 得
しょとく

のある者
もの

等
とう

」 

 また、「等
とう

」の一文字
ひ と も じ

が入
はい

ることで、高 額
こうがく

な所 得
しょとく

のある場合
ばあい

以外
いがい

にも、負担
ふたん

を求
もと

める場合
ばあい

があり得
え

るということになってしまいますので、これは 削 除
さくじょ

して

頂
いただ

きたいと考
かんが

えます。 

 

２ 収 入
しゅうにゅう

認 定
にんてい

を世帯
せたい

主
しゅ

基 準
きじゅん

とすることについて  

 この点
てん

については、成 年
せいねん

障 害 者
しょうがいしゃ

が「本 人
ほんにん

基 準
きじゅん

」とすることとの平 仄
ひょうそく

を合
あ

わ

せるという趣旨
しゅし

で、 障 害 児
しょうがいじ

には「世帯
せたい

主
しゅ

基 準
きじゅん

」とすることが合理的
ごうりてき

であると

いうことかもしれません。  

 しかし、基本
きほん

合意
ごうい

によれば、利用者
りようしゃ

負担
ふたん

のあり方
かた

について、「障 害 児 者
しょうがいじしゃ

本 人
ほんにん

」

のみで行
おこな

うことが明記
めいき

されています。  

 従
したが

って、この点
てん

は議論
ぎろん

が必 要
ひつよう

になると思
おも

われます。基本
きほん

合意
ごうい

と異
こと

なる内 容
ないよう

を

挿 入
そうにゅう

するのであれば、 尐
すく

なくとも部会
ぶかい

での確 認
かくにん

をお願
ねが

いしたい点
てん

です。 
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Ⅰ－７ 利用者
りようしゃ

負担
ふたん

 

【表 題
ひょうだい

】自立
じりつ

支援
しえん

医 療
いりょう

の利用者
りようしゃ

負担
ふたん

について  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ－７（利用者
りようしゃ

負担
ふたん

）またはⅡ－４（ 財 政
ざいせい

のあり方
かた

に（４）を新 設
しんせつ

）、あるい

はⅢ－１（医 療
いりょう

）の何
いず

れかの項
こう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

難 病
なんびょう

等
とう

の 医療費
いりょうひ

の 公 的
こうてき

支援
しえん

につ いて 、 新
あら

たに 設置
せっち

され る 審議会
しんぎかい

（また は

検 討 会
けんとうかい

）の結 論
けつろん

が出
で

て、新
あたら

しい施策
しさく

が施行
しこう

されるまでの期間
きかん

、緊 急 的
きんきゅうてき

な措置
そ ち

と

して次
つぎ

の施策
しさく

を行
おこな

う。 

１． 特 定
とくてい

疾 患
しっかん

の指定
してい

を 現 在
げんざい

厚 労 省
こうろうしょう

が 研 究
けんきゅう

対 象
たいしょう

としているすべての 疾 患
しっかん

に拡 大
かくだい

する。 

２． 上 記
じょうき

以外
いがい

の疾 患
しっかん

で特 別
とくべつ

の支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする疾 患
しっかん

。 

３． 小 児
しょうに

慢 性
まんせい

特 定
とくてい

疾 患
しっかん

のキャリーオーバ
き ゃ り ー お ー ば

ー問 題
もんだい

の解 決
かいけつ

。 

４． 高 額
こうがく

療 養 費
りょうようひ

の当事者
とうじしゃ

負担
ふたん

限度
げんど

額
がく

の大 幅
おおはば

切
き

り下
さ

げ 

５． 上 記
じょうき

施策
しさく

については、従 来
じゅうらい

の制度
せいど

・財 源
ざいげん

にとらわれない臨時的
りんじてき

な緊 急
きんきゅう

特 別
とくべつ

な財 源
ざいげん

措置
そ ち

を行
おこな

う。 

≪理由
りゆう

≫ 

今 回
こんかい

開示
かいじ

された各委員
かくいいん

からの意見
いけん

対 応
たいおう

の整理
せいり

過程
かてい

をみると、 難 病
なんびょう

等
とう

医療費
いりょうひ

の

公 的
こうてき

支援
しえん

に 関
かん

しては、 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

との一部
いちぶ

関 連
かんれん

を 認
みと

めつつも、ほとんどが

「今後
こんご

の検 討
けんとう

課題
かだい

」とされている。  

一 般
いっぱん

社 会 人
しゃかいじん

や 同
おな

じ 障 害 者 間
しょうがいしゃかん

でも、 不 平 等
ふびょうどう

と不公平
ふこうへい

が 拡 大
かくだい

し、 稀 尐
きしょう

難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

や一部
いちぶ

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

への医 療
いりょう

・福祉
ふくし

は、著
いちじる

しい差別的
さべつてき

待 遇
たいぐう

を受
う

けてい

るといっても過言
かごん

ではない状 況
じょうきょう

である。 

障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の 制 定
せいてい

・ 立 法
りっぽう

の理念
りねん

から見
み

ても、その 深 刻
しんこく

さは

放置
ほうち

できない状 況
じょうきょう

になっている。生 存 権
せいぞんけん

、生 命
せいめい

の尊 厳
そんげん

にかかわる問 題
もんだい

でもあ

る。 

稀 尐
きしょう

難 病
なんびょう

で 現 在
げんざい

厚 労 省
こうろうしょう

が 研 究
けんきゅう

対 象
たいしょう

と し て い る 疾 患
しっかん

は 難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

克 服
こくふく

研 究
けんきゅう

事 業
じぎょう

として現 在
げんざい

344疾 患
しっかん

（うち医療費
いりょうひ

公費
こうひ

助 成
じょせい

対 象
たいしょう

疾 患
しっかん

56、都道府県
とどうふけん

に

よって重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

医 療
いりょう

対 象
たいしょう

になっている 患 者
かんじゃ

もあるが未調査
みちょうさ

）ある。 小 児
しょうに

慢 性
まんせい

特 定
とくてい

疾 患
しっかん

は 514疾 患
しっかん

あるが、20歳
さい

を過
す

ぎると医療費
いりょうひ

の公費
こうひ

助 成
じょせい

は打
う

ち切
き
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られる（いわゆる「キャリーオーバ
き ゃ り ー お ー ば

ー問 題
もんだい

」）。 

生 活
せいかつ

保 障
ほしょう

もない、 働
はたら

くにも 働
はたら

けない、 治
なお

る見込
み こ

みのない 疾 病
しっぺい

を抱
かか

え、 生 涯
しょうがい

高 額
こうがく

の医療費
いりょうひ

を負担
ふたん

し続
つづ

けなければならない 患 者
かんじゃ

は、どうしたら良
よ

いのか？、

その実 態
じったい

さえも調 査
ちょうさ

されていない。しかし、確 実
かくじつ

に前記
ぜんき

のような患 者
かんじゃ

・障 害 者
しょうがいしゃ

は多数
たすう

存 在
そんざい

する。 

難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

の医療費
いりょうひ

公費
こうひ

助 成
じょせい

の財 源
ざいげん

は、研 究 費
けんきゅうひ

であり非制度
ひ せ い ど

財 源
ざいげん

であること

から、現制度枠
げんせいどわく

の財 源
ざいげん

の大 幅
おおはば

な増 額
ぞうがく

か、現制度
げんせいど

にとらわれない財 源
ざいげん

が保
ほ

証
しょう

さ

れなければ、医療費
いりょうひ

の公費
こうひ

助 成
じょせい

の抜
ぬ

本 的
ほんてき

拡 充
かくじゅう

を望
のぞ

んでいる患 者
かんじゃ

のニーズ
に ー ず

には

応
こた

えられない。  

疾 病
しっぺい

特 性
とくせい

が世界的
せかいてき

にも日本
にほん

でも、急 性 期
きゅうせいき

疾 患
しっかん

から慢性期
まんせいき

疾 患
しっかん

に変化
へんか

してきて

いる現 状
げんじょう

で、この変化
へんか

に対 応
たいおう

する全 体
ぜんたい

の医療費
いりょうひ

のありかたについても、難 病
なんびょう

・

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

に関
かか

わる医療費
いりょうひ

のあり方
かた

についても見直
みなお

し検 討
けんとう

は避
さ

けられない。審
しん

議会
ぎかい

（または検 討 会
けんとうかい

）も、結 論
けつろん

までには相 当
そうとう

の時間
じかん

が必 要
ひつよう

とされるであろう。  

その検 討
けんとう

の結 論
けつろん

が出
で

るまで、難 病
なんびょう

等
とう

患 者
かんじゃ

への医療費
いりょうひ

は現 状
げんじょう

のままであって良
よ

い筈
はず

はない。 

総 合
そうごう

福祉
ふくし

法 制
ほうせい

定時
ていじ

に、臨時的
りんじてき

措置
そ ち

にしろ、財 源
ざいげん

拡 充
かくじゅう

を含
ふく

めた緊 急 的
きんきゅうてき

対 応
たいおう

が

必 要
ひつよう

である。 
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Ⅰ－８ 報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

【表 題
ひょうだい

】報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

の基本
きほん

理念
りねん

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅰ－８ 報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

【表 題
ひょうだい

】報 酬
ほうしゅう

における基本的
きほんてき

方 針
ほうしん

と水 準
すいじゅん

 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-８ 報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

【表 題
ひょうだい

】事 業
じぎょう

報 酬
ほうしゅう

における基本的
きほんてき

方 針
ほうしん

と水 準
すいじゅん

 

【説 明
せつめい

】 

 46ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「収 支
しゅうし

を黒字
くろじ

にするために定 員
ていいん

超 過
ちょうか

などで凌
しの

いでいる」を「利用者
りようしゃ

の入 院
にゅういん

等
とう

による 減 算
げんざん

に 対 応
たいおう

していく 為
ため

に 定 員
ていいん

を 超 過
ちょうか

する 等
とう

の 運 営
うんえい

を 必 要
ひつよう

としてい

る」に修 正
しゅうせい

。 

 

≪理由
りゆう

≫ 

利用率
りようりつ

90％～ 95％で 採 算
さいさん

レベル
れ べ る

と 示
しめ

す 文 言
もんごん

に 続
つづ

けて、「黒字化
く ろ じ か

の 為
ため

に 定 員
ていいん

超 過
ちょうか

で凌
しの

いでいる」は語気
ご き

が強
つよ

すぎるため。 
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Ⅰ－８ 報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

【表 題
ひょうだい

】報 酬
ほうしゅう

の支払
しはら

い方 式
ほうしき

について  

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

Ⅰ－８ 報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

【表 題
ひょうだい

】報 酬
ほうしゅう

の支払
しはら

い方 式
ほうしき

について 

【結 論
けつろん

】一
ひと

つ目
め

の○ 

40ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

結 論
けつろん

】の一
ひと

つ目
め

の○を下記
か き

のとおり修 正
しゅうせい

する。 

（修 正
しゅうせい

） 

○施設
しせつ

系
けい

事 業
じぎょう

報 酬
ほうしゅう

を「利用者
りようしゃ

個別
こべつ

給 付
きゅうふ

報 酬
ほうしゅう

」（利用者
りようしゃ

への個別
こべつ

支援
しえん

に関
かん

する

費用
ひよう

）と「事 業
じぎょう

運 営
うんえい

報 酬
ほうしゅう

」（人件費
じんけんひ

・固定
こてい

経費
けいひ

・一 般
いっぱん

管理費
か ん り ひ

）に大 別
たいべつ

し、前 者
ぜんしゃ

を原 則
げんそく

日払
ひばら

いとし、後 者
こうしゃ

を原 則
げんそく

月 払
つきばら

いとする。 

↓ 

○報 酬
ほうしゅう

の支払
しはら

い方 法
ほうほう

は日
ひ

払
はら

いを原 則
げんそく

とする。 

≪理由
りゆう

≫ 

根 拠
こんきょ

を 安 定 的
あんていてき

な 事 業
じぎょう

経 営
けいえい

を 中 心
ちゅうしん

と し て い る が 、 安 定 的
あんていてき

な 事 業
じぎょう

経 営
けいえい

の

重 要 性
じゅうようせい

について異論
いろん

はないが、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の収 入
しゅうにゅう

の問 題
もんだい

を安易
あんい

に日 額 制
にちがくせい

に結
むす

び

つけるべきではなく、報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

に注 目
ちゅうもく

すべきと考
かんが

える。さもなければ、日 額 制
にちがくせい

との因果
いんが

関 係
かんけい

について、全 国
ぜんこく

の経 営
けいえい

実 態
じったい

の根 拠
こんきょ

を示
しめ

す必 要
ひつよう

がある。 

また、【結 論
けつろん

】にある給 付
きゅうふ

の仕組
し く

みが理解
りかい

できない。 

利用者
りようしゃ

への 給 付
きゅうふ

は「利用者
りようしゃ

への個別
こべつ

支援
しえん

に 関
かん

する費用
ひよう

」とし、「人件費
じんけんひ

・固定
こてい

経費
けいひ

・一 般
いっぱん

管理費
か ん り ひ

」は事
じ

業 者
ぎょうしゃ

への給 付
きゅうふ

とするようだが、支 給
しきゅう

決 定
けってい

される利用者
りようしゃ

へのサービス
さ ー び す

に要
よう

する費用
ひよう

は、利用者
りようしゃ

個々
こ こ

の支援
しえん

にニーズ
に ー ず

により異
こと

なり、その多
おお

くは人件費
じんけんひ

（職 員
しょくいん

配置
はいち

）といえる。 

つまり、「利用者
りようしゃ

への個別
こべつ

支援
しえん

に関
かん

する費用
ひよう

」は本 来
ほんらい

人件費
じんけんひ

が中 心
ちゅうしん

である。こ

の利用者
りようしゃ

個々
こ こ

により異
こと

なる費用
ひよう

を切
き

り離
はな

して、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

に対
たい

して月 額
げつがく

報 酬
ほうしゅう

とし

て支 給
しきゅう

するということなのか。利用者
りようしゃ

のニーズ
に ー ず

に基
もと

づいた選 択
せんたく

利用
りよう

はどうなる

のか。 



 

88 

 

また、これまでの個別
こべつ

給 付
きゅうふ

（利用者
りようしゃ

への給 付
きゅうふ

）を背 景
はいけい

とした利用
りよう

契 約
けいやく

制度
せいど

（事
じ

業 者
ぎょうしゃ

との対 等
たいとう

の関 係
かんけい

）はどのようになるのか。  

よって、報 酬
ほうしゅう

の支払
しはら

い方 法
ほうほう

は日
ひ

払
はら

いを原 則
げんそく

とし、事 業 所
じぎょうしょ

の収 入
しゅうにゅう

の安 定
あんてい

した

確保
かくほ

については、その 報 酬
ほうしゅう

単価
たんか

設 定
せってい

ならびに契 約
けいやく

と 異
こと

なって利用
りよう

しない場合
ばあい

の取 扱
とりあつか

いなどについて検 討
けんとう

していく必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【田中
たなか

（正
まさ

）委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

４６ページ
ぺ ー じ

 

  31行 目
ぎょうめ

 

○ 施設
し せ つ

系
けい

事業
じぎょう

支援
し え ん

にかかる報酬
ほうしゅう

をについては、「利用者
り よ う し ゃ

個別
こ べ つ

給付
きゅうふ

報酬
ほうしゅう

」（利用者
り よ う し ゃ

へ

の個別
こ べ つ

支援
し え ん

に関
かん

する費用
ひ よ う

）と「事業
じぎょう

運営
うんえい

報酬
ほうしゅう

」（人件費
じ ん け ん ひ

・固定
こ て い

経費
け い ひ

・一般
いっぱん

管理費
か ん り ひ

）

に大別
たいべつ

する。前者
ぜんしゃ

を原則
げんそく

日払
ひ ば ら

いとし、後者
こうしゃ

を原則
げんそく

月払
つきばら

いとする。 

≪内容
ないよう

≫ 

前者
ぜんしゃ

を原則
げんそく

日払
ひ ば ら

いとし、後者
こうしゃ

を原則
げんそく

月払
つきばら

いとする。  

⇒後者
こうしゃ

を原則
げんそく

月払
つきばら

いとし、前者
ぜんしゃ

の登録
とうろく

実績
じっせき

（日数
にっすう

などの利用
り よ う

実態
じったい

）に応
おう

じた支払
し は ら

い

とする。 

≪理由
り ゆ う

≫ 

事 業
じぎょう

運 営
うんえい

報 酬
ほうしゅう

を月 払
つきばら

いとすると、行 政
ぎょうせい

の無理解
む り か い

が固定化
こ て い か

してしまい（ 現 在
げんざい

で

も、 複 数
ふくすう

事 業 所
じぎょうしょ

を利用
りよう

することに 対
たい

して利用者
りようしゃ

へのメリット
め り っ と

が理解
りかい

されてい

ない）、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

の囲
かこ

い込
こ

みならびにモラルハザード
も ら る は ざ ー ど

を誘 引
ゆういん

する恐
おそ

れがあるため。 

 

【三
み

浦
うら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ-８ 報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

【表 題
ひょうだい

】報 酬
ほうしゅう

の支払
しはら

い方 式
ほうしき

について 

【説 明
せつめい

】 

 47ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「加算
かさん

はあくまで、その標 準 的
ひょうじゅんてき

水 準
すいじゅん

のオプション
お ぷ し ょ ん

と位置
い ち

づける」を「加算
かさん

は、

特 定
とくてい

事 業 所
じぎょうしょ

への正 当
せいとう

な評 価
ひょうか

と位置
い ち

づける」に修 正
しゅうせい

。 
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≪理由
りゆう

≫ 

本 項
ほんこう

の理論
りろん

では、 残
のこ

る加算
かさん

は 現 在
げんざい

の 特 定
とくてい

事 業 所
じぎょうしょ

加算
かさん

程度
ていど

と 思
おも

われるので、

加算
かさん

を 取 得
しゅとく

できる 事 業 所
じぎょうしょ

が、 対 外 的
たいがいてき

にサービス
さ ー び す

の 提 供
ていきょう

体 制
たいせい

を 示
しめ

せる付加
ふ か

価値的
か ち て き

な意味合
い み あ

いを表 現
ひょうげん

してもらいたい。 
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Ⅰ－８ 報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

【表 題
ひょうだい

】人 材
じんざい

確保
かくほ

施策
しさく

における基本的
きほんてき

視点
してん

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－８ 報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

【表 題
ひょうだい

】福祉
ふくし

従 事 者
じゅうじしゃ

の賃 金
ちんぎん

における基本的
きほんてき

方 針
ほうしん

と水 準
すいじゅん

 

 

【斎 藤
さいとう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

８、「７月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

４８ページ
ぺ ー じ

〔結 論
けつろん

〕 

Ⅰ-８報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（削 除
さくじょ

） 

「国家
こっか

公務員
こうむいん

の「福祉
ふくし

職
しょく

俸 給 表
ほうきゅうひょう

」と同 等
どうとう

の年 収
ねんしゅう

水 準
すいじゅん

が確保
かくほ

できるだけの事 業
じぎょう

報 酬
ほうしゅう

とする」 

≪理由
りゆう

≫ 

このような 事 業
じぎょう

報 酬
ほうしゅう

を 実 現
じつげん

しようとするならばそれは 単
たん

に障 害 者
しょうがいしゃ

分野
ぶんや

にと

どまらずあらゆる 民 間
みんかん

福祉
ふくし

に波 及
はきゅう

せねばならず、全
まった

く非現実的
ひげんじつてき

である。 

 

【中原
なかはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

  42ページ
ぺ ー じ

 

  【表 題
ひょうだい

】福祉
ふくし

従 事 者
じゅうじしゃ

の賃 金
ちんぎん

における基本的
きほんてき

方 針
ほうしん

と水 準
すいじゅん

 

  【結 論
けつろん

】 

 

  43ページ
ぺ ー じ

6行 目
ぎょうめ

」 

≪内 容
ないよう

≫ 

○・・・国家
こっか

公務員
こうむいん

の「福祉
ふくし

職
しょく

俸 給 表
ほうきゅうひょう

」と同 等
どうとう

のに準
じゅん

じた年 収
ねんしゅう

給 与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

が確保
かくほ

できるだけの報 酬
ほうしゅう

とする。 

・・・・「福祉
ふくし

職
しょく

俸 給 表
ほうきゅうひょう

」による給 与
きゅうよ

支 給
しきゅう

を確保
かくほ

出来
で き

る水 準
すいじゅん

とすることを法定化
ほうていか

する。これにより・・・・以下
い か

すべて削 除
さくじょ

 

≪理由
りゆう

≫ 

「福祉
ふくし

職
しょく

俸 給 表
ほうきゅうひょう

」の法定化
ほうていか

については、民間事
みんかんじ

業 者
ぎょうしゃ

の職 員
しょくいん

給 与
きゅうよ

水 準
すいじゅん

を 国
くに

が

細部
さいぶ

まで決
き

めることとなり、 困 難
こんなん

と考
かんが

えられる。 
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Ⅰ－８ 報 酬
ほうしゅう

と人 材
じんざい

確保
かくほ

 

【表 題
ひょうだい

】人 材
じんざい

養 成
ようせい

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－９ 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

 

【表 題
ひょうだい

】「地域
ちいき

基盤
きばん

10カ年
かねん

戦 略
せんりゃく

」（仮 称
かしょう

）策 定
さくてい

の法定化
ほうていか

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ－９ 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

 素案
そあん

 

【表 題
ひょうだい

】 「地域
ちいき

基盤
きばん

整備
せいび

１０ｶ年
とし

戦 略
せんりゃく

」（仮 称
かしょう

）の法定化
ほうていか

 

【結 論
けつろん

】 

４５ページ
ぺ ー じ

 

 ９行 目
ぎょうめ

 

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

存 在
そんざい

しないために 

≪理由
りゆう

≫ 

利用者
りようしゃ

の身近
みぢか

に存 在
そんざい

しないことから 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】 

４５ページ
ぺ ー じ

 

 ９行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

緊 急
きんきゅう

一 時 預
いちじあずかり

かりを含
ふく

むショートスティ
し ょ ー と す て ぃ

や 

 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

と暮
く

らす 親
おや

にとって急 病
きゅうびょう

や 葬 祭
そうさい

時
じ

に預
あず

かるシステム
し す て む

の確 立
かくりつ

を 望
のぞ

んで

いるため 

 

【坂 本
さかもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

骨 格
こっかく

提 言
ていげん

素案
そあん

（７月
がつ

２６日
にち

提 案
ていあん

）修 正 版
しゅうせいばん

 ４５ページ
ぺ ー じ

 

＜「地域
ちいき

基盤
きばん

整備
せいび

10カ年
かねん

戦 略
せんりゃく

」（仮 称
かしょう

）策 定
さくてい

の法定化
ほうていか

＞ 
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≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

部分
ぶぶん

に以下
い か

の文 章
ぶんしょう

を追加
ついか

】 

しかしながら、現 段 階
げんだんかい

では、まだ議論
ぎろん

が十 分
じゅうぶん

に熟
じゅく

していないため、既存
きそん

の計 画
けいかく

との関 係 性
かんけいせい

をよく整理
せいり

した上
うえ

で、議論
ぎろん

を深
ふか

めていく必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

町
まち

では既
すで

に障 害 者
しょうがいしゃ

基本
きほん

計 画
けいかく

や障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

を作 成
さくせい

しており、その中
なか

に障 害
しょうがい

福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の基盤
きばん

整備
せいび

や地域
ちいき

移行
いこう

の目 標
もくひょう

等
とう

は定
さだ

めているところであり、これ

らの 計 画
けいかく

との 関 係 性
かんけいせい

を 十 分
じゅうぶん

整理
せいり

していただく 必 要
ひつよう

がある。 新
あら

たな 計 画
けいかく

の

策 定
さくてい

ということになれば、地方
ちほう

自治体
じ ち た い

に負担
ふたん

が生
しょう

じることになるので、既存
きそん

の

計 画
けいかく

との関 係 性
かんけいせい

をよく整理
せいり

した上
うえ

で、新
あら

たな制度
せいど

に盛
も

り込
こ

むか検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

で

ある。 
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Ⅰ－９ 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

 

【表 題
ひょうだい

】障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅰ－９ 地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

生 活
せいかつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

 

 

【門屋
かどや

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

48P  

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

生 活
せいかつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

 

【結 論
けつろん

】一 番
いちばん

○ 『 』を挿 入
そうにゅう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

地域
ちいき

における既存
きそん

の社 会
しゃかい

資源
しげん

を有機的
ゆうきてき

に連 携
れんけい

させ、『その地域
ちいき

に暮
く

らす障 害
しょうがい

の

ある本 人
ほんにん

の個別
こべつ

相 談
そうだん

支援
しえん

から』地域
ちいき

全 体
ぜんたい

にかかる課題
かだい

を・・・・・・・  

≪理由
りゆう

≫ 

この協
きょう

議会
ぎかい

では、仮 称
かしょう

個別
こべつ

支援
しえん

会議
かいぎ

などの個別
こべつ

相 談
そうだん

支援
しえん

の検 討
けんとう

が行
おこな

われ、そ

の中
なか

から地域
ちいき

課題
かだい

を抽
ちゅう

出
で

する必 要
ひつよう

がある。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

二
ふた

つ目
め

の○ 『 』を挿 入
そうにゅう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

具体的
ぐたいてき

な協 議
きょうぎ

の場
ば

とするほか、『部会
ぶかい

などを設
もう

けて相 談
そうだん

支援
しえん

、就 労
しゅうろう

、教 育
きょういく

、児童
じどう

、

住 居
じゅうきょ

などなどの不快
ふかい

を設
もう

けるなどして資源
しげん

開 発
かいはつ

などに取
と

り組
く

む。』 

≪理由
りゆう

≫ 

現 状
げんじょう

の自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

は地域
ちいき

格差
かくさ

が大
おお

きいが、役立
やくだ

っていると実 感
じっかん

している

協
きょう

議会
ぎかい

の運 営
うんえい

は、いくつもの部会
ぶかい

を設
もう

けて活 発
かっぱつ

にやっているところもある。  
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Ⅰ－１０ 地域
ちいき

移行
いこう

 

【表 題
ひょうだい

】「地域
ちいき

移行
いこう

」の法定化
ほうていか

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

Ⅰ－１０ 地域
ちいき

移行
いこう

 

49ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

地域
ちいき

での支援付
し え ん づ

き住
す

まいの整備
せいび

がまず 必 要
ひつよう

なのであって、施設
しせつ

等
とう

からの地域
ちいき

移行
いこう

はそのニーズ
に ー ず

の一部
いちぶ

であると考
かんが

える。 

第
だい

17回
かい

総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

で小田島
お だ じ ま

委員
いいん

からも一人暮
ひ と り ぐ

らしへの支援
しえん

が 必 要
ひつよう

との意見
いけん

が出
で

ているが、地域
ちいき

での支援付
し え ん つ

き住
す

まいの整備
せいび

が抜
ぬ

けている。 

≪理由
りゆう

≫ 

地域
ちいき

の支援付
し え ん つ

き住
す

まいを 必 要
ひつよう

としている 人
ひと

には、 在 宅
ざいたく

からのケース
け ー す

（ 親
おや

の

高齢化
こうれいか

や自立
じりつ

目 的
もくてき

など）と、その他
た

に施設
しせつ

・病 院
びょういん

の人
ひと

がいる。 前 者
ぜんしゃ

のほうが

圧 倒 的
あっとうてき

に大
おお

きなニーズ
に ー ず

である。 

施設
しせつ

や 病 院
びょういん

から地域
ちいき

移行
いこう

することが 法
ほう

の 上 位 目 的
じょういもくてき

となっているが、地域
ちいき

の

基盤
きばん

整備
せいび

を優 先
ゆうせん

する事
こと

が重 要
じゅうよう

である。 

施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

の問 題
もんだい

はその結果
けっか

として必 要
ひつよう

最 小 限
さいしょうげん

になると考
かんが

える。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

｢7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

｣ 

Ⅰ－１０ 地域
ちいき

移行
いこう

 

49ページ
ぺ ー じ

 

下
した

から 7行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

特
とく

に、長 期
ちょうき

入 所 者
にゅうしょしゃ

、入 院 者
にゅういんしゃ

については、緊 急
きんきゅう

に人 権
じんけん

が回 復
かいふく

されるよう支援
しえん

すべきである。地域
ちいき

移行
いこう

出来
で き

ない理由
りゆう

を調
しら

べ、早 急
さっきゅう

に地域
ちいき

移行
いこう

計 画
けいかく

に組
く

み込
こ

む

必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

長 期
ちょうき

入 所
にゅうしょ

・入 院
にゅういん

そのものが人 権
じんけん

侵 害
しんがい

と言
い

う意味
い み

なのか、または 人 権
じんけん

侵 害
しんがい

が
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施設内
しせつない

で行
おこな

われていることを 問 題
もんだい

にしているのかが不明
ふめい

。 

人 権
じんけん

侵 害
しんがい

はグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

、また入 所
にゅうしょ

・入 院
にゅういん

施設
しせつ

、在 宅
ざいたく

でも現
げん

に存
そん

在
ざい

している。 

長 期
ちょうき

と言
い

う意味
い み

が曖 昧
あいまい

。 
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Ⅰ－１０ 地域
ちいき

移行
いこう

 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

移行
いこう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

と地域
ちいき

定 着
ていちゃく

支援
しえん

 

 

【氏
うじ

田
た

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

Ⅰ－１０ 地域
ちいき

移行
いこう

 

50ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

移行
いこう

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

と地域
ちいき

定 着
ていちゃく

支援
しえん

 

【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

〇施設
しせつ

・病 院
びょういん

の職 員
しょくいん

はそれぞれの 専 門 性
せんもんせい

を高
たか

め、地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

の専 門
せんもん

職
しょく

と

しての役 割
やくわり

を果
は

たせるよう移行
いこう

支援
しえん

プログラム
ぷ ろ ぐ ら む

を利用
りよう

できるようにする。 

施設
しせつ

・病 院
びょういん

は地域
ちいき

移行
いこう

のための責 任
せきにん

を担
にな

う。また、制度的
せいどてき

にそのための保 障
ほしょう

を

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 状
げんじょう

の支援
しえん

が、施設
しせつ

・病
びょう

院 内
いんない

支援
しえん

にとどまっている 事
こと

が地域
ちいき

移行
いこう

を困 難
こんなん

にし

ている。 

特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

（中 学
ちゅうがく

・高 校
こうこう

）の進路
しんろ

指導
しどう

や就 職
しゅうしょく

支援
しえん

と比較
ひかく

すれば明 確
めいかく

だが、

地域
ちいき

移行
いこう

の仕事
しごと

は 入 所 中
にゅうしょちゅう

から施設側
しせつがわ

も 担
にな

わなければならない。たとえば、

移行先
いこうさき

に、ある期間
きかん

住
す

むのを試
ため

すなどもひとつの 方 法
ほうほう

である。いまの制度
せいど

はの

り代
しろ

がない。 

個々
こ こ

の職 員
しょくいん

の問 題
もんだい

ではなく、役 割
やくわり

設 定
せってい

の門
もん

である。 
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Ⅰ－１０ 地域
ちいき

移行
いこう

 

【表 題
ひょうだい

】施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

に対
たい

する支援
しえん

について  

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

１）51ページ
ぺ ー じ

（７．２６提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

） 

【表 題
ひょうだい

】施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

に対
たい

する支援
しえん

 

９行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

「利用者
りようしゃ

の意向
いこう

把握
はあく

と自己
じ こ

決 定
けってい

（支援付
しえんつき

自己
じ こ

決 定
けってい

も含
ふく

む）が 尊 重
そんちょう

されるよう

にする」 

を、「利用者
りようしゃ

の意向
いこう

把握
はあく

と意思
い し

決 定
けってい

（意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

も含
ふく

む）が尊 重
そんちょう

されるよう

にする」に変 更
へんこう

。 

≪理由
りゆう

≫ 

改 正
かいせい

障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

の「意思
い し

決 定
けってい

の支援
しえん

」の表 記
ひょうき

にあわせて、「意思
い し

決 定
けってい

」の

表 記
ひょうき

に統
とう

一
いつ

を図
はか

る。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

５１ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

に対
たい

する支援
しえん

 

≪内 容
ないよう

≫ 

ここで 提 案
ていあん

されている支援
しえん

体 系
たいけい

のサービス
さ ー び す

において、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

への意思
い し

決 定
けってい

支援
しえん

を含
ふく

むことを明記
めいき

する。 

「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」の策 定 者
さくていしゃ

を明記
めいき

する。 

その場合
ばあい

、現 行
げんこう

の障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

の「サービス
さ ー び す

管理
かんり

責 任 者
せきにんしゃ

」の見直
みなお

しにつ

いても明記
めいき

する。 

 

【河 﨑
かわさき

（建
たつ

）委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「7月
がつ

26日
にち

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

施設
しせつ

入所
にゅうしょ

について 

（52ページ
ぺ ー じ

） 
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【説 明
せつめい

】4～6行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

また、入所
にゅうしょ

施設
しせつ

から地域
ちいき

生活
せいかつ

移行
い こ う

をする際
さい

には、地域
ちいき

移行
い こ う

ホーム
ほ ー む

、退院
たいいん

支援
しえん

施設
しせつ

等
とう

のようなに、同一
どういつ

敷地内
しきちない

のに移行
い こ う

のための施設
しせつ

の是非
ぜ ひ

も含
ふくみ

めてを設置
せっち

するべきではな

いため、その在
あ

り方
かた

についてを検討
けんとう

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

地域
ちいき

移行
い こ う

作業
さぎょう

チーム
ち ー む

のメンバ
め ん ば

ーとして施設
しせつ

入所
にゅうしょ

についての説明
せつめい

の部分
ぶぶん

を見
み

ると「また、

入所
にゅうしょ

施設
しせつ

から地域
ちいき

生活
せいかつ

移行
い こ う

をする際
さい

には、地域
ちいき

移行
い こ う

ホーム
ほ ー む

、退院
たいいん

支援
しえん

施設
しせつ

等
とう

のよう

に、同一
どういつ

敷地内
しきちない

に移行
い こ う

のための施設
しせつ

を設置
せっち

するべきではない。」と書
か

かれているが、

十分
じゅうぶん

議論
ぎろん

がされていない中
なか

で断定的
だんていてき

な書
か

き方
かた

をするべきではない。 

 



 

102 

 

Ⅱ－1．旧 法
きゅうほう

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

への移行
いこう

について 

【表 題
ひょうだい

】旧 法
きゅうほう

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

への移行
いこう

について  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅱ－１ 旧 法
きゅうほう

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

への移行
いこう

について 

【表 題
ひょうだい

】旧 法
きゅうほう

から自立
じりつ

支援法
しえんほう

の事 業
じぎょう

体 系
たいけい

への移行
いこう

について 

【説 明
せつめい

】 

１５ページ
ぺ ー じ

 ３行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 また、移行
いこう

を予定
よてい

していた事 業 所
じぎょうしょ

は、東 日 本
ひがしにほん

大 震 災
だいしんさい

 

≪理由
りゆう

≫ 

対 象
たいしょう

をはっきりとするため  

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

１５ページ
ぺ ー じ

 ５行 目
ぎょうめ

から６行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 現 行
げんこう

の 事 業
じぎょう

運 営
うんえい

安定化
あんていか

事 業
じぎょう

の１０ 割
わり

保 障
ほしょう

を 平 成
へいせい

２５ 年
ねん

３ 月
がつ

まで

延 長
えんちょう

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

既
すで

に移行
いこう

した 事 業 所
じぎょうしょ

との 公 平
こうへい

のため移行
いこう

しにくい 条 件
じょうけん

の緩和
かんわ

を 図
はか

る記 述
きじゅつ

を

求
もと

める。 
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Ⅱ－２．障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

と基金
ききん

事 業
じぎょう

について 

【表 題
ひょうだい

】①障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

を補完
ほかん

する基金
ききん

事 業
じぎょう

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－２．障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

と基金
ききん

事 業
じぎょう

について 

【表 題
ひょうだい

】②障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の体 系
たいけい

への移行
いこう

を支援
しえん

するための基金
ききん

事 業
じぎょう

につ

いて  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい 者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（ 仮 称
かしょう

）の 制 定
せいてい

以前
いぜん

に 早 急
さっきゅう

に 対 応
たいおう

を 要
よう

する課題
かだい

の

整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】①利用者
りようしゃ

負担
ふたん

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】①利用者
りようしゃ

負担
ふたん

 

【結 論
けつろん

】 

１８ページ
ぺ ー じ

 ３行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 介護
かいご

保険
ほけん

のサービス
さ ー び す

利用者
りようしゃ

負担
ふたん

を合
がっ

算
さん

し 

≪理由
りゆう

≫ 

何
なに

かをはっきりさせる。  

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】 

１８ページ
ぺ ー じ

 １行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 所 得
しょとく

保 障
ほしょう

が不 十 分
ふじゅうぶん

な中
なか

で、低 所 得 者
ていしょとくしゃ

 

≪理由
りゆう

≫ 

「なされない」は 現 状
げんじょう

にあたらない。  

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

１８ページ
ぺ ー じ

 ２行 目
ぎょうめ

から３行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

・削 除
さくじょ

 つなぎ法
ほう

で応
おう

能
のう

負担
ふたん

となり、新 法
しんぽう

が成 立
せいりつ

するまで軽 減
けいげん

策
さく

と合
あ

わ

せて継 続
けいぞく

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

０円
えん

という記 述
きじゅつ

は避
さ

ける。 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい 者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（ 仮 称
かしょう

）の 制 定
せいてい

以前
いぜん

に 早 急
さっきゅう

に 対 応
たいおう

を 要
よう

する課題
かだい

の

整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】②地域
ちいき

での自立
じりつ

した暮
く

らしのための支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 現
ひょうげん

】②地域
ちいき

での自立
じりつ

した暮
く

らしのための支援
しえん

の充 実
じゅうじつ

 

【結 論
けつろん

】 

１８ページ
ぺ ー じ

 ４行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 地域
ちいき

格差
かくさ

の解 消
かいしょう

の為
ため

に 

≪理由
りゆう

≫ 

「に」ではつながらない 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい 者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（ 仮 称
かしょう

）の 制 定
せいてい

以前
いぜん

に 早 急
さっきゅう

に 対 応
たいおう

を 要
よう

する課題
かだい

の

整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】③報 酬
ほうしゅう

構 造
こうぞう

の見直
みなお

し、加算
かさん

の整理
せいり

と報 酬
ほうしゅう

改 訂
かいてい

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい 者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（ 仮 称
かしょう

）の 制 定
せいてい

以前
いぜん

に 早 急
さっきゅう

に 対 応
たいおう

を 要
よう

する課題
かだい

の

整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】④介護
かいご

職 員
しょくいん

処 遇
しょぐう

改 善
かいぜん

交付
こうふ

金
きん

に関
かん

して  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい 者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（ 仮 称
かしょう

）の 制 定
せいてい

以前
いぜん

に 早 急
さっきゅう

に 対 応
たいおう

を 要
よう

する課題
かだい

の

整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】⑤通 所
つうしょ

サービス
さ ー び す

等
とう

利用
りよう

促 進
そくしん

事 業
じぎょう

の交付
こうふ

金
きん

に関
かん

して  

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ－３．新 法
しんぽう

準 備
じゅんび

に当
あ

たってのその他
た

の課題
かだい

 

「 障
しょう

がい 者
しゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（ 仮 称
かしょう

）の 制 定
せいてい

以前
いぜん

に 早 急
さっきゅう

に 対 応
たいおう

を 要
よう

する課題
かだい

の

整理
せいり

(当 面
とうめん

の課題
かだい

) 平 成
へいせい

23年
ねん

6月
がつ

7日
か

」に関
かか

わって等
とう

 

【表 題
ひょうだい

】⑥総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の策 定
さくてい

及
およ

び実施
じっし

のための調 査
ちょうさ

等
とう

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅱ-4-(1) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅱ－４－（１）障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

をＯＥＣＤ諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

２１ページ
ぺ ー じ

全 体
ぜんたい

 

≪内 容
ないよう

≫ 

削 除
さくじょ

、修 正
しゅうせい

 

【表 題
ひょうだい

】【結 論
けつろん

】とも「OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

」を削 除
さくじょ

し、障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の増 額
ぞうがく

とする。【結 論
けつろん

】では現 物
げんぶつ

給 付
きゅうふ

の水 準
すいじゅん

を OECD諸国並
しょこくな

みに引
ひ

き上
あ

げる 

≪理由
りゆう

≫ 

東 日 本
ひがしにほん

大 震 災
だいしんさい

で OECD水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

と記載
きさい

して国 民
こくみん

の理解
りかい

が得
え

られるか 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

Ⅱ-4-(1) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

【結 論
けつろん

】 

21ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

Ⅱ-4-(1) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

【結 論
けつろん

】 

○障 害 者
しょうがいしゃ

への現 物
げんぶつ

給 付
きゅうふ

の水 準
すいじゅん

を OECD の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に引
ひ

き上
あ

げる。 

↓ 

Ⅱ-4-(1) 障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の大 幅
おおはば

な増 額
ぞうがく

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の大 幅
おおはば

な増 額
ぞうがく

 

【結 論
けつろん

】 

○障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の大 幅
おおはば

な増 額
ぞうがく

が必 要
ひつよう

である。 
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○予算
よさん

の引
ひ

き上
あ

げに 際
さい

しては、障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の施行
しこう

に伴
ともな

うサービス
さ ー び す

利用
りよう

対 象 者
たいしょうしゃ

の増加
ぞうか

状 況
じょうきょう

と福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の 拡 充
かくじゅう

を踏
ふ

まえ、 目 標
もくひょう

達 成
たっせい

年次
ねんじ

を 定
さだ

めて

漸
ぜん

次的
じてき

に推 進
すいしん

する。 

 

（追加
ついか

） 

【説 明
せつめい

】 

（以下
い か

の文 章
ぶんしょう

を付
つ

け加
くわ

える。） 

我
わ

が 国
くに

は世界的
せかいてき

にも 突 出
とっしゅつ

した 財 政
ざいせい

赤字
あかじ

を 抱
かか

え、世界
せかい

でも 類
たぐい

を見
み

ない 尐 子
しょうし

高齢化
こうれいか

社 会
しゃかい

を迎
むか

えている。当 然
とうぜん

、それを支
ささ

える年 金
ねんきん

、医 療
いりょう

、福祉
ふくし

などの 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

制度
せいど

のあり 方
かた

とその 財 源
ざいげん

確保
かくほ

は、我
わ

が国
く

にとって 大
おお

きな課題
かだい

となってい

る。障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

に係
かかわ

る制度
せいど

並
なら

びに予算
よさん

の問 題
もんだい

は、これらと切
き

り離
はな

して検 討
けんとう

す

ることは困 難
こんなん

である。 

したがって、障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

への予算
よさん

配 分
はいぶん

の強 化
きょうか

については、国 民
こくみん

の理解
りかい

を得
え

る取
と

り組
く

みが重 要
じゅうよう

と考
かんが

える。特
とく

に、現 行
げんこう

の障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

における質 的
しつてき

充 実
じゅうじつ

に係
かかわ

る 大 幅
おおはば

な予算
よさん

の 増 額
ぞうがく

を 求
もと

める場合
ばあい

は、 医 療
いりょう

や 年 金
ねんきん

、福祉
ふくし

等
とう

を 含
ふく

めた 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

全 般
ぜんぱん

との 関 連
かんれん

のなかでの取組
とりく

みによって、 漸 進 的
ぜんしんてき

に 進
すす

めていくことが

適 当
てきとう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

我
わ

が国
くに

の障 害 者
しょうがいしゃ

関 係
かんけい

の公 的
こうてき

支 出
ししゅつ

（対
たい

GDP比
ひ

）が OECD諸 国
しょこく

に比
くら

べ低
ひく

い傾 向
けいこう

で

あることは 確
たし

かであろうが、これだけをもって我
わ

が 国
くに

の 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

関 係
かんけい

の

予算
よさん

の大 幅
おおはば

な拡 大
かくだい

を求
もと

めることには無理
む り

があると考
かんが

える。 

 また、「 障 害 者
しょうがいしゃ

への 現 物
げんぶつ

給 付
きゅうふ

の 水 準
すいじゅん

引
ひ

き上
あ

げ」という、利用者
りようしゃ

個々
こ こ

への

支 給 量
しきゅうりょう

の拡
ひろむ

大
だい

のみを強 調
きょうちょう

することは妥当
だとう

とは思
おも

われない。まず、我
わ

が国
く

にお

ける障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

関 係
かんけい

予算
よさん

が低 水 準
ていすいじゅん

である背 景
はいけい

として、障 害 者 率
しょうがいしゃりつ

が OECD諸 国
しょこく

（平 均
へいきん

14％）に比
くら

べて、4.4％と目立
め だ

って尐
すく

ないということに 注 目
ちゅうもく

する必 要
ひつよう

が

あると考
かんが

える。つまり、障 害
しょうがい

の定義
ていぎ

が OECD諸 国
しょこく

に比
くら

べ狭
せま

く限 定
げんてい

されたものに

なっており、言
い

い換
か

えれば、支援
しえん

が必 要
ひつよう

な「障 害 者
しょうがいしゃ

」に対
たい

して、その支援
しえん

が行
おこな

われていないという見方
みかた

もできるからである。つまり、それら障 害 者
しょうがいしゃ

への支援
しえん

の

拡 大
かくだい

が先
ま

ず重 要
じゅうよう

と考
かんが

える。また、全 国 的
ぜんこくてき

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

の基盤
きばん

整備
せいび

と拡 充
かくじゅう

が

重 要
じゅうよう

となる。 

また、【説 明
せつめい

】において、我
わ

が国
くに

の財 政
ざいせい

状 況
じょうきょう

等
とう

と現 実 的
げんじつてき

な対 応
たいおう

について全
まった

く

触
ふ

れないことは、説 得 力
せっとくりょく

を欠
か

く。なお、例
れい

として OECD諸 国
しょこく

との比較
ひかく

について
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言 及
げんきゅう

することは差
さ

し支
つか

えないと考
かんが

える。 

なお、障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

への基本的
きほんてき

な視点
してん

として以下
い か

のとおり付言
ふげん

する。 

○社会的意義
い ぎ

や 経 済 的
けいざいてき

効果
こうか

の視点
してん

からは、 障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を 含
ふく

めた 社 会
しゃかい

保 障
ほしょう

の

推 進
すいしん

が、安 心
あんしん

できる生 活
せいかつ

基盤
きばん

を確保
かくほ

することにより、安 定
あんてい

した社 会
しゃかい

や 経 済
けいざい

を

形 成
けいせい

するとともに、それらに 関 係
かんけい

する新
あら

たな産 業
さんぎょう

と雇用
こよう

の創 出
そうしゅつ

という効果
こうか

も

期待
きたい

できる。 

○障 害 者
しょうがいしゃ

関 係
かんけい

の公 的
こうてき

支 出
ししゅつ

（対
たい

GDP比
ひ

）が上 位
じょうい

の国
くに

においては、「障 害 者
しょうがいしゃ

」を

特 別
とくべつ

なものとして、その障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

の費用
ひよう

をネガティブ
ね が て ぃ ぶ

な社 会 的
しゃかいてき

コスト
こ す と

とし

て考
かんが

えるのではなく、「障 害 者
しょうがいしゃ

」は社 会
しゃかい

を構 成
こうせい

する市民
しみん

として位置
い ち

づけ、その

障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

はポジティブ
ぽ じ て ぃ ぶ

な費用対
ひようつい

効果
こうか

を期待
きたい

するものとなっているのではない

かと 考
かんが

える。それは、 障 害 者
しょうがいしゃ

が 救 貧
きゅうひん

や保護
ほ ご

の 対 象
たいしょう

ではなく、市民
しみん

としての

消 費 者
しょうひしゃ

さらには納 税 者
のうぜいしゃ

となって、経 済
けいざい

社 会
しゃかい

への貢 献
こうけん

をも期待
きたい

していると 考
かんが

えられる。我
わ

が国
く

においても、これら 社 会 的
しゃかいてき

意義
い ぎ

や費用対
ひようつい

効果
こうか

について積 極 的
せっきょくてき

に検 討
けんとう

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 

 

【坂 本
さかもと

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

２１ページ
ぺ ー じ

 

＜障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に＞ 

≪内 容
ないよう

≫ 

【結 論
けつろん

部分
ぶぶん

に以下
い か

の文 章
ぶんしょう

を追加
ついか

】 

しかしながら、 現 段 階
げんだんかい

では、まだ議論
ぎろん

が十 分
じゅうぶん

に熟
じゅく

していないため、引
ひ

き 続
つづ

き

議論
ぎろん

を深
ふか

めていく必 要
ひつよう

がある。 

≪内 容
ないよう

≫ 

上 記
じょうき

と同
おな

じ 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

21ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

を OECD諸 国
しょこく

の平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に 

≪内 容
ないよう

≫ 
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追加
ついか

として、結 論
けつろん

に 

○障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

予算
よさん

の大 幅
おおはば

な増 額
ぞうがく

を 

【説 明
せつめい

】 

財 政
ざいせい

の裏付
うらづ

けについては、 現 在
げんざい

、国
くに

をあげての議論
ぎろん

になっている税 金
ぜいきん

の集
あつ

め

方
かた

、使
つか

い方
かた

についての結 論
けつろん

にゆだねることになる。そうしたなかで、この 提 言
ていげん

についての財 政
ざいせい

規模
き ぼ

を明
あき

らかにすべきとの 論
ろん

もあるが、これまでの 国
くに

の施策
しさく

は、

土台
どだい

となるべき障 害 者
しょうがいしゃ

の実 態
じったい

を抜
ぬ

きにしてきた。ましてや、この 度
たび

は障 害
しょうがい

の

範囲
はんい

を広
ひろ

げ、国
くに

の義務
ぎ む

を明 確
めいかく

にしての提 言
ていげん

である。まずは、実 態
じったい

を明
あき

らかに

した 上
うえ

での議論
ぎろん

とすべきである。 特
とく

に 現 金
げんきん

給 付
きゅうふ

から 現 物
げんぶつ

給 付
きゅうふ

への移行
いこう

を

明 確
めいかく

にすべきである。  

≪理由
りゆう

≫ 

この「骨 格
こっかく

提 言
ていげん

」は、これまでのわが 国
くに

の障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を根 本
こんぽん

から変
か

えていく

ものであり、国 連
こくれん

の権利
けんり

条 約
じょうやく

や違憲
いけん

訴 訟
そしょう

の合意
ごうい

文 書
ぶんしょ

を基本
きほん

においている。  

わが国
くに

の財 政
ざいせい

問 題
もんだい

をどうするかは焦 眉
しょうび

の課題
かだい

ではあるが、ここで 論
ろん

ずるべき

問 題
もんだい

ではないと考
かんが

えている。部会
ぶかい

で提 案
ていあん

した谷間
たにま

をつくらない障 害 者
しょうがいしゃ

施策
しさく

を

目 標
もくひょう

に、国
くに

としての実 態
じったい

調 査
ちょうさ

が今 年 度 中
こんねんどじゅう

に実施
じっし

されることになっているので、

そうした結果
けっか

や分 析
ぶんせき

、今後
こんご

の計 画
けいかく

を明 確
めいかく

にしていくことが 優 先
ゆうせん

すべきである。 
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Ⅱ -4-(2)支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

に 基
もと

づく 協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

による 支 給
しきゅう

決 定
けってい

の 実 現
じつげん

可能性
かのうせい

について 

【表 題
ひょうだい

】支援
しえん

ガイドライン
が い ど ら い ん

に基
もと

づく協 議
きょうぎ

調 整
ちょうせい

による支 給
しきゅう

決 定
けってい

の実 現
じつげん

可能性
かのうせい

について  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅱ-4-(3)長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

などの地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

 

【表 題
ひょうだい

】長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

などの地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

 

 

【小澤
おざわ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

６）２２ページ
ぺ ー じ

（８．９追加
ついか

提 案
ていあん

） 

【長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

などの地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

】 

【説 明
せつめい

】１８～２０行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

に関
かん

しては、現 行
げんこう

の「出 身 地
しゅっしんち

主義
しゅぎ

」を継 続
けいぞく

する。  

≪理由
りゆう

≫ 

地域
ちいき

移行
いこう

の 重 要
じゅうよう

な資源
しげん

であるグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、ケアホーム
け あ ほ ー む

は、 現 行
げんこう

の制度
せいど

を

継 続
けいぞく

したほうが、居 住 地
きょじゅうち

自治体
じ ち た い

への負担
ふたん

が尐
すく

ないため。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

 23ページ
ぺ ー じ

 

  35～36行 目
ぎょうめ

 

  【項 目
こうもく

】 

  Ⅱ―４－（３） 

  【表 題
ひょうだい

】 長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

などの地域
ちいき

生 活
せいかつ

支援
しえん

のための財 源
ざいげん

措置
そ ち

 

  【説 明
せつめい

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

また入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

や精 神
せいしん

病 院
びょういん

への入 院
にゅういん

・入 所 者
にゅうしょしゃ

の地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

等
とう

を促 進
そくしん

するた

め、例
たと

えば居 住 地
きょじゅうち

と出 身 地
しゅっしんち

で費用
ひよう

を分 担
ぶんたん

するような方 式
ほうしき

が考
かんが

えられないか。 

↓ 

なお入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

入 居 者
にゅうきょしゃ

に関
かん

しては住 所 地
じゅうしょち

特 例
とくれい

があるので、

長 時 間
ちょうじかん

介護
かいご

の財 源
ざいげん

措置
そ ち

だけでなく、慎 重
しんちょう

に検 討
けんとう

すべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

が 入 居 者
にゅうきょしゃ

一人一人
ひとりひとり

の住
す

まいであるなら、当 然
とうぜん

、現 在
げんざい

の市 町 村
しちょうそん

が費用
ひよう

負担
ふたん

すべきであるが、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

等
とう

の偏 在
へんざい

があり、すぐ住 所 地
じゅうしょち

特 例
とくれい

を廃
はい

止
よ

した場合
ばあい

、地域
ちいき

生 活
せいかつ

移行
いこう

に影 響
えいきょう

が出
で

てくるので、現 住 所
げんじゅうしょ

と出 身 地
しゅっしんち

との
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財 源
ざいげん

の負担
ふたん

は慎 重
しんちょう

に論議
ろんぎ

すべきである。 
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Ⅱ-4-財 政
ざいせい

のあり方
かた

 

その他
た

 

 

【斎 藤
さいとう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

２、「8月
がつ

9日
か

提 案
ていあん

修 正 版
しゅうせいばん

」 

Ⅱ新 法
しんぽう

制 定
せいてい

と実 現
じつげん

への道 程
どうてい

 

 「４、財 政
ざいせい

のあり方
かた

」全 体
ぜんたい

に対
たい

して 

法 律
ほうりつ

の 提 言
ていげん

にあっては 財 政
ざいせい

の裏付
うらづ

けは不可欠
ふ か け つ

であり、 各 項 目
かくこうもく

の 中
なか

で 新
あら

たな

財 政 支 出 増
ざいせいししゅつぞう

となるのが大
おお

まかにいってどれ程
ほど

か提示
ていじ

する必 要
ひつよう

がある。 

≪理由
りゆう

≫ 

財 政
ざいせい

見通
みとお

しを 全
すべ

て 厚 労 省
こうろうしょう

に丸
まる

投
な

げしたのでは 財 政
ざいせい

裏付
うらづ

けもない理想論
りそうろん

だと

そしりを受
う

けかねない。 新
あら

たな 支 出 増
ししゅつぞう

が予想
よそう

されるものについては事前
じぜん

の

厚 労 省
こうろうしょう

への検 討
けんとう

依頼
いらい

も含
ふく

めて部会
ぶかい

として責 任
せきにん

ある分 析
ぶんせき

・検 討
けんとう

をした上
うえ

での

提 案
ていあん

としなければ無責任
むせきにん

としかいいようがない。  

「（1）障 害
しょうがい

福祉
ふくし

への支 出
ししゅつ

をＯＥＣＤの平 均
へいきん

水 準
すいじゅん

以 上
いじょう

に」 

をもって財 政
ざいせい

の裏付
うらづ

けは大 丈 夫
だいじょうぶ

というのは異論
いろん

でしかない。増 大
ぞうだい

す国家
こっか

財 政
ざいせい

赤字
あかじ

大 震 災
だいしんさい

復 興
ふっこう

財 源
ざいげん

のための 増 税
ぞうぜい

や 国 債
こくさい

発 行
はっこう

・年 金
ねんきん

・医 療
いりょう

・介護
かいご

の 厳
きび

し

い財 政
ざいせい

状 況
じょうきょう

、どれをとっても 楽 観
らっかん

できるものは何
なに

もない。ただ障 害
しょうがい

福祉
ふくし

だけ

突 出
とっしゅつ

し た 財 政
ざいせい

保 障
ほしょう

が な さ れ る こ と な ど 考
かんが

え よ う も な い 。 ど れ 程
ほど

の 財
ざい

政 支 出 増
せいししゅつぞう

が見込
み こ

まれるのかは 政 策 的
せいさくてき

重 要 性
じゅうようせい

とをはかりにかけて 充 分
じゅうぶん

見極
みきわ

め

なければならない。  

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ－７（利用者
りようしゃ

負担
ふたん

）またはⅡ－４（ 財 政
ざいせい

のあり方
かた

に（４）を新 設
しんせつ

）、あるい

はⅢ－１（医 療
いりょう

）の何
いず

れかの項
こう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

難 病
なんびょう

等
とう

の 医療費
いりょうひ

の 公 的
こうてき

支援
しえん

につ いて 、 新
あら

たに 設置
せっち

され る 審議会
しんぎかい

（また は

検 討 会
けんとうかい

）の結 論
けつろん

が出
で

て、新
あたら

しい施策
しさく

が施行
しこう

されるまでの期間
きかん

、緊 急 的
きんきゅうてき

な措置
そ ち

と

して次
つぎ

の施策
しさく

を行
おこな

う。 

１． 特 定
とくてい

疾 患
しっかん

の指定
してい

を 現 在
げんざい

厚 労 省
こうろうしょう

が 研 究
けんきゅう

対 象
たいしょう

としているすべての 疾 患
しっかん
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に拡 大
かくだい

する。 

２． 上 記
じょうき

以外
いがい

の疾 患
しっかん

で特 別
とくべつ

の支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする疾 患
しっかん

。 

３． 小 児
しょうに

慢 性
まんせい

特 定
とくてい

疾 患
しっかん

のキャリーオーバ
き ゃ り ー お ー ば

ー問 題
もんだい

の解 決
かいけつ

。 

４． 高 額
こうがく

療 養 費
りょうようひ

の当事者
とうじしゃ

負担
ふたん

限度
げんど

額
がく

の大 幅
おおはば

切
き

り下
さ

げ 

５． 上 記
じょうき

施策
しさく

については、従 来
じゅうらい

の制度
せいど

・財 源
ざいげん

にとらわれない臨時的
りんじてき

な緊 急
きんきゅう

特 別
とくべつ

な財 源
ざいげん

措置
そ ち

を行
おこな

う。 

≪理由
りゆう

≫ 

今 回
こんかい

開示
かいじ

された各委員
かくいいん

からの意見
いけん

対 応
たいおう

の整理
せいり

過程
かてい

をみると、 難 病
なんびょう

等
とう

医療費
いりょうひ

の

公 的
こうてき

支援
しえん

に 関
かん

しては、 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

との一部
いちぶ

関 連
かんれん

を 認
みと

めつつも、ほとんどが

「今後
こんご

の検 討
けんとう

課題
かだい

」とされている。  

一 般
いっぱん

社 会 人
しゃかいじん

や 同
おな

じ 障 害 者 間
しょうがいしゃかん

でも、 不 平 等
ふびょうどう

と不公平
ふこうへい

が 拡 大
かくだい

し、 稀 尐
きしょう

難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

や一部
いちぶ

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

への医 療
いりょう

・福祉
ふくし

は、著
いちじる

しい差別的
さべつてき

待 遇
たいぐう

を受
う

けてい

るといっても過言
かごん

ではない状 況
じょうきょう

である。 

障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の 制 定
せいてい

・ 立 法
りっぽう

の理念
りねん

から見
み

ても、その 深 刻
しんこく

さは

放置
ほうち

できない状 況
じょうきょう

になっている。生 存 権
せいぞんけん

、生 命
せいめい

の尊 厳
そんげん

にかかわる問 題
もんだい

でもあ

る。 

稀 尐
きしょう

難 病
なんびょう

で 現 在
げんざい

厚 労 省
こうろうしょう

が 研 究
けんきゅう

対 象
たいしょう

と し て い る 疾 患
しっかん

は 難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

克 服
こくふく

研 究
けんきゅう

事 業
じぎょう

として現 在
げんざい

344疾 患
しっかん

（うち医療費
いりょうひ

公費
こうひ

助 成
じょせい

対 象
たいしょう

疾 患
しっかん

56、都道府県
とどうふけん

に

よって重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

医 療
いりょう

対 象
たいしょう

になっている 患 者
かんじゃ

もあるが未調査
みちょうさ

）ある。 小 児
しょうに

慢 性
まんせい

特 定
とくてい

疾 患
しっかん

は 514疾 患
しっかん

あるが、20歳
さい

を過
す

ぎると医療費
いりょうひ

の公費
こうひ

助 成
じょせい

は打
う

ち切
き

られる（いわゆる「キャリーオーバ
き ゃ り ー お ー ば

ー問 題
もんだい

」）。 

生 活
せいかつ

保 障
ほしょう

もない、 働
はたら

くにも 働
はたら

けない、 治
なお

る見込
み こ

みのない 疾 病
しっぺい

を抱
かか

え、 生 涯
しょうがい

高 額
こうがく

の医療費
いりょうひ

を負担
ふたん

し続
つづ

けなければならない 患 者
かんじゃ

は、どうしたら良
よ

いのか？、

その実 態
じったい

さえも調 査
ちょうさ

されていない。しかし、確 実
かくじつ

に前記
ぜんき

のような患 者
かんじゃ

・障 害 者
しょうがいしゃ

は多数
たすう

存 在
そんざい

する。 

難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

の医療費
いりょうひ

公費
こうひ

助 成
じょせい

の財 源
ざいげん

は、研 究 費
けんきゅうひ

であり非制度
ひ せ い ど

財 源
ざいげん

であること

から、現制度枠
げんせいどわく

の財 源
ざいげん

の大 幅
おおはば

な増 額
ぞうがく

か、現制度
げんせいど

にとらわれない財 源
ざいげん

が保
ほ

証
しょう

さ

れなければ、医療費
いりょうひ

の公費
こうひ

助 成
じょせい

の抜
ぬ

本 的
ほんてき

拡 充
かくじゅう

を望
のぞ

んでいる患 者
かんじゃ

のニーズ
に ー ず

には

応
こた

えられない。  

疾 病
しっぺい

特 性
とくせい

が世界的
せかいてき

にも日本
にほん

でも、急 性 期
きゅうせいき

疾 患
しっかん

から慢性期
まんせいき

疾 患
しっかん

に変化
へんか

してきて

いる現 状
げんじょう

で、この変化
へんか

に対 応
たいおう

する全 体
ぜんたい

の医療費
いりょうひ

のありかたについても、難 病
なんびょう

・

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

に関
かか

わる医療費
いりょうひ

のあり方
かた

についても見直
みなお

し検 討
けんとう

は避
さ

けられない。審
しん
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議会
ぎかい

（または検 討 会
けんとうかい

）も、結 論
けつろん

までには相 当
そうとう

の時間
じかん

が必 要
ひつよう

とされるであろう。  

その検 討
けんとう

の結 論
けつろん

が出
で

るまで、難 病
なんびょう

等
とう

患 者
かんじゃ

への医療費
いりょうひ

は現 状
げんじょう

のままであって良
よ

い筈
はず

はない。 

総 合
そうごう

福祉
ふくし

法 制
ほうせい

定時
ていじ

に、臨時的
りんじてき

措置
そ ち

にしろ、財 源
ざいげん

拡 充
かくじゅう

を含
ふく

めた緊 急 的
きんきゅうてき

対 応
たいおう

が

必 要
ひつよう

である。 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】「地域
ちいき

における障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

を支
ささ

える医 療
いりょう

」の実 現
じつげん

に向
む

けた理念
りねん

と

制度
せいど

基盤
きばん

の構 築
こうちく

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

の医療費
いりょうひ

公費
こうひ

負担
ふたん

制度
せいど

の見直
みなお

し  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

のにない手
て

の確保
かくほ

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅲ 関 連
かんれん

する他方
たほう

の法 律
ほうりつ

との関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

のにない手
て

の確保
かくほ

 

【結 論
けつろん

】 

２６ページ
ぺ ー じ

 ３行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 ・・・に関
かん

する法 令
ほうれい

の改 正
かいせい

を含
ふく

めた整備
せいび

が必 要
ひつよう

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

の内 容
ないよう

改 正
かいせい

では、にない手
て

は増
ふ

えない。医 療 的
いりょうてき

ケア
け あ

を 生 活
せいかつ

行為
こうい

と

医
い

行為
こうい

に分
わ

けて法
ほう

整備
せいび

を図
はか

る。にない手
て

に「命
いのち

」と向
む

き合
あ

ってもらうため。  
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】重 度
じゅうど

身 体
しんたい

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

、重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】重 度
じゅうど

身 体
しんたい

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

、重 症
じゅうしょう

心 身
しんしん

障 害 児 者
しょうがいじしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

【結 論
けつろん

】 

２７ページ
ぺ ー じ

～２８ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

 ⇒障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

） 

≪理由
りゆう

≫ 

全 体
ぜんたい

との整 合
せいごう

を図
はか

る。 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】難 病
なんびょう

等
とう

のある障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

 

≪意見
いけん

なし≫
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

27ページ
ぺ ー じ

 

Ⅲ-1 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

【結 論
けつろん

】 

≪内 容
ないよう

≫ 

結 論
けつろん

に追加
ついか

 

○精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

にとって、 住 宅
じゅうたく

施策
しさく

と共
とも

に 24時間
じかん

安 心
あんしん

して利用
りよう

できる精神科
せいしんか

医 療
いりょう

が不可欠
ふ か け つ

である。そのためにも 社 会 的
しゃかいてき

入 院 者
にゅういんしゃ

の解 放
かいほう

、病 床
びょうしょう

削 減
さくげん

、き

ちんとしたマンパワ
ま ん ぱ わ

ーの配置
はいち

、診 療
しんりょう

報 酬
ほうしゅう

値上
ね あ

げ、いつでもどこでも 救 急 車
きゅうきゅうしゃ

で

利用
りよう

できる精神科
せいしんか

救 急
きゅうきゅう

医 療
いりょう

、総 合
そうごう

病 院
びょういん

の精神科
せいしんか

設置
せっち

が望
のぞ

まれる。 

 

Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】発 達
はったつ

障 害 者
しょうがいしゃ

の医 療
いりょう

と地域
ちいき

生 活
せいかつ

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

に係
かかわ

る非自発的
ひじはつてき

入 院
にゅういん

や入 院 中
にゅういんちゅう

の行 動
こうどう

制 限
せいげん

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】保護者
ほ ご し ゃ

制度
せいど

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

の入 院
にゅういん

に係
かかわ

る病 室
びょうしつ

の規定
きてい

の見直
みなお

し  

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

に対
たい

する歯科
し か

保健
ほけん

・歯科
し か

医 療
いりょう

の充 実
じゅうじつ

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－１ 医 療
いりょう

 

その他
た

 

 

【野原
のはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

追加
ついか

提 案
ていあん

のⅢ－１医 療
いりょう

の項
こう

 

追加
ついか

 

≪内 容
ないよう

≫ 

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

のもとに、「難 病
なんびょう

等
とう

の総 合 的
そうごうてき

施策
しさく

のための審議会
しんぎかい

（または検 討 会
けんとうかい

）」

を設置
せっち

する。 

本 審
ほんしん

議会
ぎかい

（または検 討 会
けんとうかい

）は、新 障 害
しんしょうがい

基本法
きほんほう

、総 合
そうごう

基本法
きほんほう

（仮 称
かしょう

）の理念
りねん

や

目 標
もくひょう

に沿
そ

って、難 病
なんびょう

等
とう

の概 念
がいねん

、難 病
なんびょう

等
とう

の医療費
いりょうひ

、難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

の 発 展 的
はってんてき

継 承
けいしょう

、 医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の混 在
こんざい

する 領 域
りょういき

の施策
しさく

体 系
たいけい

の 構 築
こうちく

、 人 材
じんざい

養 成
ようせい

を含
ふく

めた

総 合 的
そうごうてき

な施策
しさく

、これらを 支
ささ

える 財 源
ざいげん

などを 集 中 的
しゅうちゅうてき

に 検 討
けんとう

し、 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）制 定
せいてい

後
ご

3年
ねん

以内
いない

を目途
め ど

に結 論
けつろん

を出
だ

し、政府
せいふ

に答 申
とうしん

するようにする。  

本 審
ほんしん

議会
ぎかい

（または検 討 会
けんとうかい

）は、難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

を推 進
すいしん

し担
にな

ってきた専門家
せんもんか

、

医 療
いりょう

と福祉
ふくし

の混
こん

在
ざい

した領 域
りょういき

で実 績
じっせき

のある専門家
せんもんか

、関 係
かんけい

行 政
ぎょうせい

機関
きかん

、一
いち

定 数
ていすう

の

当事者
とうじしゃ

の参 画
さんかく

を保
ほ

証
しょう

して構 成
こうせい

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

現 在
げんざい

厚 労 省
こうろうしょう

に「難 病
なんびょう

対 策
たいさく

委員会
いいんかい

」があり、難 病
なんびょう

対 策
たいさく

のあり方
かた

などについて

検 討
けんとう

しているが、現 実
げんじつ

に施策化
し さ く か

されるのは難 病
なんびょう

対 策
たいさく

要 綱
ようこう

・非制度的
ひせいどてき

財 源
ざいげん

の 枠
わく

の中
なか

での具体化
ぐ た い か

に限 定
げんてい

されている。これでは、難 病
なんびょう

等
とう

当事者
とうじしゃ

の命
いのち

を削
けず

る叫
さけ

び

を含
ふく

めたニーズ
に ー ず

に遠
とお

く及
およ

ばないというのが 現 状
げんじょう

である。そのもっとも特 徴 的
とくちょうてき

なことは、5000～7000 ある（厚 労 省
こうろうしょう

・疾 病
しっぺい

対策課
たいさくか

）とされる稀 尐
きしょう

難 病
なんびょう

への 対 策
たいさく

や、難 病
なんびょう

等
とう

患 者
かんじゃ

の生 活
せいかつ

保 障
ほしょう

を含
ふく

めた施策
しさく

の遅
おく

れである。 

難 病
なんびょう

等
とう

を含
ふく

めて複 雑
ふくざつ

な制度
せいど

も、抜 本 的
ばっぽんてき

改 革
かいかく

を遅
おく

らせる要 因
よういん

にもなっている。 

こうして、日本
にほん

の福祉
ふくし

施策
しさく

の中
なか

で、最
もっと

も「谷間
たにま

」が多
おお

く存 在
そんざい

するのが、難 病
なんびょう

等
とう

の医 療
いりょう

と福祉
ふくし

が混 在
こんざい

する領 域
りょういき

となっている。 

「谷間
たにま

の解 決
かいけつ

」を重 要
じゅうよう

な課題
かだい

として標 榜
ひょうぼう

する「推 進
すいしん

会議
かいぎ

」や「福祉
ふくし

部会
ぶかい

」が、

これらに効果的
こうかてき

に 対 応
たいおう

する 現 実 的
げんじつてき

な 方 策
ほうさく

は、 現 段 階
げんだんかい

では審議会
しんぎかい

（または

検 討 会
けんとうかい

）の設置
せっち

であると思
おも

われる。 

私
わたし

たちは、総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

の出 発
しゅっぱつ

当 初
とうしょ

から、総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

での本 問 題
ほんもんだい

の集 中
しゅうちゅう
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審議
しんぎ

や 関 係 者
かんけいしゃ

からのヒヤリング
ひ や り ん ぐ

、部会
ぶかい

委員
いいん

の 増 員
ぞういん

などを 要 望
ようぼう

してきたが、

時間的
じかんてき

制 約
せいやく

などから基本的
きほんてき

には実 現
じつげん

しなかった。 

障 害 者
しょうがいしゃ

権利
けんり

条 約
じょうやく

の批 准
ひじゅん

や基本
きほん

合意
ごうい

の具体化
ぐ た い か

実 現
じつげん

を目 的
もくてき

としての「制度
せいど

改 革
かいかく

」

を 進
すす

める 障
しょう

がい 者
しゃ

制度
せいど

改 革
かいかく

推 進
すいしん

会議
かいぎ

や 総 合
そうごう

福祉
ふくし

部会
ぶかい

は、 本 問 題
ほんもんだい

に 関
かん

する

継 続 的
けいぞくてき

な検 討
けんとう

・審議
しんぎ

・結 論
けつろん

を新 審
あたらししん

議会
ぎかい

（または検 討 会
けんとうかい

）に託
たく

すべきである。  

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅰ－７（利用者
りようしゃ

負担
ふたん

）またはⅡ－４（ 財 政
ざいせい

のあり方
かた

に（４）を新 設
しんせつ

）、あるい

はⅢ－１（医 療
いりょう

）の何
いず

れかの項
こう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

難 病
なんびょう

等
とう

の 医療費
いりょうひ

の 公 的
こうてき

支援
しえん

につ いて 、 新
あら

たに 設置
せっち

され る 審議会
しんぎかい

（また は

検 討 会
けんとうかい

）の結 論
けつろん

が出
で

て、新
あたら

しい施策
しさく

が施行
しこう

されるまでの期間
きかん

、緊 急 的
きんきゅうてき

な措置
そ ち

と

して次
つぎ

の施策
しさく

を行
おこな

う。 

１． 特 定
とくてい

疾 患
しっかん

の指定
してい

を 現 在
げんざい

厚 労 省
こうろうしょう

が 研 究
けんきゅう

対 象
たいしょう

としているすべての 疾 患
しっかん

に拡 大
かくだい

する。 

２． 上 記
じょうき

以外
いがい

の疾 患
しっかん

で特 別
とくべつ

の支援
しえん

を必 要
ひつよう

とする疾 患
しっかん

。 

３． 小 児
しょうに

慢 性
まんせい

特 定
とくてい

疾 患
しっかん

のキャリーオーバ
き ゃ り ー お ー ば

ー問 題
もんだい

の解 決
かいけつ

。 

４． 高 額
こうがく

療 養 費
りょうようひ

の当事者
とうじしゃ

負担
ふたん

限度
げんど

額
がく

の大 幅
おおはば

切
き

り下
さ

げ 

５． 上 記
じょうき

施策
しさく

については、従 来
じゅうらい

の制度
せいど

・財 源
ざいげん

にとらわれない臨時的
りんじてき

な緊 急
きんきゅう

特 別
とくべつ

な財 源
ざいげん

措置
そ ち

を行
おこな

う。 

≪理由
りゆう

≫ 

今 回
こんかい

開示
かいじ

された各委員
かくいいん

からの意見
いけん

対 応
たいおう

の整理
せいり

過程
かてい

をみると、 難 病
なんびょう

等
とう

医療費
いりょうひ

の

公 的
こうてき

支援
しえん

に 関
かん

しては、 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

との一部
いちぶ

関 連
かんれん

を 認
みと

めつつも、ほとんどが

「今後
こんご

の検 討
けんとう

課題
かだい

」とされている。  

一 般
いっぱん

社 会 人
しゃかいじん

や 同
おな

じ 障 害 者 間
しょうがいしゃかん

でも、 不 平 等
ふびょうどう

と不公平
ふこうへい

が 拡 大
かくだい

し、 稀 尐
きしょう

難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

や一部
いちぶ

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

患 者
かんじゃ

への医 療
いりょう

・福祉
ふくし

は、著
いちじる

しい差別的
さべつてき

待 遇
たいぐう

を受
う

けてい

るといっても過言
かごん

ではない状 況
じょうきょう

である。 

障 害 者
しょうがいしゃ

基本法
きほんほう

や 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の 制 定
せいてい

・ 立 法
りっぽう

の理念
りねん

から見
み

ても、その 深 刻
しんこく

さは

放置
ほうち

できない状 況
じょうきょう

になっている。生 存 権
せいぞんけん

、生 命
せいめい

の尊 厳
そんげん

にかかわる問 題
もんだい

でもあ

る。 

稀 尐
きしょう

難 病
なんびょう

で 現 在
げんざい

厚 労 省
こうろうしょう

が 研 究
けんきゅう

対 象
たいしょう

と し て い る 疾 患
しっかん

は 難治性
なんちせい

疾 患
しっかん

克 服
こくふく

研 究
けんきゅう

事 業
じぎょう

として現 在
げんざい

344疾 患
しっかん

（うち医療費
いりょうひ

公費
こうひ

助 成
じょせい

対 象
たいしょう

疾 患
しっかん

56、都道府県
とどうふけん

に
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よって重 度
じゅうど

障 害 者
しょうがいしゃ

医 療
いりょう

対 象
たいしょう

になっている 患 者
かんじゃ

もあるが未調査
みちょうさ

）ある。 小 児
しょうに

慢 性
まんせい

特 定
とくてい

疾 患
しっかん

は 514疾 患
しっかん

あるが、20歳
さい

を過
す

ぎると医療費
いりょうひ

の公費
こうひ

助 成
じょせい

は打
う

ち切
き

られる（いわゆる「キャリーオーバ
き ゃ り ー お ー ば

ー問 題
もんだい

」）。 

生 活
せいかつ

保 障
ほしょう

もない、 働
はたら

くにも 働
はたら

けない、 治
なお

る見込
み こ

みのない 疾 病
しっぺい

を抱
かか

え、 生 涯
しょうがい

高 額
こうがく

の医療費
いりょうひ

を負担
ふたん

し続
つづ

けなければならない 患 者
かんじゃ

は、どうしたら良
よ

いのか？、

その実 態
じったい

さえも調 査
ちょうさ

されていない。しかし、確 実
かくじつ

に前記
ぜんき

のような患 者
かんじゃ

・障 害 者
しょうがいしゃ

は多数
たすう

存 在
そんざい

する。 

難 病
なんびょう

患 者
かんじゃ

の医療費
いりょうひ

公費
こうひ

助 成
じょせい

の財 源
ざいげん

は、研 究 費
けんきゅうひ

であり非制度
ひ せ い ど

財 源
ざいげん

であること

から、現制度枠
げんせいどわく

の財 源
ざいげん

の大 幅
おおはば

な増 額
ぞうがく

か、現制度
げんせいど

にとらわれない財 源
ざいげん

が保
ほ

証
しょう

さ

れなければ、医療費
いりょうひ

の公費
こうひ

助 成
じょせい

の抜
ぬ

本 的
ほんてき

拡 充
かくじゅう

を望
のぞ

んでいる患 者
かんじゃ

のニーズ
に ー ず

には

応
こた

えられない。  

疾 病
しっぺい

特 性
とくせい

が世界的
せかいてき

にも日本
にほん

でも、急 性 期
きゅうせいき

疾 患
しっかん

から慢性期
まんせいき

疾 患
しっかん

に変化
へんか

してきて

いる現 状
げんじょう

で、この変化
へんか

に対 応
たいおう

する全 体
ぜんたい

の医療費
いりょうひ

のありかたについても、難 病
なんびょう

・

慢 性
まんせい

疾 患
しっかん

に関
かか

わる医療費
いりょうひ

のあり方
かた

についても見直
みなお

し検 討
けんとう

は避
さ

けられない。審
しん

議会
ぎかい

（または検 討 会
けんとうかい

）も、結 論
けつろん

までには相 当
そうとう

の時間
じかん

が必 要
ひつよう

とされるであろう。  

その検 討
けんとう

の結 論
けつろん

が出
で

るまで、難 病
なんびょう

等
とう

患 者
かんじゃ

への医療費
いりょうひ

は現 状
げんじょう

のままであって良
よ

い筈
はず

はない。 

総 合
そうごう

福祉
ふくし

法 制
ほうせい

定時
ていじ

に、臨時的
りんじてき

措置
そ ち

にしろ、財 源
ざいげん

拡 充
かくじゅう

を含
ふく

めた緊 急 的
きんきゅうてき

対 応
たいおう

が

必 要
ひつよう

である。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】権利
けんり

擁護
ようご

 

 

≪意見
いけん

なし≫
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】早期
そうき

支援
しえん

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

【表 題
ひょうだい

】早期
そうき

支援
しえん

 

【結 論
けつろん

】 

３１ページ
ぺ ー じ

 ４行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 健 康
けんこう

診 断
しんだん

等
とう

   査
さ

⇒断
だん

 

≪理由
りゆう

≫ 

誤字
ご じ

 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

３1ページ
ぺ ー じ

 ６行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 療 育
りょういく

センタ
せ ん た

ー、児童
じどう

発 達
はったつ

支援
しえん

センタ
せ ん た

ー 

≪理由
りゆう

≫ 

肢体
したい

不自由児
ふ じ ゆ う じ

等
とう

の医 療
いりょう

、療 育
りょういく

のセンタ
せ ん た

ーを加
くわ

える。 

 



 

129 

 

Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】一 般
いっぱん

児童
じどう

施策
しさく

の利用
りよう

が障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に制 限
せいげん

されないこと  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】一 般
いっぱん

児童
じどう

施設
しせつ

の利用
りよう

が障 害
しょうがい

を理由
りゆう

に制 限
せいげん

されないこと 

【結 論
けつろん

】 

３２ページ
ぺ ー じ

 ７行 目
ぎょうめ

～８行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 看護師
か ん ご し

の配置
はいち

や移動
いどう

支援
しえん

等
とう

、必 要
ひつよう

な支援
しえん

 

≪理由
りゆう

≫ 

クラブ
く ら ぶ

への移動
いどう

支援
しえん

が発 生
はっせい

している。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

 

【結 論
けつろん

】 

３３ページ
ぺ ー じ

 ５行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 談 所
だんじょ

等
とう

に 加
くわ

え、 市 町 村
しちょうそん

が関与
かんよ

できるように都道府県
とどうふけん

は支援
しえん

すること。 

≪理由
りゆう

≫ 

児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

の業 務
ぎょうむ

が市 町 村
しちょうそん

に要 員
よういん

の養 成
ようせい

が十 分
じゅうぶん

にないまま移管
いかん

されるのを

防
ふせ

ぐため 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】療 育
りょういく

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】通 所
つうしょ

支援
しえん

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

 

 

【君
きみ

塚
づか

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

１４行 目
ぎょうめ

   

≪内 容
ないよう

≫ 

１４行 目
ぎょうめ

：表 題
ひょうだい

の変 更
へんこう

  「入 所
にゅうしょ

支援
しえん

」へ 

≪理由
りゆう

≫ 

施設
しせつ

入 所
にゅうしょ

機能
きのう

は児
じ

の場合
ばあい

にとくに、家族
かぞく

指導
しどう

を含
ふく

めた発 達
はったつ

保 障
ほしょう

の専 門 性
せんもんせい

を

展 開
てんかい

する重 要
じゅうよう

な若
わか

割
わり

を担
にな

っており、障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

の中 心 的
ちゅうしんてき

役 割
やくわり

を果
は

たしてい

る。母子
ぼ し

入 園
にゅうえん

、手 術
しゅじゅつ

とリハ
り は

との連 携
れんけい

での機能
きのう

向 上
こうじょう

、重度児者
じゅうどじしゃ

の短期
たんき

入 所
にゅうしょ

、ち

いきの 社 会
しゃかい

資源
しげん

へのバックアップ
ば っ く あ っ ぷ

など 長 年
ながねん

の専 門 性
せんもんせい

に裏付
うらづ

けられている。ま

た、児童
じどう

相 談 所
そうだんじょ

などで、被
ひ

虐 待
ぎゃくたい

などの障 害 児
しょうがいじ

への入 所
にゅうしょ

を要
よう

する場合
ばあい

に、児
じ

の

状 況
じょうきょう

を判 断
はんだん

して、入 所 先
にゅうしょさき

を検 討
けんとう

選 択
せんたく

していて、重 要
じゅうよう

な役 割
やくわり

を果
は

たしている。 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

２４〜２５行
ぎょう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

小規模化
しょうきぼか

、ユニット化
ゆ に っ と か

を促 進
そくしん

すること。 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 児
しょうがいじ

支援
しえん

合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チームメンバ
ち ー む め ん ば

ー全 体
ぜんたい

のの合意
ごうい

として、個別
こべつ

の項 目
こうもく

に加算
かさん

などを用
もち

いないとし、障 害 児
しょうがいじ

福祉
ふくし

の予算
よさん

の尐
すく

なさに対
たい

しては、報 告 書
ほうこくしょ

の前
まえ

書
か

きにおくこととしたし、全 体
ぜんたい

の 整 合 性
せいごうせい

およびメンバー間
め ん ば ー か ん

で、加算
かさん

についての

検 討
けんとう

はされていない。  

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

３０行
ぎょう

 

Ｈ２３.8.9資 料
しりょう

１ 

  【表 題
ひょうだい

】障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

 

３９ページ
ぺ ー じ
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≪内 容
ないよう

≫ 

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

は、「障 害
しょうがい

の一元化
いちげんか

をめざしながら」、 社 会
しゃかい

資源
しげん

---（と挿 入
そうにゅう

） 

≪理由
りゆう

≫ 

身近
みぢか

なところで、 療 育
りょういく

を受
う

けられるように 専 門 性
せんもんせい

を確保
かくほ

しながら、 徐 々
じょじょ

に

入 所
にゅうしょ

の一元化
いちげんか

を 選 択
せんたく

できるようにすることは 確 認
かくにん

されてきたことであり、

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

のつなぎ法
ほう

においても、すでのその 方 向
ほうこう

が打
う

ち出
だ

されており、

将 来
しょうらい

へ向
む

けての努 力
どりょく

の始
はじ

まりと考
かんが

える。 

 

 

【福井
ふくい

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

33ページ
ぺ ー じ

～34ページ
ぺ ー じ

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 児
しょうがいじ

入 所
にゅうしょ

施設
しせつ

 

【説 明
せつめい

】 

34ページ
ぺ ー じ

 

1行 目
ぎょうめ

から 8行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

として、 

3行 目
ぎょうめ

の終
お

わりから「施設
しせつ

における障 害 児
しょうがいじ

の日 常
にちじょう

の生 活
せいかつ

を豊
ゆた

かにするため、

要 求
ようきゅう

を汲
くみ

みとる場
ば

づくりと、それらを 実 現
じつげん

していく取
と

り組
く

みを計 画 的
けいかくてき

に提示
ていじ

していくべきである」と入
い

れる。 

≪理由
りゆう

≫ 

入 所
にゅうしょ

支援
しえん

から地域
ちいき

移行
いこう

への目 標
もくひょう

は、その達 成
たっせい

までにかなりの歳 月
さいげつ

を必 要
ひつよう

とす

ると考
かんが

えられる。そのため、現 在
げんざい

の施設
しせつ

入 所 者
にゅうしょしゃ

（児
じ

）の日 常
にちじょう

生 活
せいかつ

を豊
ゆた

かにし

ていくための積 極 的
せっきょくてき

な取
と

り組
く

みが求
もと

められている。 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】地域
ちいき

の身近
みぢか

な場所
ばしょ

での相 談
そうだん

支援
しえん

体 制
たいせい

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】ケアマネジメント
け あ ま ね じ め ん と

と「個別
こべつ

支援
しえん

計 画
けいかく

」  

 

≪意見
いけん

なし≫ 



 

134 

 

Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】要保護
よ う ほ ご

児童
じどう

対 策
たいさく

地 域 協
ちいききょう

議会
ぎかい

と地域
ちいき

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の連 携
れんけい

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

１．児童
じどう

福祉法
ふくしほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】家族
かぞく

支援
しえん

ときょうだい支援
しえん

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－２ 障 害 児
しょうがいじ

 

２．学 校
がっこう

教 育 法
きょういくほう

関 係
かんけい

 

【表 題
ひょうだい

】寄 宿 舎
きしゅくしゃ

 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「８月
がつ

９日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」資 料
しりょう

１ 

35ページ
ぺ ー じ

 

30行 目
ぎょうめ

   

【項 目
こうもく

】 

Ⅲ―２ 障 害 児
しょうがいじ

 

２．学 校
がっこう

教 育 法
きょういくほう

 

【表 題
ひょうだい

】寄 宿 舎
きしゅくしゃ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

【結 論
けつろん

】 

○寄 宿 舎
きしゅくしゃ

は、大規模
だ い き ぼ

寄 宿 舎
きしゅくしゃ

から、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

のような小 舎 制
しょうしゃせい

に再 編
さいへん

して、

よ り 地域
ちいき

に 溶
と

け 込
こ

む よ う な 住 居
じゅうきょ

に す る こ と 。 ま た グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、

ファミリーホーム
ふ ぁ み り ー ほ ー む

等
とう

から通
かよ

えるように資源
しげん

整備
せいび

もすること。 

≪理由
りゆう

≫ 

特 別
とくべつ

支援
しえん

学 校
がっこう

に 大規模
だ い き ぼ

な 寄 宿 舎
きしゅくしゃ

を 設
もう

け る の で は な く 、 グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

、

ファミリーホーム
ふ ぁ み り ー ほ ー む

等
とう

のような家庭
かてい

機能
きのう

を 有
ゆう

する小規模
しょうきぼ

住 居
じゅうきょ

から 通
かよ

えるように

すべきである。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

に関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】雇用
こよう

の質
しつ

を確保
かくほ

するための法
ほう

改 正
かいせい

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

1.障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

に関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】雇用
こよう

の質
しつ

を確保
かくほ

するための法
ほう

改 正
かいせい

 

【説 明
せつめい

】 

３７ページ
ぺ ー じ

 ３行 目
ぎょうめ

～４行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

の提 供
ていきょう

の確保
かくほ

等
とう

に関
かん

する必 要
ひつよう

な規定
きてい

（支援
しえん

を含
ふく

む）を設
もう

け

るべきである。 

≪理由
りゆう

≫ 

コスト
こ す と

改 善
かいぜん

を求
もと

められる企 業
きぎょう

（大
だい

・中
なか

・小
しょう

とも）への財 政 的
ざいせいてき

支援
しえん

が必 要
ひつよう
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

に関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】雇用
こよう

施策
しさく

の対 象
たいしょう

とする障 害 者
しょうがいしゃ

に就 業 上
しゅうぎょうじょう

必 要
ひつよう

な支援
しえん

を認 定
にんてい

する仕組
し く

み  

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

に関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せいど

および納付
のうふ

金
きん

制度
せいど

の見直
みなお

し  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

雇用率
こようりつ

制度
せいど

及
およ

び納付
のうふ

金
きん

制度
せいど

の見直
みなお

し 

【説 明
せつめい

】 

３７ページ
ぺ ー じ

 １０行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

削 除
さくじょ

と修 正
しゅうせい

 指摘
してき

があり、改 善
かいぜん

を要
よう

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

助 成 金
じょせいきん

は、障 害 者
しょうがいしゃ

を雇用
こよう

することによって生
しょう

じているのだから障 害 者
しょうがいしゃ

自身
じしん

が

申 請
しんせい

するのはおかしい。 所 得
しょとく

の一部
いちぶ

ではないのでは。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

に関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】職 場
しょくば

における合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

提 供
ていきょう

の確保
かくほ

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【表 題
ひょうだい

】職 場
しょくば

における合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

提 供
ていきょう

の確保
かくほ

 

【結 論
けつろん

】 

３８ページ
ぺ ー じ

 ２行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

削 除
さくじょ

 「合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

が提
てい

供
きょう

されない場合
ばあい

、」を削 除
さくじょ

 

≪理由
りゆう

≫ 

就 職
しゅうしょく

が決
き

まるということは合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

がなされているか合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

ををする

ことが決
き

まっているのでは  

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

【説 明
せつめい

】 

３８ページ
ぺ ー じ

 ５行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

削 除
さくじょ

 「合理的
ごうりてき

配 慮
はいりょ

が提
てい

供
きょう

されない場合
ばあい

、」を削 除
さくじょ

 

≪理由
りゆう

≫ 

同 上
どうじょう
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

系
けい

事 業
じぎょう

に関
かん

する試行
しこう

事 業
じぎょう

（パイロット
ぱ い ろ っ と

・スタディ
す た で ぃ

）の実施
じっし

 

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

【説 明
せつめい

】試行
しこう

事 業
じぎょう

の記 述
きじゅつ

は難 解
なんかい

です。「背 景
はいけい

」「目 的
もくてき

」「内 容
ないよう

」と分
わ

かりやす

くまとめてください。 

≪理由
りゆう

≫ 

分
わ

かりづらい 

 

【駒 村
こまむら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

指摘
してき

３ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 39ページ
ぺ ー じ

 

障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【説 明
せつめい

】6行
ぎょう

～11行
ぎょう

 

②最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

の１／４以 上
いじょう

の工 賃
こうちん

を支払
しはら

っている就 労
しゅうろう

継 続
けいぞく

支援
しえん

Ｂ型
がた

事 業 所
じぎょうしょ

、

③箕面市
み の お し

や滋賀県
し が け ん

など、地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

独自
どくじ

の制度
せいど

として 賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を実施
じっし

して

いる事 業 所
じぎょうしょ

の他
ほか

、新
あら

たに起 業
きぎょう

する事 業 所
じぎょうしょ

等
とう

。これらに対
たい

し、障 害
しょうがい

従 業 員
じゅうぎょういん

へ

の 賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を 含
ふく

む 事 業 所
じぎょうしょ

への運営費
うんえいひ

補助
ほじょ

及
およ

び 官 公 需
かんこうじゅ

や 民 需
みんじゅ

の 優
ゆう

先 発 注
さきはっちゅう

な

どによる仕事
しごと

を確保
かくほ

するための支援
しえん

を行
おこな

う。 

 

右
みぎ

に、追加
ついか

文
ぶん

 

≪内 容
ないよう

≫ 

なお、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の仕組
し く

みは、以下
い か

の点
てん

に十 分
じゅうぶん

な留 意
りゅうい

が必 要
ひつよう

になる。１）賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の結果
けっか

、確
たし

かに、障 害
しょうがい

従 業 員
じゅうぎょういん

等
とう

の受
う

け取
と

る賃 金
ちんぎん

は上 昇
じょうしょう

するかもしれない

が、一 方
いっぽう

で、事 業 所
じぎょうしょ

等
とう

が、支払
しはら

う賃 金
ちんぎん

を引
ひ

き下
さ

げる可能性
かのうせい

もあり、実 質 的
じっしつてき

に

は事 業 所
じぎょうしょ

に対
たい

する補助
ほじょ

となるある種
しゅ

、「補助
ほじょ

の帰 着
きちゃく

」に関
かん

する問 題
もんだい

が発 生
はっせい

す

る、２）賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

により、労 働
ろうどう

市 場
しじょう

の賃 金
ちんぎん

決 定
けってい

にゆがみが生
う

まれ、たとえば
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障 害 者
しょうがいしゃ

以外
いがい

の 労 働 者
ろうどうしゃ

の雇用
こよう

の 減 尐
げんしょう

が 発 生
はっせい

する可能性
かのうせい

もある。このように、

賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

は、その 目 的
もくてき

とは異
こと

なる結果
けっか

につながる可能性
かのうせい

もあり、 賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の

仕組
し く

みは慎 重
しんちょう

に注 意
ちゅうい

深
ふか

く設 計
せっけい

される必 要
ひつよう

があり、パイロットスタディ
ぱ い ろ っ と す た で ぃ

ーでは

詳 細
しょうさい

な検 証
けんしょう

が不可欠
ふ か け つ

である。 

≪理由
りゆう

≫ 

賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

とは、賃 金
ちんぎん

に対
たい

する「くさび」といわれる議論
ぎろん

で、学 術 的
がくじゅつてき

には実 証
じっしょう

研 究 上
けんきゅうじょう

の課題
かだい

になっている。その代 表 的
だいひょうてき

なものとしては、社 会
しゃかい

保 険 料
ほけんりょう

の企 業
きぎょう

負担
ふたん

労 働 者
ろうどうしゃ

負担分
ふたんぶん

の 帰 着
きちゃく

と転嫁
てんか

の議論
ぎろん

であり、 企 業
きぎょう

負担
ふたん

部分
ぶぶん

を増
ふ

やしても

賃 金
ちんぎん

で 調 整
ちょうせい

されてしまうという議論
ぎろん

の 逆
ぎゃく

の 現 象
げんしょう

である。（補助
ほじょ

をだしても

賃 金
ちんぎん

で調 整
ちょうせい

される） 

また、類似
るいじ

の問 題
もんだい

としては、在 職
ざいしょく

老 齢
ろうれい

年 金
ねんきん

があり、企 業 側
きぎょうがわ

は 在 職
ざいしょく

老 齢
ろうれい

年 金
ねんきん

を 前 提
ぜんてい

にして 賃 金
ちんぎん

を５ 割
わり

カット
か っ と

しているのが 現 状
げんじょう

である。このように 市 場
しじょう

賃 金
ちんぎん

における直 接
ちょくせつ

介 入
かいにゅう

の効果
こうか

は、労 働
ろうどう

市 場
しじょう

の環 境
かんきょう

（就 労
しゅうろう

意欲
いよく

と労 働
ろうどう

需 要
じゅよう

）

に関
かか

わるので、見極
みきわ

め、制度
せいど

設 計
せっけい

は慎 重
しんちょう

に行
おこな

われる必 要
ひつよう

があり、こうした事例
じれい

を考 慮
こうりょ

せずに、過大
かだい

な期待
きたい

をすべきではない。８ 月
がつ

９日
か

の発 言
はつげん

の補足
ほそく

 

 

【斎 藤
さいとう

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

７、「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

39ページ
ぺ ー じ

〔説 明
せつめい

〕７行 目
ぎょうめ

 

Ⅲ-３労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

≪内 容
ないよう

≫ 

箕面市
み の お し

はこの説 明
せつめい

でよいが 

「滋賀県
し が け ん

及
およ

び札幌市
さっぽろし

は地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

独自
どくじ

の制度
せいど

とし 障 害
しょうがい

ある 者
もの

とない 者
もの

が

ともに働
はたら

く新
あたら

しい職 場
しょくば

形 態
けいたい

となっている事 業 所
じぎょうしょ

」とする。 

≪理由
りゆう

≫ 

そもそも試行
しこう

事 業
じぎょう

を行
おこな

うことが，これまでの福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

が行
い

き詰
づ

まりをみせる

中
なか

、最 低
さいてい

賃 金
ちんぎん

を保
ほ

証
しょう

し、労働法
ろうどうほう

全面
ぜんめん

適 用
てきよう

となる働
はたら

き方
かた

をどう拡 大
かくだい

していく

かという課題
かだい

にとって 極
きわ

めて意義
い ぎ

のある 実 証
じっしょう

作 業
さぎょう

であり是非
ぜ ひ

ともしなければ

ならない。そこで 賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

や官 公 需
かんこうじゅ

の 優
ゆう

先 発 注
さきはっちゅう

とならんで 障 害
しょうがい

のある人
ひと

と

ない人
ひと

との共 働
ともはたらき

は大
おお

きな意味
い み

を 有
ゆう

する。障 害
しょうがい

のある 人
ひと

を一 定 割 合 含
いっていわりあいふくみ

みつつ

障 害
しょうがい

のある 人
ひと

とない 人
ひと

が 一 緒
いっしょ

に 働
はたら

く制度
せいど

はこれまでの障 害 者
しょうがいしゃ

をばかりを集
あつ
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めて仕事
しごと

をさせる福祉的
ふくしてき

就 労
しゅうろう

とは 異
こと

なりよりインクルーシブ
い ん く る ー し ぶ

な 働
はたら

き 方
かた

をめざ

している。その意義
い ぎ

が伝
つた

わる記載
きさい

にしていただきたい。  
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）の調 整
ちょうせい

 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

Ⅲ-3．労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

【表 題
ひょうだい

】賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）の調 整
ちょうせい

 

【結 論
けつろん

】 

39ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（修 正
しゅうせい

） 

【表 題
ひょうだい

】賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）の調 整
ちょうせい

 

○就 労
しゅうろう

系
けい

事 業
じぎょう

に従 事
じゅうじ

する障 害 者
しょうがいしゃ

が賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を受
う

ける場合
ばあい

、原 則
げんそく

として 年 金
ねんきん

支 給
しきゅう

は一部
いちぶ

ないし全 額
ぜんがく

停止
ていし

することで、年 金
ねんきん

財 源
ざいげん

を賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

に振
ふ

り替
か

えうる

仕組
し く

みをつくる。そのためには、賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

と所 得
しょとく

保 障
ほしょう

の関 係
かんけい

について、障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

の支 給
しきゅう

調 整
ちょうせい

ライン
ら い ん

の検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

である。また、 賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の対 象
たいしょう

と

なる障 害 者
しょうがいしゃ

の 認 定
にんてい

の仕組
し く

みを 検 討
けんとう

する 必 要
ひつよう

がある。 賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

を 行
おこな

う場合
ばあい

の

事
じ

業 者
ぎょうしゃ

のモラルハザード
も ら る は ざ ー ど

をどうするかについても 検 討
けんとう

が必 要
ひつよう

という意見
いけん

もあ

る。 

↓ 

【表 題
ひょうだい

】所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）のあり方
かた

の検 討
けんとう

 

○就 労
しゅうろう

系
けい

事 業
じぎょう

に 従 事
じゅうじ

する障 害 者
しょうがいしゃ

への 賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

の導 入
どうにゅう

を 考
かんが

える 上
うえ

で、 前 提
ぜんてい

となる所 得
しょとく

保 障
ほしょう

制度
せいど

（障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

等
とう

）の考
かんが

え方
かた

やあり方
かた

を検 討
けんとう

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

については、 障 害
しょうがい

基礎
き そ

年 金
ねんきん

の性 格
せいかく

や諸手当
しょてあて

なども 含
ふく

めて 総 合 的
そうごうてき

に

「所 得
しょとく

保 障
ほしょう

」をどう考
かんが

えるかということに 結
むす

びつくと考
かんが

える。それについて

の十 分
じゅうぶん

な議論
ぎろん

が前 提
ぜんてい

と考
かんが

える。 

また、「労 働 者 性
ろうどうしゃせい

」を中 心
ちゅうしん

とした「賃 金
ちんぎん

補填
ほてん

」と真
しん

の「社 会
しゃかい

参加
さんか

」、「働
はたら

くこ

と」や「 就 労
しゅうろう

意欲
いよく

」との 関 係
かんけい

を 十 分
じゅうぶん

議論
ぎろん

する必 要
ひつよう

があると 考
かんが

える。さらに、

企 業
きぎょう

活 動
かつどう

の 中
なか

で 障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

を 進
すす

めてきた 一 般
いっぱん

就 労
しゅうろう

推 進
すいしん

施策
しさく

との 関 係
かんけい

も
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議論
ぎろん

する必 要
ひつよう

がある。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

・就 労
しゅうろう

にかかる労 働
ろうどう

施策
しさく

と福祉
ふくし

施策
しさく

を一 体 的
いったいてき

に展 開
てんかい

す

るための体 制
たいせい

の整備
せいび

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

の検 討
けんとう

課題
かだい

についてフォロ
ふ ぉ ろ

ーし、実現化
じつげんか

をめざ

すための検 討
けんとう

体 制
たいせい

の整備
せいび

 

 

【西 滝
にしたき

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

○「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

労 働
ろうどう

と雇用
こよう

  

【表 題
ひょうだい

】就 労
しゅうろう

合 同
ごうどう

作 業
さぎょう

チーム
ち ー む

の検 討
けんとう

課題
かだい

についてフォロ
ふ ぉ ろ

ーし、実現化
じつげんか

を目指
め ざ

すための検 討
けんとう

体 制
たいせい

の整備
せいび

 

 40ページ
ぺ ー じ

 

 2行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

そのメンバ
め ん ば

ーは 障 害 者
しょうがいしゃ

（当事者
とうじしゃ

） 団 体
だんたい

の 他
ほか

に 経 済
けいざい

団 体
だんたい

、 労 働
ろうどう

団 体
だんたい

、 学 識
がくしき

経 験 者
けいけんしゃ

、事
じ

業 者
ぎょうしゃ

団 体
だんたい

および地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

等
とう

から構 成
こうせい

する。 

 

※「障 害 者
しょうがいしゃ

（当事者
とうじしゃ

）団 体
だんたい

の他
ほか

に」を追加
ついか

。 

≪理由
りゆう

≫ 

当事者
とうじしゃ

である障 害 者
しょうがいしゃ

団 体
だんたい

も入
い

れるべき。 
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Ⅲ－３ 労 働
ろうどう

と雇用
こよう

 

２．障 害 者
しょうがいしゃ

雇用
こよう

促 進 法
そくしんほう

以外
いがい

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わる事項
じこう

 

【表 題
ひょうだい

】全 国 民
ぜんこくみん

のなかでの障 害 者
しょうがいしゃ

の生 活
せいかつ

実 態
じったい

等
とう

を明
あき

らかにする基礎
き そ

資 料
しりょう

の

整備
せいび

 

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－１ 法
ほう

の理念
りねん

目 的
もくてき

より 

【「能 力
のうりょく

に応
おう

じ」という表 記
ひょうき

について】  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

【苦 情
くじょう

解 決
かいけつ

機関
きかん

（社 会
しゃかい

福祉法
ふくしほう

）について】  

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

【オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

制度
せいど

と虐 待
ぎゃくたい

防止
ぼうし

について】  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

【モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

について】  

 

【石 橋
いしばし

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

Ⅲ－４ その他
た

 

【モニタリング
も に た り ん ぐ

機関
きかん

について】 

４３ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

⇒障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

） 

≪理由
りゆう

≫ 

表 記
ひょうき

の整 合
せいごう

を図
はか

る 

 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

４３ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

検 討
けんとう

 モニタリング
も に た り ん ぐ

を担 当
たんとう

する部署
ぶしょ

を設
もう

けることには賛 成
さんせい

しますが、独 立
どくりつ

し

た機関
きかん

として設
もう

けるのは如何
いかん

なものか。 

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

の機構
きこう

の一部
いちぶ

とする。 

≪理由
りゆう

≫ 

数 多
かずおお

くの機関
きかん

を設
もう

けない。携
たずさ

わる人
ひと

の兼務
けんむ

を禁止
きんし

することで独自性
どくじせい

を保
たも

つ。 

自立
じりつ

支 援 協
しえんきょう

議会
ぎかい

で障 害
しょうがい

福祉
ふくし

計 画
けいかく

を立 案
りつあん

するためにも内部
ないぶ

組織
そしき

とする。
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

【権利
けんり

擁護
ようご

と差別
さべつ

禁止
きんし

の普 及
ふきゅう

啓 発
けいはつ

について】  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

その他
た

 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

より 

43ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

（追加
ついか

） 

「Ⅰ－５  権利
けんり

擁護
ようご

より」の 項 目
こうもく

の 中
なか

に【 成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の課題
かだい

解 消
かいしょう

と利用
りよう

促 進
そくしん

について】を 新 設
しんせつ

し、「 身 上
しんじょう

監護
かんご

を 中 心
ちゅうしん

とした 成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の 運 用
うんよう

改 善
かいぜん

」「成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の個別
こべつ

給付化
きゅうふか

」などを盛
も

り込
こ

む。 

≪理由
りゆう

≫ 

「Ⅰ－５ 権利
けんり

擁護
ようご

」の中
なか

には、他法
たほう

との関 係
かんけい

も含
ふく

めて成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

のこと

が一 切
いっさい

触
ふ

れられていない。オンブズパーソン
お ん ぶ ず ぱ ー そ ん

などの必 要 性
ひつようせい

を否定
ひてい

するものでは

ないが、 現 行 法 上
げんこうほうじょう

、 判 断 力
はんだんりょく

が 不 十 分
ふじゅうぶん

な 人
ひと

の 法 律 的
ほうりつてき

視点
してん

からの権利
けんり

擁護
ようご

は

成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の重 要
じゅうよう

であることを踏
ふ

まえると、項 目
こうもく

を新 設
しんせつ

すべきと 考
かんが

える。 

なお、その際
さい

には、現 行
げんこう

の成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

の課題
かだい

である「身 上
しんじょう

監護
かんご

」について

重 点 化
じゅうてんか

するとともに、成 年
せいねん

後 見
こうけん

制度
せいど

を「障 害
しょうがい

ゆえに必 要
ひつよう

な個別
こべつ

支援
しえん

」と位置付
い ち づ

けて、個別
こべつ

給付化
きゅうふか

することが適 当
てきとう

と考
かんが

える。 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

より 

【公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

や民 間
みんかん

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の活 用
かつよう

について】  

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

45ページ
ぺ ー じ

 

  11～13行 目
ぎょうめ

 

  【項 目
こうもく

】 

  Ⅲ 関 連
かんれん

する他
た

の法 律
ほうりつ

との関 係
かんけい

 

  Ⅲ―４ その他
た

 

  １－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

より 

  【表 題
ひょうだい

】公 営
こうえい

住 宅
じゅうたく

や民 間
みんかん

賃 貸
ちんたい

住 宅
じゅうたく

の活 用
かつよう

について 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

・修 正
しゅうせい

 

 そのために、 建 築 基
けんちくもと

準 法
じゅんほう

を見直
みなお

し、防火壁
ぼうかかべ

などの工事
こうじ

を 必 要
ひつよう

とする 等
とう

の

現 在
げんざい

の厳
きび

しい 基 準
きじゅん

をなくして、グループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

を一 般
いっぱん

住 居
じゅうきょ

として 扱
あつか

うこと。 

↓ 

住 居
じゅうきょ

定 員
ていいん

が４～５人
にん

以下
い か

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に関
かん

しては、一 般
いっぱん

住 居
じゅうきょ

として扱
あつか

い

建 築 基
けんちくもと

準 法
じゅんほう

の用途
ようと

変 更
へんこう

（ 寄 宿 舎
きしゅくしゃ

、福祉
ふくし

施設
しせつ

）を 必 要
ひつよう

としないようにするこ

と。 

≪理由
りゆう

≫ 

 小規模
しょうきぼ

定 員
ていいん

の 住 居
じゅうきょ

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に 関
かん

しては 一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

として 扱
あつか

い。

一 定
いってい

定 員
ていいん

規模
き ぼ

のグループホーム
ぐ る ー ぷ ほ ー む

に関
かん

しては、寄 宿 舎
きしゅくしゃ

・福祉
ふくし

施設
しせつ

として段 階 的
だんかいてき

に用途
ようと

変 更
へんこう

ができるように予算
よさん

措置
そ ち

が必 要
ひつよう

である。 
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Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ－６ 支援
しえん

体 系
たいけい

より 

【一 般
いっぱん

住 宅
じゅうたく

に住
す

む障 害 者
しょうがいしゃ

への家賃
やちん

補助
ほじょ

、住 宅
じゅうたく

手当
てあて

などについて】  

 

≪意見
いけん

なし≫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ－４．その他
た

 

Ⅰ-10 地域
ちいき

移行
いこう

より 

【地域
ちいき

移行
いこう

・地域
ちいき

生 活
せいかつ

の資源
しげん

整備
せいび

に欠
か

かせない住 宅
じゅうたく

確保
かくほ

の施策
しさく

について】  

 

≪意見
いけん

なし≫ 
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Ⅲ－４．その他
た

 

その他
た

 

 

【大久保
お お く ぼ

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

Ⅲ 関 連
かんれん

する他
た

の法 律
ほうりつ

との関 係
かんけい

 

全 般
ぜんぱん

 

43ページ
ぺ ー じ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）の範囲
はんい

を超
こ

えて検 討
けんとう

されてきた各 般
かくはん

の課題
かだい

につい

ては、理念的
りねんてき

な整理
せいり

はもとより、実 体 的
じったいてき

にも関 係
かんけい

法 令
ほうれい

の改 正
かいせい

の見込
み こ

みが立
た

つ

まで調 整
ちょうせい

を継 続
けいぞく

する。 

調 整
ちょうせい

が 完
かん

了
りょう

するまでの 間
あいだ

については、 尐
すく

なくとも 改 正
かいせい

された 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

や 児童
じどう

福祉法
ふくしほう

等
とう

と 同 等
どうとう

の サービス
さ ー び す

が 受
う

けら れ る よ う 、 障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）において「医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」に関
かん

する必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を規定
きてい

する。 

≪理由
りゆう

≫ 

この間
あいだ

、「医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」については他
た

の法 律
ほうりつ

にも関
かか

わると

ころから、切
き

り離
はな

して総 合 的
そうごうてき

な議論
ぎろん

が行
おこな

われた。しかし、現
げん

に総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

で

さえ法案化
ほうあんか

されていない状 況
じょうきょう

において、具体的
ぐたいてき

な法制度
ほうせいど

議論
ぎろん

すら行
おこな

われていな

い「医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」各 法
かくほう

の改 正
かいせい

が相 当 先
そうとうさき

になるであろうこ

とは想 像
そうぞう

に難
かた

くない。 

その際
さい

、仮
かり

に総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

が「医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」の各分野
かくぶんや

を 完 全
かんぜん

に切
き

り離
はな

して制度化
せ い ど か

された場合
ばあい

には、これらの分野
ぶんや

は（一時的
いちじてき

にせよ）根 拠 法
こんきょほう

を失
うしな

い、当 然
とうぜん

支援
しえん

サービス
さ ー び す

も途切
と ぎ

れることとなる。  

そのような状 況
じょうきょう

は看過
かんか

できないことから、「 医 療
いりょう

」「障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」各 法
かくほう

の改 正
かいせい

と総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の施行
しこう

を同
おな

じタイミング
た い み ん ぐ

とするか、尐
すく

なくとも改 正
かいせい

され

た 障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支援法
しえんほう

や児童
じどう

福祉法
ふくしほう

等
とう

と 同 等
どうとう

のサービス
さ ー び す

が受
う

けられるよう、

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

において「 医 療
いりょう

」「 障 害 児
しょうがいじ

」「労 働
ろうどう

と雇用
こよう

」に 関
かん

する必 要
ひつよう

な福祉
ふくし

サービス
さ ー び す

を規定
きてい

する必 要
ひつよう

があると考
かんが

える。 
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【中原
なかはら

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

 Ⅲ関 連
かんれん

する他
た

の法 律
ほうりつ

や分野
ぶんや

との関 係
かんけい

 

 ４．その他
た

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

 

○障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

（仮 称
かしょう

）において規定
きてい

できない事項
じこう

や細部
さいぶ

にわたる規定
きてい

が

必 要
ひつよう

な場合
ばあい

については、「知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

」を改 正
かいせい

して対 応
たいおう

する。 

 

≪理由
りゆう

≫ 

障 害 者
しょうがいしゃ

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

はあらゆる 障 害
しょうがい

に 対 応
たいおう

するものであるが、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

の

障 害
しょうがい

特 性
とくせい

を踏
ふ

まえ、他
た

の障 害
しょうがい

との整 合 性
せいごうせい

を図
はか

るうえで総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の枠 内
わくない

で

対 応
たいおう

することが困 難
こんなん

な場合
ばあい

が出
で

てくることが想 定
そうてい

されるため。 

身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

や 精 神
せいしん

保健
ほけん

及
およ

び 精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉
ふくし

に 関
かん

する 法 律
ほうりつ

等
とう

におい

ても同 様
どうよう

である。 

 

【光 増
みつます

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

 以降
いこう

 

  【項 目
こうもく

】 

  Ⅲ 関 連
かんれん

する他
た

の法 律
ほうりつ

との関 係
かんけい

 

  Ⅲ―４． その他
た

 

≪内 容
ないよう

≫ 

追加
ついか

する項 目
こうもく

 

 

１．障 害 者
しょうがいしゃ

手 帳
てちょう

をどうするか 

現 行
げんこう

の手 帳
てちょう

制度
せいど

の見直
みなお

し 

 

２．既存
きそん

の身 体
しんたい

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、知的
ちてき

障 害 者
しょうがいしゃ

福祉法
ふくしほう

、精 神
せいしん

障 害 者
しょうがいしゃ

保健
ほけん

福祉法
ふくしほう

と

総 合
そうごう

福祉法
ふくしほう

の関 連
かんれん

はどうするのか 

≪理由
りゆう

≫ 
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民 主 党
みんしゅとう

のマニュ
ま に ゅ

へスト
す と

などには「社 会
しゃかい

参加
さんか

カード
か ー ど

」の記載
きさい

があった。 

育 成 会
いくせいかい

の本 人
ほんにん

決議
けつぎ

では、障 害
しょうがい

別
べつ

でない手 帳
てちょう

のカード化
か ー ど か

が提 案
ていあん

されている。 

 

各 障 害
かくしょうがい

福祉法
ふくしほう

との整理
せいり

が必 要
ひつよう

である。 
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おわりに  

 

【広田
ひろた

委員
いいん

】 

≪該 当
がいとう

箇所
かしょ

≫ 

「8月
がつ

9日
か

追加
ついか

提 案
ていあん

」 

47ページ
ぺ ー じ

 

おわりに 

16行 目
ぎょうめ

 

≪内 容
ないよう

≫ 

修 正
しゅうせい

 

障 害 者
しょうがいしゃ

が暮
く

らしやすい社 会
しゃかい

はすべての人
ひと

が暮
く

らしやすい社 会
しゃかい

でもあります。  

  ↓ 

障 害 者
しょうがいしゃ

が 働
はたら

いたり、ボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

をしたり、笑顔
えがお

を見
み

せたりとその 人
ひと

らしく

社 会
しゃかい

貢 献
こうけん

しながら、暮
く

らしやすい社 会
しゃかい

はすべての人
ひと

が暮
く

らしやすい社 会
しゃかい

でも

あります。 

そして、この国
くに

の全
すべ

ての人
ひと

がボランティア
ぼ ら ん て ぃ あ

精 神
せいしん

を持
も

って、優
やさ

しい地域
ちいき

社 会
しゃかい

が

形 成
けいせい

されれば、豊
ゆた

かな地域
ちいき

福祉
ふくし

社 会
しゃかい

になります。これがあたり前
まえ

の共 生
きょうせい

社 会
しゃかい

です。 
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別 添
べってん

１：岡部
おかべ

委員
いいん

（１７ページ
ぺ ー じ

関 連
かんれん

資 料
しりょう

）  

「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」原 則
げんそく

と重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

利用
りよう

の関 係
かんけい

整理
せいり

 

 

分野
ぶんや

I その他
た
 項 目

こうもく
I-1介護

かいご
保険
ほけん

との 問 題
もんだい

 

論 点
ろんてん

I-1-2) 現 行
げんこう

「自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

」 第
だい

7 条
じょう

では「介護
かいご

保険
ほけん

優 先
ゆうせん

」の 原 則
げんそく

がうたわれ

ている。介護
かいご

保険
ほけん

対 象
たいしょう

となった 際
さい

に、「自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

」のサービス
さ ー び す

が利用
りよう

できなくなっ

たり、サービス
さ ー び す

の 量
りょう

・ 種 類
しゅるい

が 削
けず

られたりする事例
じれい

が 生
しょう

じている。こうした事態
じたい

を避
さ
け

るためには、どのような制度
せいど

とすることが 必 要
ひつよう

と 考
かんが

えるか？ 

 

結 論
けつろん

 

６５ 歳 以 上
さいいじょう

の 障 害 者
しょうがいしゃ

が利用
りよう

する 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

の国庫
こっこ

負担
ふたん

金
きん

については 要 介 護
ようかいご

認 定
にんてい

等 級
とうきゅう

に 相 当
そうとう

する 給 付
きゅうふ

を 上 限
じょうげん

とし 介護
かいご

保険
ほけん

財 源
ざいげん

から 財 政
ざいせい

調 整
ちょうせい

すべき 。

（不 足 分
ふそくぶん

については 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

財 源
ざいげん

で国庫
こっこ

負担
ふたん

する） 

 

理由
りゆう

 

○重度 訪 問
ほうもん

介護
かいご

に 相 当
そうとう

する介護
かいご

給 付
きゅうふ

は介護
かいご

保険
ほけん

には 存 在
そんざい

しない。 

○ 第 一 号 被
だいいちごうひ

保 険 者
ほけんしゃ

として介護
かいご

保険
ほけん

の 受 給
じゅきゅう

資格
しかく

を 有
ゆう

する 65 歳
さい

以 上
いじょう

の 高 齢
こうれい

障 害 者
しょうがいしゃ

は

要介護度
ようかいごど

に 相 当
そうとう

する介護
かいご

保険
ほけん

給 付
きゅうふ

を受
う
ける権利

けんり
がある。 

 

※介護
かいご

保険
ほけん

における「 訪 問
ほうもん

介護
かいご

」とは「 居 宅
きょたく

」に 限 定
げんてい

された介護
かいご

であり、「移動
いどう

」も「夜間
やかん

」

の見守
みまも

りも 想 定
そうてい

されていない。また、「夜間
やかん

対 応 型
たいおうがた

訪 問
ほうもん

介護
かいご

」は「定 期 的
ていきてき

な 巡 回
じゅんかい

訪 問
ほうもん

により、又
また

は 通 報
つうほう

を受
う
け」「 居 宅

きょたく
において」行

おこな
われる介護

かいご
であり、「見守

みまも
り」や 居 宅 外

きょたくがい
の

利用
りよう

は 想 定
そうてい

されていない。これに 対
たい

して、「 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

」は、「 居 宅
きょたく

」「 外 出
がいしゅつ

時
じ
にお

ける移動
いどう

」の介護
かいご

を 日 中
にっちゅう

や夜間
やかん

を問
と
わず「 総 合 的

そうごうてき
に 供 与

きょうよ
」するものであり、ヘルパ

へ る ぱ
ーの

資格
しかく

制度
せいど

や 教 育
きょういく

のしくみも 異
こと

なるため、介護
かいご

保険
ほけん

における「 訪 問
ほうもん

介護
かいご

」に「 相 当
そうとう

するも

の」とはいえない。また、 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

が介護
かいご

保険
ほけん

の 適 用
てきよう

除 外
じょがい

とならないならば、現

在適用 除 外
じょがい

とされている６５ 歳
さい

以 上
いじょう

の 高 齢 者
こうれいしゃ

に 対
たい

する 行 動
こうどう

援護
えんご

の利用
りよう

や 新 設
しんせつ

され

た 同 行
どうこう

援護
えんご

の利用
りよう

を 適 用
てきよう

除 外
じょがい

としない 合 理 的
ごうりてき

な理由
りゆう

はない。 

 

方 法
ほうほう

 

[ 案
あん

１]個別
こべつ

調 整
ちょうせい

（ 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

を利用
りよう

する 高 齢
こうれい

障 害 者
しょうがいしゃ

に要 介 護
ようかいご

認 定
にんてい

を 行
おこな

い、介護
かいご

保険
ほけん

請 求
せいきゅう

と支援費
しえんひ

請 求
せいきゅう

の 双 方
そうほう

の 請 求
せいきゅう

情 報
じょうほう

をもつ 国 保 連
こくほれん

において自己
じ こ

負担
ふたん

の 上 限
じょうげん
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管理
かんり

等
とう

とあわせて個別
こべつ

に 調 整
ちょうせい

する） 

[ 案
あん

２ ] 財 政
ざいせい

調 整
ちょうせい

（ 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

利 用 者
りようしゃ

の国庫
こっこ

負 担 基
ふたんもと

準データ
じゅんでーた

から６５ 歳
さい

以 上
いじょう

の

利 用 者
りようしゃ

の利用
りよう

金 額
きんがく

を 抽
ちゅう

出
だ
し介護

かいご
保険
ほけん

基金
ききん

から 財 政
ざいせい

調 整
ちょうせい

する） 

 

※ [ 案
あん

１ ]については、国 保 連
こくほれん

のシステム
し す て む

変 更
へんこう

、 [ 案
あん

２ ]については、 市 町 村
しちょうそん

の介護
かいご

保険
ほけん

基金
ききん

条 例
じょうれい

の 改 正
かいせい

がそれぞれ 必 要
ひつよう

になると 思
おも

われるため、 費 用 対
ひようつい

効果
こうか

がよく 合 理 的
ごうりてき

な

方 法
ほうほう

を 採 用
さいよう

すべき。  

 

自己
じ こ

負担
ふたん

 

介護
かいご

保険
ほけん

財 政
ざいせい

から 給 付
きゅうふ

をうける 以 上
いじょう

、第 一 号 被
だいいちごうひ

保 険 者
ほけんしゃ

の 保 険 料
ほけんりょう

の納付
のうふ

が 必 要
ひつよう

にな

る。ただし、障 害
しょうがい

福祉
ふくし

の制度
せいど

を 使
つか

う 以 上
いじょう

、利用
りよう

における自己
じ こ

負担
ふたん

は介護
かいご

保険
ほけん

制度
せいど

の 応
おう

益
えき

負担
ふたん

ではなく 障 害
しょうがい

福祉
ふくし

制度
せいど

の 応
おう

能
のう

負担
ふたん

となる。 

 

 

【 参 考

さんこう

】 

障 害 者
しょうがいしゃ

自立
じりつ

支 援 法
しえんほう

第 七 条
だいしちじょう

（他
た

の 法 令
ほうれい

による 給 付
きゅうふ

との 調 整
ちょうせい

） 

自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

は 、 当 該
とうがい

障 害
しょうがい

の 状 態
じょうたい

に つ き 、 介護
か い ご

保険法
ほ け ん ほ う

（ 平 成
へいせい

九 年
きゅうねん

法 律
ほうりつ

第 百 二 十 三 号
だいひゃくにじゅうさんごう

） の 規定
きてい

に よ る 介護
かいご

給 付
きゅうふ

、 健 康
けんこう

保 険 法
ほけんほう

（ 大 正
たいしょう

十 一 年
じゅういちねん

法 律
ほうりつ

第 七 十 号
だいしちじゅうごう

）の規定
きてい

による 療 養
りょうよう

の 給 付
きゅうふ

その他
た

の 法 令
ほうれい

に 基
もと

づく 給 付
きゅうふ

であって 政 令
せいれい

で

定
さだ

めるもののうち自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

に 相 当
そうとう

するものを受
う

けることができるときは 政 令
せいれい

で

定
さだ

める限度
げんど

において、 当 該 政 令
とうがいせいれい

で 定
さだ

める 給 付
きゅうふ

以外
いがい

の 給 付
きゅうふ

であって 国
くに

又
また

は地方
ちほう

公 共
こうきょう

団 体
だんたい

の負担
ふたん

において自立
じりつ

支援
しえん

給 付
きゅうふ

に 相 当
そうとう

するものが 行
おこな

われたときはその限度
げんど

において、 行
おこな

わない。 

 

障 害 者 自 立 支 援 法 第 四 条
しょうがいしゃじりつしえんほうだいよんじょう

（定義
ていぎ

） 

３ この 法 律
ほうりつ

において「 重 度
じゅうど

訪 問
ほうもん

介護
かいご

」とは、重 度
じゅうど

の肢体
したい

不自由者
ふじゆうしゃ

であって 常 時
じょうじ

介護
かいご

を 要
よう

する 障 害 者
しょうがいしゃ

につき、 居 宅
きょたく

における 入 浴
にゅうよく

、 排
はい

せつ 又
また

は 食 事
しょくじ

の介護
かいご

その他
た

の 厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

省 令
しょうれい

で 定
さだ

める便宜
べんぎ

及
およ

び 外 出
がいしゅつ

時
じ

における 移 動 中
いどうちゅう

の介護
かいご

を 総 合 的
そうごうてき

に 供 与
きょうよ

するこ

とをいう。  

 

介護
かいご

保 険 法
ほけんほう

第 八 条
だいはちじょう

  

２ この 法 律
ほうりつ

において「 訪 問
ほうもん

介護
かいご

」とは、（ 中 略
ちゅうりゃく

）その 者
もの

の 居 宅
きょたく

において介護
かいご

福祉士
ふくしし

そ

http://www.ron.gr.jp/law/law/kaigo_ho.htm
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の他
た

政 令
せいれい

で 定
さだ

める 者
もの

により 行
おこな

われる 入 浴
にゅうよく

、 排
はい

せつ、 食 事
しょくじ

等
とう

の介護
かいご

その他
た

の 日 常
にちじょう

生 活 上
せいかつじょう

の世話
せ わ

であって、厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

省 令
しょうれい

で 定
さだ

めるもの（夜間
やかん

対 応 型
たいおうがた

訪 問
ほうもん

介護
かいご

に 該 当
がいとう

するものを 除
のぞ

く。）をいう。 

１５ この 法 律
ほうりつ

において「夜間
やかん

対 応 型
たいおうがた

訪 問
ほうもん

介護
かいご

」とは、 居 宅
きょたく

要 介 護 者
ようかいごしゃ

について、夜間
やかん

において、定 期 的
ていきてき

な 巡 回
じゅんかい

訪 問
ほうもん

により、 又
また

は 通 報
つうほう

を受
う
け、その 者

もの
の 居 宅

きょたく
において介護

かいご

福祉士
ふくしし

その他
た

第 二 項
だいにこう

の 政 令
せいれい

で 定
さだ

める 者
もの

により 行
おこな

われる 入 浴
にゅうよく

、 排
はい

せつ、 食 事
しょくじ

等
とう

の介護
かいご

その他
た
の 日 常

にちじょう
生 活 上
せいかつじょう

の世話
せ わ

であって、 厚 生
こうせい

労 働
ろうどう

省 令
しょうれい

で 定
さだ

めるものをいう。
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別添２：奈良崎
ならさき

委員
いいん

（２ページ
ぺ ー じ

関 連
かんれん

資 料
しりょう

） 

 

 


